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仕 様 書 

 

１ 件名 

  令和８年度資格取得等帳票印刷業務委託（単価契約） 

 

２ 履行期間 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 履行場所 

  公立学校共済組合東京支部給付貸付課が指定する場所 

 

４ 委託業務の概要 

  本件委託業務は、委託者が提供するデータを使用して資格確認書、資格取得等帳

票等の印刷を行うとともに、送付対象者一覧表や封筒の作成、封入及び封緘等の発

送準備業務及び発送業務を行うものである。 

 

５ 委託業務内容 

(1) 帳票印刷業務 

   委託する印刷業務は、別紙２「業務別仕様内訳」のとおり。 

   なお、帳票印刷の初回時には、成果物を委託者に確認し、了承を得ること。 

 (2) 封入及び封緘等の発送準備・発送業務 

別紙２「業務別仕様内訳」のとおり。 

(3) 発送後の受領確認 

  発送完了後の受領確認は、送付物引渡し時に受領する受領書（写し可）により行

う。受託者は受領確認後、受領書（写し可）を整理して委託者へ提出すること。 

   

６ 貸与物件 

(1)  組合員及び被扶養者情報が記録された電子媒体 一式 

(2)  公立学校共済組合東京支部長公印の印影 一式 

(3)  その他本件委託業務を行う上で必要と思われるもの 一式 

なお、貸与物件は履行後、委託者に返却すること。 

   

７ 情報の保管・管理等 

受託者は、電子情報処理委託に係る情報の保管・管理等について、別添１「電子情

報処理委託に係る標準特記仕様書」に従って履行すること。  

 

８ 個人情報の取扱い 

受託者は、本件委託業務により個人情報を取り扱う場合は、別添１「電子情報処理

委託に係る標準特記仕様書」及び別添２「個人情報の取扱いに関する標準特記仕様

書」に従って適切に取り扱うこと。 

  個人情報を適切に管理する体制を整えており、Ｐマーク（プライバシーマーク制

度）等の認証を受けていること。別添１「電子情報処理委託に係る標準特記仕様書」



 
に従い契約を履行できること。 

９ 履行方法及び代金の支払 

(1) 履行方法 

 受託者は、別紙３「業務別作業スケジュール」に記載する履行期間までに日々又

は指定期日までに履行することとし、各業務の履行に係る完了届を履行完了月の

翌月１０日までに、まとめて月１回提出すること。 

(2) 代金の支払 

 受託者は各業務の履行に係る完了届の確認を受けたとき、又は検査に合格した

ときは、各業務分の履行に係る代金を月１回翌月初日以降に委託者に対して請求

できるものとする。委託者は受託者から請求を受けた日から３０日以内に、履行が

完了した部分に係る代金を支払う。 

 

10 想定数量 

  別紙１「業務別想定数量一覧表」のとおり 

 

11 作業スケジュール 

  別紙３「業務別作業スケジュール」に基づき、作業を行うこと。 

 

12 印刷仕様 

  別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり 

 

13 提供データ 

別紙５「提供データ一覧」のとおり 

 

14 再委託の取扱い 

(1) 受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならな

い。 

(2) 本業務の主要な部分を除く部分に限り、あらかじめ書面又は電磁的記録により

委託者の承諾を得た場合にはこの限りではない。 

(3) 委託者の承諾が得られた本委託業務の一部を再委託する場合においては、受託

者と同様に再委託先においても本業務に関係する契約関係書類の内容を遵守する

ものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して、一切の責任を負

う。 

(4) 再委託先は、以下の者であってはならない。 

ア 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱（平成 18 年 4 月 1 日付 17 財

経総第 1543 号）に基づく指名停止期間中の者 

イ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱（昭和 62 年 1 月 14 日付 61 財経庶第 922

号）第 5 条第 1 項の規定による排除措置期間中の者 

(5) 受託者は、再委託の申し出を行う際には、委託者に対して当該委託業務に係る

履行体制図等を付属資料として提出しなければならない。 

(6) 受託者は、当該履行体制図等の作成に当たっては、全ての再委託先及び再委託

先に行わせる業務について、記載しなければならない。 



 
 

15 その他 

(1) 東京都グリーン購入ガイド２０２５年度の遵守 

 本件委託業務により作成する紙媒体の作成物は、別添３「東京都グリーン購入ガ

イド２０２５年度」水準１を遵守すること。水準１によらない場合は、事前に委託

者と協議をすること。 

 (2) 単価契約に係る取扱い 

本契約において、推定総金額（税込）を超えて発注することはできない。また、

発注金額が推定総金額（税込）に達した場合又は達する可能性が見込まれる場合

は、契約期間の満了前であっても当該契約を終了することがある。さらに、発注金

額が推定総金額（税込）に達しない場合であっても、契約期間の満了をもってこの

契約は終了とするものとする。なお、いずれの場合においても、受託者は契約の終

了に関して異議を主張できないものとする。 

(3) 環境により良い自動車利用 

本契約の履行に当たっては、次の事項を遵守すること。 

①  都民の健康と安全を確保する環境に関する条例（平成１２年東京都条例第

２１５号）第３７条のディーゼル車規制に適合する自動車であること。 

② 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の

削減等に関する特別措置法（平成４年法律第７０号）の対策地域内で登録可能

な自動車利用に努めること。 

なお、当該自動車の自動車検査証（車検証）、粒子状物質減少装置装着証明書

等の提示または写の提出を求められた場合には、速やかに提示し、又は提出する

こと。 

(4) 定めのない事項等の取扱い 

 本仕様書に定めのない事項及び疑義がある場合は、公立学校共済組合東京支部

と協議の上、決定すること。 

 

16 担当 

  公立学校共済組合東京支部 給付貸付課 資格担当 

  電話 ０３－５３２０－６８２６ 

 



別紙１

作成物（別紙２参照） 想定数量 令和8年4月 令和8年5月 令和8年6月 令和8年7月 令和8年8月 令和8年9月 令和8年10月 令和8年11月 令和8年12月 令和9年1月 令和9年2月 令和9年3月

事前準備作業費用 11 回 4 1 1 1 1 3

封入、封緘・納品・発送費用 51 回 6 5 6 3 3 3 4 3 4 3 4 7

ア 所属所宛て通知文（４月初回発送時のみ） 2500 枚 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ア 所属所宛て通知文 5000 枚 600 1,800 1,000 200 200 200 200 200 200 200 100 100

イ 資格取得届書／情報変更訂正届（印字有） 11350 枚 8,500 1,000 250 200 200 200 200 200 200 200 100 100

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 13800 枚 9,000 2,000 1,200 200 200 200 200 200 200 200 100 100

オ 資格取得者等チェックリスト 7900 枚 3,500 1,800 1,000 200 200 200 200 200 200 200 100 100

カ マイナンバー届出に関するお願い（リーフレット） 13800 枚 9,000 2,000 1,200 200 200 200 200 200 200 200 100 100

キ マイナンバーWEB登録のご案内（リーフレット） 13800 枚 9,000 2,000 1,200 200 200 200 200 200 200 200 100 100

コ 取りまとめ先宛て通知文 1980 枚 300 360 360 120 120 120 120 120 120 120 60 60

ス 支給材（臓器提供意思表示シール） 13800 枚 9,000 2,000 1,200 200 200 200 200 200 200 200 100 100

ア 資格情報のお知らせ 18500 枚 6,500 1,000 4,000 1,500 1,000 1,000 1000 500 500 500 500 500

イ 資格情報のお知らせのご案内 18500 枚 6,500 1,000 4,000 1,500 1,000 1,000 1000 500 500 500 500 500

エ 資格情報のお知らせ送付対象者一覧 9300 枚 2,200 500 2,000 800 600 600 600 400 400 400 400 400

オ 所属所宛て通知文 9300 枚 2,200 500 2,000 800 600 600 600 400 400 400 400 400

キ 取りまとめ先宛て通知文 1440 枚 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

ア 所属所宛て通知文 5300 枚 400 400 400 800 500 400 400 400 400 400 400 400

イ 資格確認書 兼 宛名台紙 5300 枚 400 400 400 800 500 400 400 400 400 400 400 400

エ 資格確認書送付対象一覧 4800 枚 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

カ 取りまとめ先宛て通知文 1440 枚 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120

ケ 支給材（臓器提供意思表示シール） 5300 枚 400 400 400 800 500 400 400 400 400 400 400 400

ア 所属所宛て通知文 2500 枚 2,500

イ 被扶養者要件確認通知書一覧表 4000 枚 4,000

ウ 被扶養者要件確認通知書 12000 枚 12,000

オ 取りまとめ先宛て通知文 180 枚 180

ア 所属所宛て通知文 2500 枚 2,500

イ 組合員・被扶養者現況表 95000 枚 95,000

エ 取りまとめ先宛て通知文 180 枚 180

ア 収納証明書 2900 枚 2,900

イ 組合員宛て通知文 2900 枚 2,900

ア 任意継続組合員掛金額決定通知書 3125 枚 3,125

イ 任意継続掛金払込取扱票 5000 枚 5,000

ウ 組合員宛て通知文 3125 枚 3,125

ア 所属所宛て通知文 2500 枚 2,500

イ 令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書 3000 枚 3,000

オ 取りまとめ先宛て通知文 180 枚 180

ア 通知文（組合員宛て４枚綴） 1405 枚 1,405

イ 任意継続組合員掛金額決定通知書 1405 枚 1,405

ウ 任意継続掛金払込取扱票 3125 枚 3,125

カ 通知文（所属所宛て） 1405 枚 1,405

キ 取りまとめ先宛て通知文 315 枚 315

ア 資格喪失証明書 600 枚 600

イ 本人宛通知文 600 枚 600

ウ 任意継続組合員資格喪失申出書 600 枚 600

エ 任意継続組合員被扶養者申告書 600 枚 600

ア 資格情報のお知らせ 1500 枚 1,000 500

イ 資格情報のお知らせのご案内 1500 枚 1,000 500

長３横窓あき封筒（別紙2-1,2,3,11で使用） 39100 枚 16,900 3,400 5,600 2,500 1,700 1,600 1,600 1,100 1,100 1,100 1,000 1,500
長３横窓あき封筒（別紙2-6,7,9,10で使用） 8030 枚 2,900 3,125 2,005

長３縦封筒（別紙2-10・返信用封筒） 600 枚 600

所属所宛て角２縦封筒（ラベル付) 31005 枚 5,700 2,700 5,900 1,800 1,300 1,200 3,700 1,000 1,000 1,000 900 4,805

角２返信用封筒（所属所→共済、住所印字付） 10000 枚 3,100 1,800 1,000 200 200 200 200 200 200 200 100 2,600

取りまとめ先宛てマチ付封筒（ラベル付） 2955 枚 300 360 540 120 120 120 300 120 120 120 120 615

取りまとめ先宛て段ボール箱 500 箱 100 50 150 0 0 0 0 0 0 0 0 200

5 現況表送付手続

6
任意継続組合員

収納証明書

●業務別想定数量一覧表

業務内容

共通事項

4
被扶養者要件

確認手続

3 資格確認書作成

1

資格取得等手続

※4月は2回、5～6月
は各3回の封入・発
送作業が発生する。
スケジュール別に想
定される提供データ
件数は別紙3参照。

2
資格情報の

お知らせの送付

任意継続組合員
２年目更新手続

7

10
任意継続組合員

資格喪失証明書送付

封筒の印刷

8 退職者資格喪失手続

9
任意継続組合員

事前受付後の掛金
決定通知書等の送付

11
任意継続組合員

資格情報のお知らせ
印刷及び送付

4月は2回分の封入・発送
作業が発生する。

各業務の引き渡したデータに対しての、作業費一式を１回とカウントする。

年間のデータ引き渡し回数等の詳細は別紙３参照。



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

1/8(１資格取得手続) 

１ 資格取得等手続 

（資格取得者等（※１）に対し、資格確認書等の印刷・送付及び、一般・短期組合員資

格取得届書／組合員情報変更訂正届を提出する旨を通知する作業） 

※１ 資格取得者等とは、採用等により新規に資格取得した組合員（本人）及び、新規に被扶養者

認定された被扶養者（家族）、また組合員番号・種別変更（※２）をした組合員（本人）及び被扶

養者（家族）を指す。 

※２ 組合員番号・種別変更者とは、以前より資格を取得している者で、組合員番号又は組合員種

別が変更となる者を指す。 

 

(１) 作成する帳票等 ※ 仕様等は別紙４のとおり 

ア 所属所宛て通知文 

イ 一般・短期組合員資格取得届書／組合員情報変更訂正届 

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 

エ 長３横窓あき封筒 （上記ウ、下記カ、キ、支給材の封入用） 

オ 資格取得者等チェックリスト 

カ マイナンバー（個人番号）届出に関するお願い（リーフレット） 

キ マイナンバーWEB登録のご案内（リーフレット） 

ク 資格取得届書等返信用封筒 

ケ 所属所宛て角２封筒（上記ア、イ、エ、オ、クの封入用） 

コ 取りまとめ先宛て通知文 

サ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒（上記ケ、コの封入用） 

シ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

 

【特記事項】 

・ ４月の初回発送時のみ、「資格確認書交付情報ファイル」(SikakuKakuninyyMMdd-

HHmmss.csv)の資格取得者等データ有無により、印刷・封入物が異なる（下記の表を参照）。 

・ ４月の初回発送時のみ、資格取得者等データなしの所属所にも、帳票物の印刷・封入・ 

送付が発生するが、二回目以降の発送より、資格取得者等データありの所属所へのみの 

送付となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

2/8(１資格取得手続) 

帳票物及び支給材 
資格取得者等データ 

ありの所属所 

資格取得者等データ 
なしの所属所 

（4月初回発送時のみ） 
印刷 封入 印刷 封入 

ア 所属所宛て通知文 〇 〇 〇 〇 
イ 一般・短期組合員資格取得届書／組合

員情報変更訂正届 
▲ ▲ × × 

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 〇 〇 × × 

エ 長３横窓あき封筒 〇 〇 × × 

オ 資格取得者等チェックリスト 〇 〇 × × 
カ マイナンバー（個人番号）届出に関す

るお願い 
〇 〇 × × 

キ マイナンバーWEB登録のご案内 〇 〇 × × 

ク 資格取得届書等返信用封筒 〇 〇 × × 

ケ 所属所宛て角２封筒 〇 〇 〇 〇 

コ 取りまとめ先宛て通知文 〇 〇 〇 〇 

サ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 〇 〇 〇 〇 

シ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ ※ ※ ※ 

ス 支給材（臓器提供意思表示シール） ― 〇 × × 
○ … 印刷又は封入する。 
▲ … 被扶養者（家族）しか資格取得者がいない場合、印刷及び封入は発生しない。 
× … 印刷及び封入しない。 
※ … 上記サが多数となる場合、使用する。 
－ … 委託者より提供する。 

 
 (２) 委託者から提供するデータ等 

ア 所属所宛て通知文 

 ・ 原稿を、ワードファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

 ・ ４月初回発送用とそれ以降用で、通知文枚数が異なる。 

イ 一般・短期組合員資格取得届書／組合員情報変更訂正届 

 ・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

 ・ 印字するデータは、下記のCSVファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

「資格確認書交付情報(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」※項目は、資料1-1参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は、資料1-2参照 

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 

 ・ 見本を、ワードファイル又は実物により提供する。※参考（資料1-11） 

 ・ 台紙に印字するデータのうち、通知文本文やマイナポータルの案内の原稿は、ワードフ

ァイルにより提供する。 

 ・ 台紙に印字するデータのうち、差込み印刷する宛名や資格確認書の印字情報は、下記の

CSVファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

「資格確認書交付情報(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」※項目は、資料1-1参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は、資料1-2参照 

・ 資格確認書に印刷するための公印については、印影を貸与する。履行後は、貸与し 

た印影とともに、印刷のために作成した原版及び原版作成用フィルム等、印影を写し 

たものをすべて委託者に返却する。 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

3/8(１資格取得手続) 

エ 長３横窓あき封筒 

・ 見本を、エクセルファイル又は実物により提供する。※参考（資料1-10） 

オ 資格取得者等チェックリスト 

 ・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

 ・ 印字するデータは、下記のCSVファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

「資格確認書交付情報(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」※項目は、資料1-1参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は、資料1-2参照 

カ マイナンバー（個人番号）届出に関するお願い 

 ・ 原稿を、PDFにより提供する。 

キ マイナンバーWEB登録のご案内 

 ・ 原稿を、PDFにより提供する。 

ク 資格取得届書等返信用封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。 

ケ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。 

 ・ 宛名ラベルを作成するためのデータを、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

コ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。 

サ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

シ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

ス 支給材について 

 ・ 臓器提供意思表示シールを提供する 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 所属所宛て通知文 

・ 委託者から提供する原稿をもとに作成し、A3を半分に折り、見開き冊子とする。 

イ 一般・短期組合員資格取得届書／組合員情報変更訂正届 

・ 組合員（本人）（組合員番号枝番が「00」の者）のみ作成する。 

・ 資格取得者等ごとに個別に作成し、総数の通番を右下に印字する。 

    ・ 委託者から提供するデータを（資料1-3）に書かれている番号位置に印字する。 

    ・ 提供するデータをもとに（資料1-3）のとおり、QRコードを印字する。 

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 

・ 委託者から提供する原稿をもとに、通知文本文やマイナポータルの案内を印字する。 

・ 委託者から提供するデータをもとに、窓あき封筒から見える位置に（資料1-11）の 

とおり宛名の差込み印刷を行う。 
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・ 差込み印刷の内容は、所属所コード、所属所名、組合員番号、枝番、組合員（本人） 

又は被扶養者（家族）の氏名及び誤発送防止のバーコード等を印字する。 

 

資格確認書について 

① 表面レイアウト  

   ・ （資料1-4）「資格確認書表面見出し項目等レイアウト」の各印字内容を、 

    （資料1-5）「資格確認書表面レイアウト見本」のとおりに印字する。  

   ・ 保険者番号項目は、８桁の数字が入るよう枠を設け、右から数えて２から４番目 

    の枠を纏めて太字の枠線で囲む。  

  

② 裏面レイアウト  

   ・ （資料1-6）資格確認書裏面レイアウト見本」のとおり印刷する。   

 

③ 作成方法  

   ・ 組合員（本人）は、提供データの枝番が00の者を抽出して作成する。 

   ・ 被扶養者（家族）は、提供データの枝番が00以外の者を抽出して作成する。  

   ・ （資料1-5）の各番号位置に「資格確認書交付情報ファイル(SikakuKakuninyyMMdd 

    -HHmmss.csv)」の各項目を印字する。  

   ・ 項目No15の出力情報がブランクの場合には、（資料1-5）のシの項目及びNo.15 

    の出力位置全てに「＊」を印字する。 

   ・ 項目№16及び№17の出力情報がブランクの場合には、（資料1-5）のス、セ、ソ 

    の項目及び№16、№17の出力位置全てに「＊」を印字する。  

   ・ 項目№20の出力位置右端に委託者が提供する「公立学校共済組合東京支部長公 

    印の印影」を用いて印刷する。 

 

エ 長３横窓あき封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

オ 資格取得者等チェックリスト 

・ 上記(2)オのcsv、エクセルデータをもとに、（資料1-8）のとおり印字する。 

 ※ 出力項目は（資料 1-7）「令和８年度資格取得者チェックリスト出力項目レイアウト」

を参照。 

・ 所属所コード単位で、対象者を印字する。 

・ チェックリストの１ページに印字できる人数は最大10名までとする。 

・ 複数枚となる所属所については、通番（例：1/2等）を右下に印字する。 

・ チェックリスト総数の通番を右下に印字する。 

カ マイナンバー（個人番号）届出に関するお願い 

 ・ 委託者から提供する原稿を印刷する。 

 ・ 資格取得者等の数だけ印刷する。 

キ マイナンバーWEB登録のご案内 

 ・ 委託者から提供する原稿を印刷する。 

 ・ 資格取得者等の数だけ印刷する。 
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ク 資格取得届書等返信用封筒 

 ・ 委託者から提供する見本（資料1-9）をもとに、作成する。 

ケ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発送防

止のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を印字する。 

コ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 委託者から提供する原稿を印刷する。 

サ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先名称、担当部署、郵便

番号、住所１、住所２、「資格取得届等在中」、誤発送防止のバーコード等を印字し、取り

まとめ先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入する 

ため、マチ付封筒は使用しない。 

   シ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記サで発送する場合は不要 

    ・ 上記サが多数になると判断される場合に使用する。 

    ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバ

ーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

 

(４) 封入・納品方法（図１を参照） 

・ 封入、納品方法は図１のとおり。 

・ 上記（１）イ「一般・短期組合員資格取得届書/組合員情報変更訂正届」は、組合員（本人）

分のみ作成する帳票のため、帳票の対象が所属所に対して被扶養者（家族）分しか発生しな

かった場合、当該帳票の封入はない。 

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx の「取りまとめ先一覧」、又

は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送すること。 

（図１の⑤まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。様式は任意。 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ先 

送付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 
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③ 

③ 

【図１：封入・納品方法】 

① 上記（１）ウ「資格確認書 兼 宛名台紙」の左上に印字された「所属所コード、所属所名、組合

員番号、枝番、組合員（本人）又は被扶養者（家族）の氏名及び誤発送防止のバーコード等」を封

筒の窓から確認できるように３つ折りにする。 

            

                          

 

                   

            

 

 

 

 

 

 

② 上記（１）カ「マイナンバー（個人番号）届出に関するお願い」、及びキ「マイナンバーWEB登録

のご案内」を３つ折りのうえ、「支給材（臓器提供意思表示シール）」を並べ、下記の順にセットす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②でセットした単位で、個人ごとに上記（１）エ「長３横窓あき封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

左上に所属所コード、所属所

名、組合員番号、枝番、組合員

（本人）又は被扶養者（家族）

の氏名及び誤発送防止のバー

コードを差し込み印刷 

ウ 資格確認書 兼 宛名台紙 

カ マイナンバー（個人番号）届出に関するお願い 

キ マイナンバーWEB登録のご案内 

支給材（臓器提供意思表示シール） 
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④ 上記（１）ア「所属所宛て通知文」、イ「一般・短期組合員資格取得届書/組合員情報変更訂正届」、

エ「長３横窓あき封筒」、オ「資格取得者等チェックリスト」、ク「資格取得届書等返信用封筒」を

所属所ごとに下記の順にセットする。 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ⑤で封緘したケ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎に仕分ける。

※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

二つ折 

ク 資格取得届書等返信用封筒 

オ 資格取得者等チェックリスト 

エ  長３横窓あき封筒 

イ 一般・短期組合員資格取得届書/ 

組合員情報変更訂正届 ※組合員（本人）分のみ 

ア 所属所宛て通知文（1部） 

⑤ ④でセットした単位で、所属所ごとに 

上記（１）ケ「所属所宛て角２封筒」に封入し、封緘する。 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 
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⑦ ⑥でセットした単位で、上記（１）コ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、サ「取りまとめ先

宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、シ「取り

まとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛て通知文」

を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならないよ

うにする。 

取りまとめ先がない所属所は、⑤でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

  

  

 

取りまとめ先 

宛て通知文 

宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

サ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 
シ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

⑩ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

※ 他の委託業務「２資格情報のお知らせ作成及び送付」、「３資格確認書の作成及び送

付」で、同じ取りまとめ先への送付物が発生した場合には、サ「取りまとめ先宛て角２

マチ付封筒」又はシ「取りまとめ先宛てダンボール箱」に同封する。 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 
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２ 資格情報のお知らせ作成及び送付 

（個人番号を中間サーバーに登録した者に対し、資格情報のお知らせを印刷・送付する

作業） 

 

(１) 作成する帳票等 ※ 仕様等は別紙４のとおり 

ア 資格情報のお知らせ 

イ 資格情報のお知らせのご案内（組合員、被扶養者宛て） 

ウ 長３横窓あき封筒（上記ア、イの封入用） 

エ 資格情報のお知らせ送付対象者一覧 

オ 所属所宛て通知文 

カ 所属所宛て角２封筒（上記ウ、エ、オの封入用） 

キ 取りまとめ先宛て通知文 

ク 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒（上記カ、キの封入用） 

   ケ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

 (２) 委託者から提供するデータ等 

  ア 資格情報のお知らせ 

   ・ 見本を、エクセルファイル又は実物により提供する。 

・ 印字するデータは、下記のcsvデータにより提供する。 

「資格情報のお知らせ交付情報(SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv)」 

 ※ 提供項目は(資料2-1)「ファイルレイアウト資格情報のお知らせ交付情報」参照。 

イ 資格情報のお知らせのご案内 

 ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。※参考（資料2-8） 

ウ 長３横窓あき封筒 

 ・ 見本を、エクセルファイル又は実物により提供する。※参考（資料2-5） 

エ 資格情報のお知らせ送付対象者一覧 

 ・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

・ 印字するデータは、下記csv、エクセルデータにより提供する。 

  ①「資格情報のお知らせ交付情報(SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv)」 

   ※ 提供項目は(資料2-1)「ファイルレイアウト資格情報のお知らせ交付情報」参照。 

  ②「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」 ※（資料1-2）参照 

  オ 所属所宛て通知文 

   ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。 

カ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

  キ 取りまとめ先宛て通知文 

   ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。 

  ク 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

   ・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 
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  ケ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

   ・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

 

 (３)  帳票等の印刷に当たって 

  ア 資格情報のお知らせ 

・ 上記(2)アのcsvデータを、(資料2-2①、②)の番号位置に印字する。 

・ 見出し項目は、(資料2-3)「見出し項目レイアウト」のとおり印字する。 

・ 上記(2)アのCSVデータ項目No10、11、12は交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみ 

データ出力される。データ出力されない者（70歳未満）は、下記のとおり印字する。 

 資料2-2①のNo.10、10-2、11、12、12-2については全て「＊」を印字する。 

  資料2-2②のNo.10、10-2、11、12、12-2については最初から何も印字しない。 

・ 印字フォントは、(資料2-4)「資格情報のお知らせのフォント設定」のとおり印字する。 

イ 資格情報のお知らせのご案内 

   ・ 提供するワードファイルを印刷する。 

ウ 長３横窓あき封筒 

   ・ 提供する見本をもと、作成する。 

・ 上記ア「資格情報のお知らせ」の右下部にある切取り部分の位置に窓あき部がくるよう作

成する。※（資料2-5）「窓付封筒」を参照。 

エ 資格情報のお知らせ送付対象者一覧 

・ 上記(2)エのcsv、エクセルデータをもとに、（資料2-6）「「資格情報のお知らせ」送付対象

者一覧」のとおり印字する。 

 ※ 出力項目は、（資料2-7）「「資格情報のお知らせ」送付対象者一覧出力項目レイアウト」

を参照。 

・ 所属所コード単位で、対象者を印字する。 

・ 「資格情報のお知らせ送付対象者一覧」の1ページに印字できる人数は、最大２０名まで 

とする。複数枚となる所属所については、「資格情報のお知らせ送付対象者一覧」の右下部に

通番（例：1/2等）を印字し、左上をステープラ止めする 

  オ 所属所宛て通知文 

   ・ 提供するワードファイルを印刷する。 

カ 所属所宛て角２封筒 

   ・ 委託者から提供する見本をもとに作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発送防止

のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

  キ 取りまとめ先宛て通知文 

   ・ 提供するワードファイルを印刷する。 

  ク 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

   ・ 委託者から提供する見本をもとに作成する。 

   ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバー

コード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

3/5(２資格情報のお知らせの送付) 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入するため、

マチ付封筒は使用しない。 

  ケ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記クで発送する場合は不要 

   ・ 上記クが多数になる場合に使用する。 

   ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバー

コード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

 

（４） 封入・納品方法 

・ 封入、納品方法は、図2のとおり 

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx の「取りまとめ先一覧」、又

は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送すること。 

（図2の③まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領確認 

・ 送付完了後の受領確認が行えるよう、受託者は納品物の追跡番号等の一覧を取りまとめ先

番号順に作成し、委託者に提出すること。（様式は任意） 

 

 (６) 作業に当たっての留意事項 

・ 成果物の誤封入、誤った取りまとめや誤送付防止のための措置を講じること。 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように所属所宛ての 

封入内容や取りまとめ先宛ての封入内容が把握できるようリスト化しておくこと。 

 

 (７) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

4/5(２資格情報のお知らせの送付) 

【図２：封入・納品方法】 

① 上から上記（１）ア「資格情報のお知らせ」、イ「資格情報のお知らせのご案内」の順に並べ、資

格情報のお知らせの右下切り取り線部内に印字された情報を、封筒の窓から確認できるように３つ

折りにする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

② ①でセットした単位で、個人ごとに上記（１）ウ「長３横窓あき封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 上から上記（１）オ「所属所宛て通知文」、エ「資格情報のお知らせ送付対象者一覧」、ウ「長３

横窓あき封筒」の順に並べ、カ「所属所宛て角２封筒」に封入、封緘する。 

所属所宛て封筒が複数になる所属所の場合、上記オ、エは通番の先頭の封筒に封入する。 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ア 資格情報のお知らせ 

イ ご案内 

ウ 長３横窓あき封筒 

親展   重要 

必ず開封して内容をお読みください。 

大切なお知らせです。 

公立学校共済組合に関する 
資格情報のお知らせ 

ウ 長３横窓あき封筒 

エ 資格情報のお知らせ 

送付対象者一覧 

オ 所属所宛て通知文 
カ 所属所宛て角２封筒 

（宛名ラベル付） 

ア 資格情報のお知らせ 

イ ご案内 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

5/5(２資格情報のお知らせの送付) 

 

④ ③で封緘した上記（１）カ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎

に仕分ける。※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ ④でセットした単位で、上記（１）キ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、ク「取りまとめ先

宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、ケ「取り

まとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛て通知文」

を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

  ※ 他の委託業務「１資格取得等手続」で、同じ取りまとめ先への送付物が発生した場合には、

そちらの「取りまとめ先宛て封筒」又は「ダンボール箱」に同封する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならないように

する。 

取りまとめ先がない所属所は、③でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

カ 所属所宛て角２封筒 

  （宛名ラベル付） 

キ 取りまとめ先宛て通知文 

ク 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

ケ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

1/7(3 資格確認書作成) 

３ 資格確認書の作成及び送付 

（マイナ保険証を利用できない者に対して、資格確認書を印刷・送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 ※ 仕様等は別紙４のとおり 

ア 所属所宛て通知文 

イ 資格確認書 兼 宛名台紙 

ウ 長３横窓あき封筒 （上記イ、支給材の封入用） 

エ 資格確認書送付対象一覧  

オ 所属所宛て角２封筒（上記ア、ウ、エの封入用） 

カ 取りまとめ先宛て通知文 

キ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒（上記オ、カの封入用） 

ク 取りまとめ先宛てダンボール箱  

 

(２) 委託者から提供するデータ等 
ア 所属所宛て通知文 

 ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。 

イ 資格確認書 兼 宛名台紙 

 ・ 見本を、ワードファイル又は実物により提供する。 ※参考（資料1-11） 

 ・ 台紙に印字するデータのうち、通知文本文やマイナポータルの案内の原稿は、ワードフ

ァイルにより提供する。 

 ・ 台紙に印字するデータのうち、差込み印刷する宛名や資格確認書の印字情報は、下記の

CSVファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

「資格確認書交付情報(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」※項目は、資料1-1参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は、資料1-2参照 

・ 資格確認書に印刷するための公印については、印影を貸与する。履行後は、貸与し 

た印影とともに、印刷のために作成した原版及び原版作成用フィルム等、印影を写し 

たものをすべて委託者に返却する。 

ウ 長３横窓あき封筒 

 ・ 見本を、エクセルファイル又は実物により提供する。※参考（資料1-10） 

エ 資格確認書送付対象一覧 

 ・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

 ・ 印字するデータは、下記のCSVファイル及びエクセルファイルにより提供する。 

「資格確認書交付情報(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」※項目は、資料1-1参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は、資料1-2参照 

オ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。 

 ・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

カ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 原稿を、ワードファイルにより提供する。 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

2/7(3 資格確認書作成) 

キ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

ク 取りまとめ先宛てダンボール箱 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

   「所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx」※（資料共通１）参照 

ケ 支給材について 

 ・ 臓器提供意思表示シールを提供する。 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 所属所宛て通知文 

・ 委託者から提供する原稿を印刷する。 

イ 資格確認書 兼 宛名台紙 

・ 委託者から提供する原稿をもとに、通知文本文やマイナポータルの案内を印字する。 

・ 委託者から提供するデータをもとに、窓あき封筒から見える位置に（資料1-11）の 

とおり宛名の差込み印刷を行う。 

・ 差込み印刷の内容は、所属所コード、所属所名、組合員番号、枝番、組合員（本人） 

又は被扶養者（家族）の氏名及び誤発送防止のバーコード等を印字する。 

 

資格確認書について 

① 表面レイアウト  

   ・ （資料1-4）「資格確認書表面見出し項目等レイアウト」の各印字内容を、 

    （資料1-5）「資格確認書表面レイアウト見本」のとおりに印字する。  

   ・ 保険者番号項目は、８桁の数字が入るよう枠を設け、右から数えて２から４番目 

    の枠を纏めて太字の枠線で囲む。  

  

② 裏面レイアウト  

   ・ （資料1-6）資格確認書裏面レイアウト見本」のとおり印刷する。  

 

③ 作成方法  

   ・ 組合員（本人）は、提供データの枝番が00の者を抽出して作成する。 

   ・ 被扶養者（家族）は、提供データの枝番が00以外の者を抽出して作成する。  

   ・ （資料1-5）の各番号位置に「資格確認書交付情報ファイル(SikakuKakuninyyMMdd 

    -HHmmss.csv)」の各項目を印字する。  

   ・ 項目No15の出力情報がブランクの場合には、（資料1-5）のシの項目及びNo.15 

    の出力位置全てに「＊」を印字する。 

   ・ 項目№16及び№17の出力情報がブランクの場合には、（資料1-5）のス、セ、ソ 

    の項目及び№16、№17の出力位置全てに「＊」を印字する。  

   ・ 項目№20の出力位置右端に委託者が提供する「公立学校共済組合東京支部長公 

    印の印影」を用いて印刷する。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

3/7(3 資格確認書作成) 

ウ 長３横窓あき封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。※参考（資料1-10） 

エ 資格確認書送付対象者一覧 

・ 上記(2)エのcsv、エクセルデータをもとに、(資料3-1)「資格確認書」送付対象者一覧

のとおり印字する。 

  ※ 出力項目は、（資料3-2）「資格確認書送付対象者一覧出力項目レイアウト」を参照。 

・ 所属所コード単位で、対象者を印字する。 

・ 「資格確認書送付対象者一覧」の1ページに印字できる人数は、最大２０名までとする。

複数枚となる所属所については、「資格確認書送付対象者一覧」の右下部に通番（例：1/2

等）を印字し、左上をステープラ止めする 

オ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発送防

止のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

カ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 委託者から提供する原稿を印刷する。 

キ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、「資格取得届等在

中」、誤発送防止のバーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入するた

め、マチ付封筒は使用しない。 

   ク 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記キで発送する場合は不要 

    ・ 上記キが多数になると判断される場合に使用する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバ

ーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

 

(４) 封入・納品方法 

・ 封入、納品方法は図３のとおり。 

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx の「取りまとめ先一覧」、又

は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送すること。 

（図３の⑤まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。（様式は任意） 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ先 

送付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

4/7(3 資格確認書作成) 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

5/7(3 資格確認書作成) 

③ 

③ 

【図３：封入・納品方法】 

① 上記（１）イ「資格確認書 兼 宛名台紙」の左上に印字された「所属所コード、所属所名、組合

員番号、枝番、組合員（本人）又は被扶養者（家族）の氏名及び誤発送防止のバーコード」を封筒

の窓から確認できるように３つ折りにする。 

            

                          

 

                   

            

 

 

 

 

 

 

 

② ①でセットしたイ「資格確認書 兼 宛名台紙」と「支給材（臓器提供意思表示シール）」を下記の

順に並べる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②でセットした単位で、個人ごとに上記（１）ウ「長３横窓あき封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左上に所属所コード、所属所

名、組合員番号、枝番、組合員

（本人）又は被扶養者（家族）

の氏名及び誤発送防止のバー

コードを差し込み印刷 

イ 資格確認書 兼 宛名台紙 

支給材（臓器提供意思表示シール） 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

6/7(3 資格確認書作成) 

④ 上記（１）ア「所属所宛て通知文」、ウ「長３横窓あき封筒」、エ「資格確認書送付対象一覧」を

所属所ごとに下記の順にセットする。 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ ⑤で封緘したオ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎に仕分ける。

※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

ア 所属所宛て通知文（1部） 

ウ 長３横窓あき封筒 

エ 資格確認書送付対象一覧 

⑤ ④でセットした単位で、所属所ごとに 

上記（１）オ「所属所宛て角２封筒」に封入し、封緘する。 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

7/7(3 資格確認書作成) 

⑦ ⑥でセットした単位で、上記（１）カ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、キ「取りまとめ先

宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、上記（１）

ク「取りまとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛

て通知文」を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

  ※ 他の委託業務「１資格取得等手続」、「２資格情報のお知らせ作成及び送付」で、同じ取りま

とめ先への送付物が発生した場合には、そちらの「取りまとめ先宛て封筒」又は「ダンボール

箱」に同封する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならないように

する。 

取りまとめ先がない所属所は、⑤でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

  

  

 

取りまとめ先 

宛て通知文 

宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

キ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 
ク 取りまとめ先宛てダンボール箱 

⑩ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

1/5(４被扶養者要件確認手続) 

４ 被扶養者要件確認手続 

（被扶養者認定している者に対し、引き続き被扶養者としての要件を満たしているか

どうかの調査通知を送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

ア 所属所宛て通知文（全所属所宛て） 

イ 要件確認通知書一覧表 

ウ 被扶養者要件確認通知書 

エ 所属所宛て角２封筒（上記ア、イ、ウの封入用、宛名ラベル付） 

オ 取りまとめ先宛て通知文 

カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒（上記エ、オの封入用、宛名ラベル付） 

   キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 所属所宛て通知文 

・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

イ 要件確認通知書一覧表 

・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

・ 印字するデータは、下記のcsv及びエクセルファイルにより提供する。 

   「対象者yyyymmdd.csv」 ※項目は（資料4-1）参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」※項目は（資料1-2）参照 

   ウ 被扶養者要件確認通知書 

    ・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。※ 見本は（資料4-6）参照 

    ・ 印字するデータは、上記(2)イと同じcsv及びエクセルファイルにより提供する。 

エ 所属所宛て角２封筒 

・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得等手続(1)ケ」と同様。 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

  「所属所情報(R××.××.××更新).xls ※見本は（資料共通１）参照  

オ 取りまとめ先宛て通知文 

    ・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

   カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

    ・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得等手続(1)サ」と同様。 

    ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)エと同じエクセルファイルを提供する。 

   キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

    ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)エと同じエクセルファイルを提供する。 
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2/5(４被扶養者要件確認手続) 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 所属所宛て通知文 

 ・ 提供したデータを印刷する。 

イ 被扶養者要件確認通知書一覧表 

・ 上記(2)イのcsv、エクセルデータをもとに、（資料4-2）「令和８年度要件確認通知書 

一覧表」に書かれている番号位置に印字する。 

※ 出力項目は（資料4-3）「要件確認通知書一覧表出力項目レイアウト」参照 

・ 出力項目レイアウト以外の箇所については、固定。 

・ 所属所コード単位で、対象者を印字する。 

・ 複数枚となる所属所については、通番（例：1/2等）を右下に印字する。 

ウ 被扶養者要件確認通知書 

・ 上記(2)ウのcsv、エクセルデータをもとに、（資料4-4）「被扶養者要件確認通知書」に

書かれている番号位置に印字する。 

※ 出力項目は（資料4-5）「被扶養者要件確認通知書出力項目レイアウト」参照 

※ 番号位置６～12は、続柄コードにより印字位置が異なる。 

      ・ 続柄コード01、02の者は、①に印字する。 

      ・ 続柄コードが上記以外の者は、②以降に印字する。 

    ・ 提供するデータをもとに（資料4-4）のとおり、QRコードを印字する。 

・ ファイルレイアウト以外の箇所については、固定。 

・ 複数枚となる所属所については、通番（例：1/2等）を印字する。 

・ 被扶養者要件確認通知書の総数の通番を右下に印字する。 

   エ 所属所宛て角２封筒 

    ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発送防

止のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

   オ 取りまとめ先宛て通知文 

    ・ 提供したデータを印刷する。 

   カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、「資格取得届等在

中」、誤発送防止のバーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入する 

ため、マチ付封筒は使用しない。 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記カで発送する場合は不要 

 ・ 上記カが多数になると判断される場合に使用する。 

    ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバ

ーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 
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3/5(４被扶養者要件確認手続) 

(４) 封入・納品方法（図４を参照） 

・ 封入、納品方法は図4のとおり。  

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx の「取りまとめ先一覧」、又

は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送すること。 

  （図４の②まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。（様式は任意） 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ先 

送付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 

(７) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 
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4/5(４被扶養者要件確認手続) 

【図４：封入・納品方法】 

① 上記（１）ア「所属所宛て通知文」、イ「要件確認通知書一覧表」、ウ「被扶養者要件確認通知

書」を下記の順に、所属所単位ごとに並べる。 

 

ウ 被扶養者要件確認通知書 

               イ 要件確認通知書一覧表 

    ア 所属所宛て通知文 

        

 

 

 

 

 

 

② ①でセットした単位で上記（１）エ「所属所宛角２封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②で封緘したエ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎に仕分ける。

※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 
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5/5(４被扶養者要件確認手続) 

④ ③でセットした単位で、上記（１）オ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、カ「取りまとめ先

宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、キ「取り

まとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛て通知文」

を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならないよ

うにする。 

取りまとめ先がない所属所は、②でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 

 

                          ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オ 取りまとめ

先宛て通知文 

カ 角２マチ付封筒 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 
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1/4(５現況表送付手続) 

５ 現況表送付手続 

（組合員の資格の得喪及び被扶養者に関する事項等を記載した現況表を全組合員分

送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等  

ア 所属所宛て通知文（全所属所宛て） 

イ 組合員・被扶養者現況表 

ウ 所属所宛て角２封筒（上記ア、イの封入用、宛名ラベル付） 

エ 取りまとめ先宛て通知文 

オ 角２マチ付封筒（上記ウ、エの封入用、宛名ラベル付） 

カ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 所属所宛て通知文 

・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

イ 組合員・被扶養者現況表 

・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

・ 印字するデータは、下記のcsv及びエクセルファイルにより提供する。 

   「baseyyyymmdd現況表.csv」 ※ 提供項目は（資料5-1）参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」 

※ 提供項目は（資料1-2）参照 

ウ 所属所宛て角２封筒 

・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得等手続(1)ケ」と同様。 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

  「所属所情報(R××.××.××更新).xls」 ※（資料共通１）参照 

エ 取りまとめ先宛て通知文 

    ・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

   オ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

    ・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得等手続(1)サ」と同様。 

    ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)ウと同じエクセルファイルを提供する。 

   カ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

    ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)ウと同じエクセルファイルを提供する。 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 所属所宛て通知文 

 ・ 提供したデータを印刷する。 

イ 組合員・被扶養者現況表 

・ 上記(2)イのcsv、エクセルデータをもとに、（資料5-2）「組合員・被扶養者現況表」 

に書かれている番号位置に印字する。 

・ 出力項目以外の箇所については、固定。 

・ 複数枚となる所属所については、通番（例：1/2等）を印字する。 
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2/4(５現況表送付手続) 

・ 組合員・被扶養者現況表の総数の通番を印字する。 

   ウ 所属所宛て角２封筒 

    ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発

送防止のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

   エ 取りまとめ先宛て通知文 

    ・ 提供したデータを印刷する。 

   オ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止

のバーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入す

るため、マチ付封筒は使用しない。 

カ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記オで発送する場合は不要 

 ・ 上記カが多数になると判断される場合に使用する。 

    ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止

のバーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

 

(４) 封入・納品方法（図５を参照） 

・ 封入、納品方法は図5のとおり。  

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsxの「取りまとめ先一覧」、

又は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送す

る。 

  （図５の②まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。（様式は任意） 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ 

先送付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 

(７) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 
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3/4(５現況表送付手続) 

【図５：封入・納品方法】 

① 上記（１）ア「所属所宛て通知文」、イ「組合員・被扶養者現況表」を下記の順に、所属所

単位ごとに並べる。 

 

                     イ組合員・被扶養者現況表 

       ア所属所宛て通知文 

 

 

 

 

② ①でセットした単位で上記（１）ウ「所属所宛角２封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②で封緘したウ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎に仕分

ける。※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

4/4(５現況表送付手続) 

④ ③でセットした単位で、上記（１）エ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、オ「取りまと

め先宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、カ「取

りまとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛て

通知文」を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならな

いようにする。 

取りまとめ先がない所属所は、②でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 

 

                         ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取りまとめ先

宛て通知文 

オ 角２マチ付封筒 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

カ 取りまとめ先宛てダンボール
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1/3(６任意継続組合員収納証明書） 

６ 任意継続組合員収納証明書 

  （対象者に、公立学校共済組合が収納した任意継続掛金額の証明書などを送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

   ア 収納証明書（Ａ４、片面黒・朱二色刷、印影刷込）図６① 

   イ 組合員宛て通知文（Ａ４、片面黒一色刷）図６② 

   ウ 長３封筒（長３横、セル窓空き、アドヘア加工、印刷あり）図６③ 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

   ア 収納証明書 

    ・ 証明書の見本は、紙ベースで提供する。 

    ・ 公印の印影は貸与する。 

    ・ 収納証明書に印字するデータはエクセルファイルで提供する。 

   イ 組合員宛て通知文 

    ・ 組合員宛て通知文の見本は、紙ベースで提供する。 

    ・ 必要な場合は、通知文の内容をワードデータで提供する。 

   ウ 長３封筒 

    ・ 長３封筒の見本として、実物を提供する。 

   エ 印影 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

   ア 収納証明書 

委託者から提供する証明書の見本に合わせて作成すること。 

なお、（資料6-1）のとおりに、印字、位置調整をすること。 

   イ 組合員宛て通知文 

     委託者から提供する原稿をもとに、作成する。 

   ウ 長３封筒（窓空き横長） 

     表面は、「長３封筒（窓空き横長）」（資料7－16）のとおりに、裏面は「長３封筒（窓空き

横長）」（資料7－17）のとおりに作成、印字すること。 

エ 印影の取扱い 

    (ｱ) 印影の刷り込みは、原寸大とし、拡大し又は縮小して印刷しないこと。 

   (ｲ) 汚損、破損又は刷損じ等により、公印刷込みを行った用紙を処分するときは、償却、裁

断等印影が残らない方法で行うこと。 

   (ｳ) 印刷物納入と同時に貸与された印影を返却するとともに、印刷のために作成した原版作

成用フイルムなど印影を写したものをすべて引き渡すこと。 

 

(４) 納品方法（図６を参照） 

   ア 収納証明書 

折らずに用紙方向を揃えてダンボール箱に入れて納品する。 

   イ 組合員宛て通知文 

     組合員宛て通知文は、１枚ずつ「任意継続組合員の皆様」と書かれた面が手前左上に見え
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るように三つ折にし、ダンボール箱に入れて納品する。 

   ウ 長３封筒 

     ダンボール箱に入れて納品する。 

 

(５) スケジュール 

別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

スケジュールは福利厚生課経理担当と打合せのうえ、決定する。 

受託者は、令和８年１１月下旬までに経理担当（０３－５３２０－６８２２）へ電話連絡を

し、スケジュール及びレイアウト等について打合せをすること。 

    打合せ後、経理担当が指定様式、印影を引き渡し、校正を１度行う。 

 

 (６) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 
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【図６：納品方法】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②組合員宛通知文 

(３つ折にする。) 

任意継続組合員の皆様 

ダンボールに入れ、納品する。 

 ③長３封筒 

ダンボールに入れ、納品する。 

① 収納証明書 

（折らない。） 

 
公
印 

ダンボールに入れ、納品する。 
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７ 任意継続２年目・３年目更新手続 

  （任意継続組合員２年目又は３年目を迎える組合員に対し、次年度分の掛金額決定通知

書等を送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

   ア 任意継続組合員掛金額決定通知書（Ａ４、片面黒一色刷）図７① 

   イ 払込取扱票（３５０×１１４．３ｍｍ、両面青・赤二色刷、印字データ黒刷）図７② 

   ウ 組合員宛て通知文（Ａ４、両面黒一色刷）図７③ 

   エ 長３封筒（長３横、セル窓空き、アドヘア加工、印刷あり）図７④ 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

   ア 任意継続組合員掛金額決定通知書 

    ・ 掛金額決定通知書の見本は、紙ベース及びデータで提供する。 

    ・ 掛金額決定通知書に印字するデータは、エクセルファイルで提供する。 

      ※「出力ファイルレイアウト任継掛金決定通知書データ」（資料7-15-1） 

   イ 払込取扱票 

    ・ 払込取扱票の見本は、紙ベースで提供する。 

    ・ 払込取扱票に印字するデータは、エクセルファイルで提供する。 

      ※「出力ファイルレイアウト払込取扱票印刷用データ」（資料7-15-2） 

   ウ 組合員宛て通知文 

    ・ 組合員宛て通知文の見本は、紙ベースで提供する。 

   エ 長３封筒 

    ・ 長３封筒の見本として、実物を提供する。 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

   ア 任意継続組合員掛金額決定通知書 

・ 委託者から提供する任意継続組合員掛金額決定通知書の見本に合わせて作成すること。 

・ 掛金の払込方式及び方法は「各月払い（現金振込）」、「各月払い（口座振替）」、「半年払

い」及び「年一括払い」の４種類がある。左上部の払込方式及び方法欄については、内

容によって異なるよう印字すること。 

・ 文字のポイント数は、「任意継続組合員掛金額決定通知書」の文字を除き、全て１０.５

ポイントとする。 

・ 「任意継続組合員掛金額決定通知書」の文字のポイント数は、２２ポイントとする。 

・ ローマ数字は、「電話番号 03-5320-6822」を除き、全て全角とする。 

・ 「電話番号 03-5320-6822」のローマ数字は半角とする。 

    (ｱ) 各月払い（現金振込）の場合 

「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-1）に印字されている内容を基本とし、委

託者から提供するデータを使用し、「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-2）の網

掛部分に記載してある番号に対応させて印字する。 

    (ｲ) 各月払い（口座振替）の場合 

「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-3）に印字されている内容を基本とし、委
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託者から提供するデータを使用し、「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-4）の網

掛部分に記載してある番号に対応させて印字する。 

    (ｳ) 半年払いの場合 

「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-5）に印字されている内容を基本とし、委

託者から提供するデータを使用し、「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-6）の網

掛部分に記載してある番号に対応させて印字する。 

    (ｴ) 年一括払いの場合 

「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-7）に印字されている内容を基本とし、委

託者から提供するデータを使用し、「任意継続組合員掛金額決定通知書」（資料7-8）の網

掛部分に記載してある番号に対応させて印字する。 

   イ 払込取扱票（払込通知書） 

・ 委託者から提供する払込取扱票の見本に合わせて作成すること。 

・ 払込取扱票の表面は（資料7-9）、裏面は（資料7-10）である。 

・ 払込取扱票は「各月払い（現金振込）」、「半年払い」及び「年一括払い」の３種類があり、

支払方法によって異なる内容を印字すること。 

・ ローマ数字は「郵便番号」「住所」を除き、全て半角とすること。 

・ 「郵便番号」「住所」のローマ数字は全て、全角とすること。 

・ ポイント数については、「払込取扱票出力項目レイアウト」（資料7-15-2）で指定する。 

・ 口座番号等に印字する数字はフォント体「JISOCR-B」のサイズ「１」を使用すること。 

なお、フォント体の購入等の費用が必要な場合は、受託者が負担すること。 

ただし、枠内に入らない場合は適宜調整すること。 

    (ｱ) 各月払いの場合 

      「払込取扱票」（資料 7-11）に印字されている内容を基本とし、委託者から提供するデ

ータを使用し、「払込取扱票」（資料7-12）の網掛部分に記載してある番号に対応させて

印字する。 

    (ｲ) 半年払いの場合 

「払込取扱票」（資料7-11）に印字されている内容を基本とし、委託者から提供するデー

タを使用し、「払込取扱票」（資料7-13）の網掛部分に記載してある番号に対応させて印

字する。 

    (ｳ) 年一括払いの場合 

「払込取扱票」（資料7-11）に印字されている内容を基本とし、委託者から提供するデー

タを使用し、「払込取扱票」（資料7-14）の網掛部分に記載してある番号に対応させて印

字する。 

   ウ 組合員宛て通知文 

     委託者から提供する原稿をもとに作成し、左上１か所をホチキス止めする。 

   エ 長３封筒（窓空き横長） 

     表面は、「長３封筒（窓空き横長）」（資料7-16）のとおりに、裏面は「長３封筒（窓空き横

長）」（資料7-17）のとおりに作成、印字すること。 
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(４) 封入・納品方法（図７を参照） 

   ア 折りたたみ方法 

    (ｱ) 任意継続組合員掛金額決定通知書 

任意継続組合員掛金額決定通知書は１枚ずつ折りたたみ、組合員住所が手前左上に見え

るよう三つ折にする。 

    (ｲ) 払込取扱票（払込通知書） 

      払込取扱票は組合員１人分ごとに中央のミシン目で二つ折にし、「振込通知書」と赤字で

書かれた面を手前とする。なお、払込方法に応じて、０枚～１２枚のパターンがある。 

    (ｳ) 組合員宛て通知文 

      １部ずつ折りたたみ、「任意継続組合員の皆様」と書かれた面が手前左上に見えるように

三つ折にする。 

   イ 封筒への封入方法 

     図７④（長３封筒）の中に、①（任意継続組合員掛金額決定通知書）、②（払込取扱票）、

③（組合員宛通知文）の順番で封入し、封緘する。 

ウ 納品方法 

     組合員番号順にダンボール箱に入れ、委託者へ納品する。 

 

(５) スケジュール 

別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

    スケジュールは経理担当と打合せのうえ、決定する。 

    受託者は令和９年２月上旬までに経理担当（０３－５３２０－６８２２）へ電話連絡をし、

スケジュール及びレイアウト等について打合せをすること。 

    打合せ後、経理担当が指定様式及びデータを引き渡し、校正を１度行う。 

 

 (６) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 
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【図７：封入・納品方法】 

 

 

①任意継続組合員掛金額 

決定通知書 

(窓から名前が見えるよう 

三つ折にする。) 

郵便番号 

住所など 

③組合員宛通知文 

(三つ折にする。) 

任意継続組合員の皆様へ 

②払込取扱票 

(中央のミシン目 

で二つ折にする。) 

払込取扱票（振込通知書） 払込票 

④窓付き封筒に封入

し、封緘する。 

ダンボールへ組合員番号順に

入れ、納品する。 
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８ 退職者資格喪失手続 

  （令和９年３月３１日付退職者及び再任用職員、臨時的任用教職員、会計年度任用職員

等で３月中に任用終了する者に対し資格喪失の手続方法について通知する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

ア 所属所宛て通知文 

イ 令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書  

ウ 資格喪失届書返信用封筒 

エ 所属所宛て角２封筒（上記ア、イ、ウの封入用） 

オ 取りまとめ先宛て通知文 

カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒（上記エ、オの封入用） 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

 

【特記事項】 

・ 発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)に存在する全ての所属所を 

対象とする。 

・ 上記イの対象者印字にあたって「Ｑ_退職者リスト（共済csv出力用）.csv」をデータ提

供するが、退職者データ有無により印刷が異なる。（下記の表を参照） 

帳票物及び支給材 
退職者データ 
ありの所属所 

退職者データ 
なしの所属所 

印刷 封入 印刷 封入 

ア 所属所宛て通知文 〇 〇 〇 〇 
イ 令和８年度末公立学校共済組合退職

者資格喪失届書 
〇 〇 ▲ 〇 

ウ 資格喪失届書返信用封筒 〇 〇 〇 〇 

エ 所属所宛て角２封筒 〇 〇 〇 〇 

オ 取りまとめ先宛て通知文 〇 〇 〇 〇 

カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 〇 〇 〇 〇 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ ※ ※ ※ 

○ … 印刷又は封入する。 

▲ … 届作成するが、退職者印字はしない。 

※ … 上記カが多数となる場合、カの代用として使用する。 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 所属所宛て通知文 

・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

イ 令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書 

・ 見本を、エクセルファイルにより提供する。 

・ 印字するためのデータは、下記のcsv及びエクセルファイルにより提供する。 

  「Ｑ_退職者リスト（共済ＣＳＶ出力用）．csv」 

※ 提供項目は、（資料8-1）「資格喪失届ファイルレイアウト」参照 

「発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」 

※ 提供項目は、（資料1-2）参照 
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   ウ 資格喪失届書返信用封筒 

    ・ 見本を、エクセルファイル又は実物により提供する。※（資料8-4）参照 

エ 所属所宛て角２封筒 

・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得手続(1)ケ」と同様。 

・ 宛名ラベルを作成するためのデータは、下記のエクセルファイルにより提供する。 

  「所属所情報(R××.××.××更新).xls 」※（資料共通１）参照 

オ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 見本は、別紙２：業務別仕様内訳の「１資格取得手続(1)サ」と同様。 

 ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)エと同じエクセルファイルを提供する。 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 ※ 上記カで発送する場合は不要 

 ・ 上記カが多数になると判断される場合に使用する。 

 ・ 宛名ラベル作成用のデータは、上記(2)エと同じエクセルファイルを提供する。 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 所属所宛て通知文 

 ・ 提供したデータを印刷する。 

イ 令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書 

・ 上記(2)イのcsv、エクセルデータをもとに、（資料8-2）「資格喪失届書」に書かれてい

る番号位置に印字する。 

※ 出力項目は、（資料8-3）「資格喪失届出力項目レイアウト」参照 

・ 出力項目以外の箇所については、固定 

・ 所属所コード単位で、対象者を印字する。 

・ 退職者情報が無しの所属所については、対象者の印字無しの届書を作成する。 

 ・ １ページに印字できる人数は最大10名までとする。 

・ 複数枚となる所属所については、通番（例：1/2等）を右下に印字する。 

・ 総数の通番を右下に印字する。 

ウ 資格喪失届書返信用封筒 

 ・ 提供した見本をもとに、作成する。※ 見本は（資料8-4）参照 

エ 所属所宛て角２封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名、誤発送防

止のバーコード等を印字し、所属所先分を作成する。 

・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

オ 取りまとめ先宛て通知文 

 ・ 提供したデータを印刷する。 

カ 取りまとめ先宛て角２マチ付封筒 

 ・ 委託者から提供する見本をもとに、作成する。 

・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバ

ーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 
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・ 封筒が2枚以上になる時は、宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

・ マチ付封筒が多数になると判断されるときは、ダンボール箱に送付物を直接封入するた

め、マチ付封筒は使用しない。 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 

    ・ 宛名ラベルは、委託者から提供するデータを基に、取りまとめ先宛名、誤発送防止のバ

ーコード等を印字し、取りまとめ先分を作成する。 

   ・ 上記カで発送する場合、ダンボール箱は使用しない。 

 

(４) 封入・納品方法（図８を参照） 

・ 封入、納品方法は図8のとおり。 

・ 取りまとめ先がない所属所（所属所情報（R〇.mm.dd）.xlsx の「取りまとめ先一覧」、又

は「発送用所属所一覧」の配送区分に「直送」と表示）については、所属所へ直送すること。 

（図８の②まで作業したのち送付） 

 

(５) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。（様式は任意） 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ先 

送付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 

(７) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 
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【図８：封入・納品方法】 

① 上記（１）ア「所属所宛て通知文」、イ「令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書」、 

ウ「資格喪失届書返信用封筒」を下記の順に、所属所単位ごとに並べる。 

 なお、ウは二つ折りとする。 

 

 

ウ 資格喪失届書返信用封筒 

    イ 令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書 

                      

ア 所属所宛て通知文 

                          

                               

② ①でセットした単位で上記（１）エ「所属所宛角２封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②で封緘したエ「所属所宛て角２封筒」は、所属所コード順に並べ、取りまとめ先毎に仕分ける。

※ 取りまとめ先が無い所属所（所属所直送）は、本工程不要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 
宛名ラベル 
(所属所名) 

二つ折 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑩ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

 
宛名ラベル 

(所属所名) 

【取りまとめ先】 

〇〇区教育委員会 

▲▲市教育委員会 

教育庁 福利厚生部給付貸付課 

△△学校経営支援センター・・・等 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

5/5(8 資格喪失手続) 

④ ③でセットした単位で、上記（１）オ「取りまとめ先宛て通知文」を入れて、カ「取りまとめ先

宛て角２マチ付封筒」に封緘（※）し、取りまとめ先に送付する。 

  ※ 取りまとめ先宛て封筒が多数になると判断されるときは、マチ付封筒に封入せず、キ「取り

まとめ先宛てダンボール箱」に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ先宛て通知文」

を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならないよ

うにする。 

取りまとめ先がない所属所は、②でセットしたものをそのまま所属所へ直送する。 

 

 

 

 

 

 

                         ＋ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

取りまとめ先

宛て通知文 

カ 角２マチ付封筒 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 
宛名ラベル 
(所属所名) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

 

宛名ラベル 
(取りまとめ先) 

キ 取りまとめ先宛てダンボール箱 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

1/4(９任意継続事前受付) 

９ 任意継続組合員事前受付手続後の任意継続組合員掛金額決定通知書等の送付 

（任意継続組合員の事前受付をした者 令和９年３月３１日付け退職予定者）に対し、

任意継続組合員掛金額決定通知書等を送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

ア 組合員宛て通知文（Ａ４縦４枚つづり両面、経理担当通知）図９① 

イ 任意継続組合員掛金額決定通知書（Ａ４縦３つ折、一人に付き１枚）図９② 

ウ 払込取扱票（一人に付き１枚から 12枚、中央のミシン目で２つ折）図９③ 

エ 長３封筒（窓空き横長）（上記ア～クの封入用）図９④ 

オ 角２封筒（送付物の封入用、所属所宛名ラベル付）図９⑤ 

カ 所属所宛て通知文図９⑥ 

キ 取りまとめ先宛て通知文図９⑦ 

ク 角２マチ付封筒（取りまとめ先宛名ラベル付）図９⑧ 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 所属所名称及び住所は「発送用所属所一覧データ」（資料 1-1-2）、所属所番号は「出力フ

ァイルレイアウト払込取扱票印字用データ」（資料 7-15-2）の No.45を参照。 

イ 組合員宛て通知文の原稿は、委託者からワードファイルにより提供する。 

ウ 上記(1)イについては、「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続(1)ア（資料 7-15-1）」

と同様。 

エ 上記(1)ウについては、「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続(1)イ（資料 7-15-2）」

と同様。 

オ 上記(1)エについては、「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続(1)オ」と同様。 

カ 上記(1)オの見本については「１資格取得手続(1)サ」と同様。 

キ 所属所宛名及び取りまとめ先宛名ラベルを作成するためのデータについては、エクセルデ

ータ又は csvデータにより提供する。 

  ※「所属所情報」（資料共通１） 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 組合員宛て通知文 

  委託者から提供する原稿をもとに作成し、左上１か所をホチキス止めする。 

   イ 任意継続組合員掛金額決定通知書 

     印刷等作成方法は「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続（資料 7-1～8）」と同様。 

   ウ 任意継続掛金払込取扱票 

印刷等作成方法は「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続（資料 7-9～14）」と同様。 

エ 宛名ラベル 

委託者から提供するデータを基に、所属所コード、所属所名及び誤発送防止のバーコード

を印字した配布先分及び取りまとめ先分を作成する。 

 

 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

2/4(９任意継続事前受付) 

(４) 封入・納品方法（図９を参照） 

  ア 折りたたみ方法 

(ｱ) 組合員宛て通知文 

１部ずつ折りたたみ、「任意継続組合員となる方へ」と書かれた面が手前左上に見えるよ

うに三つ折にする。 

(ｲ) 任意継続組合員掛金額決定通知書 

任意継続組合員掛金額決定通知書は 1 枚ずつ折りたたみ、組合員住所が手前左上に見え

るよう三つ折にする。 

(ｳ) 払込取扱票（払込通知書） 

払込取扱票は組合員１人分ごとに中央のミシン目で二つ折にし、「払込通知書」と赤字で

書かれた面を手前とする。なお、払込方法に応じて、１枚～１２枚のパターンがある。 

イ 封筒への封入方法 

(ｱ)通知文を１部ずつ封入する。 

(ｲ)任意継続組合員掛金額決定通知書は１枚ずつ、任意継続掛金払込取扱票は組合員１人分

（払込方法に応じて、１～12枚になる）を封入する。 

(ｳ)図９②、①、③の順番で図９④長３封筒（窓空き横長）に封入し、封緘する。 

      印字された個人名が、窓空き封筒の窓から確認できるようにすること。  

    (ｴ)宛名ラベル付き角２封筒に、図９⑥、④の順で封入する（所属所ごと）。一所属所で角２

封筒が２枚以上になった場合は宛名ラベルに通番（例：1/2等）を記入する。 

(ｵ)上記(ｴ)で封入した角２封筒を、取りまとめ先別の角２マチ付封筒に所属所番号順に封入

し、「取りまとめ先宛て通知文」を先頭に入れ封緘する。 

一つの取りまとめ先で角２マチ付封筒が２枚以上になったときは、マチ付封筒の宛名ラ

ベルに通番（例：1/2等）を記入する。マチ付封筒が多数になると判断されるときは、マ

チ付封筒に封入せず、ダンボール箱に封入する。その際、ダンボール箱に「取りまとめ

先宛て通知文」を入れ、取りまとめ先宛名ラベルを貼り、封緘する。 

ダンボール箱に余裕ができる場合は緩衝材等を入れ、搬送中に中身がばらばらにならな

いようにする。 

ウ 納品方法 

(ｱ)上記イ(ｵ)の封入物は取りまとめ先へ直送すること。 

(ｲ)取りまとめ先がない所属所（島しょ地区、関東中央病院等）、取りまとめるべき複数の所

属所がない場合（「所属所情報」（資料共通１）では配送区分に「直送」と表示、「所属所

コード一覧で配送区分に「直送」と表示）については所属所へ直送すること。（（１）キ及

びクの作成は不要） 

 

(５) 送付後の受領書 

送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。様式は任意 

※配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように取りまとめ先送

付時、直送の場合は直送時に受領日時、受領者が分かるようにしておくこと。 

 

 (６) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

3/4(９任意継続事前受付) 

(７) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

4/4(９任意継続事前受付) 

④ 

個人名 
④ 

個人名 

【図９：封入・納品方法】    

            

                          

                   

            

 

  

 

 

 

④個人ごとに長３封筒（窓空き横長）に封入し、封緘する。 

 

 

           ＋ 

 

 

所属所ごとに角2封筒に封入 

 

 

 

 

              ＋ 

 

 

⑧封緘済の所属所宛名ラベル付き角２封筒は、所属所順にし、取りまとめ先宛て通知文を入れて、取

りまとめ先宛名ラベル付きの角２マチ付封筒又は段ボール箱に封緘し送付する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 取りまとめ先がない所属所は直接配送する。 

⑨角２マチ付封筒 

※封緘する。（取りまとめごと） 

⑦ 

取りまとめ先

宛て通知文 

⑤ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑤ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑤ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑤ 
宛名ラベル 

(所属所名) 

⑧ 

⑧ 
宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

宛名ラベル 

(取りまとめ先) 

⑥所属所宛て

通知文 

角２マチ付封筒が多数になると判断される

場合に使用※封緘する。（取りまとめごと） 

 

※封緘する。（取りまとめごと） 

①組合員宛て通知文 

②掛金額決定通知 

③払込取扱票 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

1/3(１０任意継続組合員資格喪失証明書) 

１０ 任意継続組合員資格喪失証明書手続（満了者） 

 （任意継続組合員２年満了者に対し、資格喪失証明書を送付する作業） 

 

(１) 作成する帳票等 

ア 資格喪失証明書 

イ 本人宛て通知文 

ウ 任意継続組合員資格喪失申出書 

エ 任意継続組合員被扶養者申告書 

オ 返信用封筒 

カ 長３横窓あき封筒（上記全ての封入用） 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 資格喪失証明書 

 ・ 見本を、委託者からエクセルファイルにより提供する。 

 ・ 印字するためのデータは、下記の csvファイルにより提供する。 

   「geemmdd満了者データ（×××人（含被扶養者××人））.csv」 

   ※ 提供項目は（資料 10-1）「資格喪失証明書ファイルレイアウト」参照 

 ・ 公印については印影を貸与する。履行後は、貸与した印影とともに、印刷のために作成

した原版及び原版作成用フィルム等、印影を写したものをすべて委託者に返却する。 

イ 本人宛て通知文 

 ・ 原稿を、委託者からワードファイルにより提供する。 

ウ 任意継続組合員資格喪失申出書 

 ・ 見本を、委託者からエクセルファイルにより提供する。 

エ 任意継続組合員被扶養者申告書  

 ・ 見本を、委託者からエクセルファイルにより提供する。 

オ 返信用封筒 

 ・ 見本を、実物により提供する。※見本は（資料 10-3）参照 

カ 長３横窓あき封筒 

 ・ 見本は、「７任意継続組合員２年目・３年目更新手続(1)オ」と同様。 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

ア 資格喪失証明書 

・ 上記(2)アの csvデータをもとに、（資料 10-2）「資格喪失通知書」に書かれている番号

位置に印字する。 

・ 公印は朱色で、印字する。 

・ 資格喪失証明書の左上に印字する該当者の住所、氏名は、封筒窓から見えるようにする。 

・ 出力項目以外の箇所については、固定。 

・ 運用で必要な連番、連続性を確認するための番号は、封筒窓から見える位置に印字する

こととする。 

イ 本人宛て通知文 

 ・ 提供したデータを印刷する。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

2/3(１０任意継続組合員資格喪失証明書) 

ウ 任意継続組合員資格喪失申出書 

 ・ 提供したデータを印刷する。  

エ 任意継続組合員被扶養者申告書 

 ・ 提供したデータを印刷する。  

   オ 返信用封筒 

    ・ 提供した実物をもとに、作成する。※見本は（資料 10-3）参照 

   カ 長３横窓あき封筒 

    ・ 提供した見本をもとに、作成する。 

 

(４) 封入・納品方法 

・ 封入、納品方法は、図 10のとおり。 

   ・ 印字された個人名が、窓空き封筒の窓から確認できるようにすること。 

・ 封入物は、差込印刷された住所へ、追跡可能な方法で送付すること。 

・ 送付物の誤封入及び誤送付防止のため、封入時、送付時に作業員を替えてのダブルチェッ

クを行い、実施したことを示すため担当者の押印又はサインを付したチェックリスト（様式

は任意）を作成する等の措置を講じること。 

また、委託者から提出を求められた際は、これに応じること。 

 

 (５) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 

(６) 印刷物 

    別紙４「業務別印刷物仕様一覧」のとおり。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

3/3(１０任意継続組合員資格喪失証明書) 

 

任継２年目該

当者あて 

【図 10：封入・納品方法】 

① 上記（１）ア「資格喪失証明書」、イ「本人宛て通知文」、ウ「任意継続組合員資格喪失申出書」、 

エ「任意継続組合員被扶養者申告書」、オ「返信用封筒」を下記の順に並べる。 

 なお、オは 3つ折りにする。 

 

 

 

 

                             

                  

        

  

 

 

  

 

 

 

 

② 上記（１）カ「長３横窓あき封筒」に封入して封緘し、組合員宛直送する。 

資格喪失証明書に印字の住所、氏名が封筒の窓から確認できるように封入する。 

 

 

 

オ 返信用長３封筒 

エ 任意継続組合員

被扶養者申告書 

ウ 任意継続組合員資

格喪失申出書 

イ 本人宛て通知文 

ア 資格喪失証明書 

個人名 

３つ折 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

1/3(11 任意継続組合員資格情報のお知らせ印刷及び送付) 

 

１１ 任意継続組合員資格情報のお知らせ印刷及び送付 

（任意継続組合員に加入申出した者に対し、資格情報のお知らせを印刷・送付する作業。 

作業時期は、年度初めの4月と年度終わりの３月である。） 

 

(１) 作成する帳票等  

ア 資格情報のお知らせ 

イ 「資格情報のお知らせ」のご案内 

ウ 長３横窓あき封筒（上記ア、イの封入用） 

 

(２) 委託者から提供するデータ等 

ア 資格情報のお知らせ 

・ 作成するためのデータは、下記のcsvデータにより提供する。 

「SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv」 

※ 提供項目は、(資料2-1)「出力ファイルレイアウト（詳細）」を参照。 

    ・ 宛先を差し込み印刷するためのデータは、下記のエクセルデータにより提供する。 

「資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リスト.xlsx」 

※ 提供項目は、(資料11-2)「資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リストファイル

レイアウト」を参照。 

イ 「資格情報のお知らせ」のご案内 

・ 原稿を、ワードファイル（「資格情報のお知らせ」のご案内.docx）により提供する。 

※ 見本は、（資料2-8）「資格情報のお知らせ」のご案内を参照。 

   ウ 長３横窓あき封筒 

    ・ 見本を、実物により提供する。※ 参考（資料11-4） 

 

(３) 帳票等の印刷に当たって 

   ア 資格情報のお知らせ 

・ 上記（２）アのCSVデータを、（資料11-1①、②）に書かれている番号位置に印字する。 

・ 見出し項目は、（資料11-1①、②）の番号位置に（資料2-3）のとおり印字する。 

・ 上記（２）アのCSVデータ項目No10、11、12は、交付対象者が70歳以上75歳未満の者

のみデータ出力される。データ出力されない者（70 歳未満）は、下記のとおり印字する。 

 資料11-1①のNo.10、10-2、11、12、12-2については全て「＊」を印字する。 

  資料11-1②のNo.10、10-2、11、12、12-2については最初から何も印字しない。 

・ 印字フォントは（資料11-3）のとおり印字する。 

・ 窓あき封筒から見える位置（左下）に、宛先の差込み印刷を行う。（参照：図⑪） 

・ 差込み印刷の内容は、上記（２）アのエクセルデータを基に、下記内容を印刷する。 

・郵便番号 

・住所 

・氏名（組合員本人） 

・ 被扶養者（家族）の「資格情報のお知らせ」であっても、宛先は組合員本人宛とする。 

   イ 資格情報のお知らせのご案内 

    ・ 提供するワードファイル（「資格情報のお知らせ」のご案内.docx）を印刷する。 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

2/3(11 任意継続組合員資格情報のお知らせ印刷及び送付) 

 

ウ 長３横窓あき封筒 

    ・ （資料11-4）のとおり印刷する。 

 

(４) 封入・送付方法（参照：図１１） 

・ 封入方法は図11のとおり 

・ 窓あき封筒の窓（左下）から、印字された郵便番号、住所、氏名（組合員本人）が確認で

きるようにすること。※見本（資料11-4） 

   ・ 送付物は個人ごと（本人、家族それぞれ別々）に封入するが、家族分であっても宛先は組

合員本人宛とする。そのため、組合員本人宛の送付物が複数になることもある。 

・ 封入物は、差込印刷された住所へ、追跡可能な方法で送付すること。 

・ 送付物の誤封入及び誤送付防止のため、封入時、送付時に作業員を替えてのダブルチェッ

クを行い、実施したことを示すため担当者の押印又はサインを付したチェックリスト（様式

は任意）を作成する等の措置を講じること。 

また、委託者から提出を求められた際は、これに応じること。 

 

 (５) スケジュール 

    別紙３「業務別作業スケジュール」のとおり。 

 

(６) 送付後の受領書 

・ 送付完了後に、送付時に受領する受領書を委託者に提出すること。 

・ 配送にあたっては、「届いていない」などの問い合わせ対応が可能なように、送付時に受領

日時、受領者が分かるようにしておくこと。（様式は任意） 



［別紙２：業務別仕様内訳］ 

 

3/3(11 任意継続組合員資格情報のお知らせ印刷及び送付) 

 

③ 

③ 

【図１１：封入方法】                      

 

① 上記（１）ア「資格情報のお知らせ」の左下に印字された「郵便番号、住所、氏名（組合員
本人）」を封筒の窓から確認できるように３つ折りにする。 

            

                          

 

                   

            

 

 

 

 

 

 

② 上記（１）イ「資格情報のお知らせのご案内」を３つ折りにして、上から資格情報のお知ら

せ、ご案内の順にセットする。 

 

 

 

 

 

 

 

③ ②でセットした単位で、個人ごとに上記（１）ウ「長３横窓あき封筒」に封入し、封緘する。 

 

 

 

            

 

 

 

 

左下に郵便番号、住所、

氏名（組合員本人）を差

し込み印刷 

ア 資格情報のお知らせ 

イ ご案内 



別紙３
業務別作業スケジュール

内容 場所 備考

4月13日(月) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第2本庁舎14Ｆ

4月22日(水) 発送 取りまとめ先・所属所

4月20日(月) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第2本庁舎14Ｆ

4月27日(月) 発送 取りまとめ先・所属所

4月28日(火) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第2本庁舎14Ｆ

5月12日(火) 発送 取りまとめ先・所属所

5月13日(水) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第2本庁舎14Ｆ

5月20日(水) 発送 取りまとめ先・所属所

5月19日(火) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

5月26日(火) 発送 取りまとめ先・所属所

5月26日(火) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

6月2日(火) 発送 取りまとめ先・所属所

6月2日(火) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

6月9日(火) 発送 取りまとめ先・所属所

6月12日(金) 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

6月22日(月) 発送 取りまとめ先・所属所

毎月13日頃 資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

毎月20日頃 発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎15F

発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第2本庁舎14Ｆ

発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

発送 取りまとめ先・所属所

経理担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

確認用サンプル納品※ 都庁第２本庁舎14F

経理担当から受託者へ校正確認結果を連絡 －

納品 都庁第２本庁舎14F

経理担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

確認用サンプル納品※ 都庁第２本庁舎14F

経理担当が確認結果を連絡 －

納品 都庁第２本庁舎14F

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から経理担当へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

資格担当・経理担当が受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

発送 取りまとめ先・所属所

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

受託者から任意継続組合員へ発送 任意継続組合員

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

受託者から任意継続組合員へ発送 任意継続組合員

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

受託者から任意継続組合員へ発送 任意継続組合員

資格担当から受託者へデータ引渡 都庁第２本庁舎14F

受託者から任意継続組合員へ発送 任意継続組合員令和9年3月23日(火)

日時

令和8年4月2日(木)

令和8年4月10日(金)

令和8年4月14日(火)

令和8年4月22日(水)

令和9年3月15日(月)

第６回

第７回

★第８回

★７月以降

11
任意継続組合員
資格情報のお知らせ
印刷及び送付

校正１回(４月中)

6月8日(月)

6月19日(金)

10月15日(木)

10月29日(木)

12月8日(火)

12月11日(金)

12月14日(月)

12月22日(火)

2月15日(月)

2月18日(木)

2月22日(月)

2月26日(金)

2月16日(火)

9 任意継続組合員事前受付 校正１回

10
任意継続組合員
資格喪失証明書

校正１回(２月中)

2月9日(火)

2月15日(月)

2月26日(金)

3月2日(火)

3月9日(火)

7 任意継続２年目・３年目更新

校正１回
経理担当が指定様式及びダミーデータを引渡す。
※納品物のうち支払方法が払込取扱票各月払い、
払込取扱票半年払い、払込取扱票一年払い及び口
座振替の対象者を各１件、確認用として経理担当に
納品

8 資格喪失手続 校正１回(２月中)
3月1日(月)

校正１回(５月中)

5 現況表送付手続 校正１回(8月中旬)

6
任意継続組合員
収納証明書

校正１回
経理担当が指定様式(印影を含む。)を引渡す。
※納品物のうち、収納証明書、通知文、長３封筒を
各１部、確認用としてサンプルを経理担当に納品

1 資格取得等手続

業務内容

4 被扶養者要件確認手続

校正１回(４月初旬)

想定される提供データ件数
第１回　8500
第２回　400
第３回　850
第４回　700
第５回　300
第６回　300
第７回　300
第８回　450

第１回

★第２回

第３回

★第４回

第５回

校正１回(４月中)

校正１回(４月中)

2
資格情報のお知らせの

作成及び送付

3 資格確認書の作成及び送付

上記★と同日程

上記★と同日程



[別紙４]業務別印刷物仕様一覧

１　資格取得等手続

区　分
ア　所属所宛て
通知文（4月初回

発送時のみ）

ア　所属所宛て
通知文（2回目以

降、発送時）

イ　資格取得届/
情報変更訂正届

ウ　資格確認書兼
宛名台紙

エ　長３横窓あき封筒

大きさ Ａ3 Ａ3 Ａ4
A４

（うち資格確認書部分は
縦91mm×横128mm）

縦120mm×横235mm

使用材料 再生紙 35kg 再生紙 35kg 再生紙 35kg
上質紙（特厚口）

白緑色
ハーフトーン99ホ

ワイト80g

仕立
両面4枚（A4片面16枚
分をA3見開き冊子に

する）、１色

両面３枚（A4片面11枚
分をA3見開き冊子に

する）、１色
片面1色　１枚

三つ折り、両面印刷で
複製防止措置を講じた

もの

２色、グラシン窓あき、
アラビア糊加工、差出
人情報等の刷込み有

区　分 オ　チェックリスト
カ　マイナンバー

届出に関するお願
い

キ　マイナンバー
WEB登録のご案

内
ク　返信用封筒

ケ　所属所宛て
封筒

大きさ Ａ4 Ａ4 Ａ4 角２ 角２

使用材料 再生紙　35kg 再生紙　35kg 再生紙　35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

クラフト紙
古紙パルプ

配合率70％以上

仕立 片面1色　１枚 両面カラー 両面カラー 黒字印字有
宛名ラベル付き、

黒字印字有

区　分
コ　取りまとめ先宛

て通知文
サ　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ Ａ4 角２

使用材料 再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立 片面1色
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

2　資格情報のお知らせの送付

区　分
ア　資格情報の

お知らせ
イ　資格情報の
お知らせご案内

ウ　長３横窓あき封筒
エ　資格情報のお知ら

せ送付対象者一覧
オ　所属所宛て

通知文
大きさ Ａ4 Ａ4　 長３横 Ａ4 Ａ４　

使用材料 普通紙　57.5kg 再生紙　35kg
ハーフトーン99
ホワイト　80ｇ

再生紙　35kg 再生紙 35kg

仕立 片面1色、三つ折り 片面カラー　１枚
２色、グラシン窓あき、
アラビア糊加工、差出
人情報等の刷込み有

片面1色 片面1色、１枚

区　分
カ　所属所宛て

封筒
キ　取りまとめ先

宛て通知文
ク　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ 角２ Ａ4 角２

使用材料
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
宛名ラベル付き、

黒字印字有
片面1色

マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

3　資格確認書の送付

区　分
ア　所属所宛て

通知文
イ　資格確認書兼宛

名台紙
ウ　長３横窓あき封筒

エ　資格確認書送付
対象者一覧

オ　所属所宛て
封筒

大きさ Ａ４　
A４

（うち資格確認書部分は
縦91mm×横128mm）

長３横 Ａ4 角２

使用材料 再生紙 35kg
上質紙（特厚口）

白緑色
ハーフトーン99
ホワイト　80ｇ

再生紙　35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立 片面1色、１枚
三つ折り、両面印刷で
複製防止措置を講じた

もの

２色、グラシン窓あき、
アラビア糊加工、差出
人情報等の刷込み有

片面1色
宛名ラベル付き、

黒字印字有

区　分
カ　取りまとめ先

宛て通知文
キ　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ Ａ4 角２

使用材料 再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立 片面1色
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

1/3



[別紙４]業務別印刷物仕様一覧

4　要件確認手続

区　分
ア　所属所宛て

通知文

イ　被扶養者
要件確認通知書

一覧表

ウ　被扶養者
要件確認通知書

エ　所属所宛て
封筒

オ　取りまとめ先
宛て通知文

大きさ Ａ3、A4 Ａ4 Ａ4 角２ Ａ4

使用材料 再生紙 35kg 再生紙 35kg 再生紙　35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

再生紙 35kg

仕立
A3両面1枚、A4両面1
枚（A4片面計6枚分）、

１色
片面1色　１枚　 片面1色　１枚

宛名ラベル付き、
黒字印字有

片面1色

区　分
カ　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ 角２

使用材料
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

5　現況表手続

区　分
ア　所属所宛て

通知文
イ　組合員・被扶

養者現況表
ウ　所属所宛て

封筒
エ　取りまとめ先

宛て通知文
オ　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ Ａ3、A4 Ａ4 角２ Ａ4 角２

使用材料 再生紙 35kg 再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
A3両面1枚、A4両面1
枚（A4片面計5枚分）、

１色
片面1色　１枚　

宛名ラベル付き、
黒字印字有

片面1色
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

6　任意継続収納証明

区　分 ア　収納証明書
イ　通知文

(組合員宛て)
ウ　封筒（窓あき）

大きさ A4 A4 長３横
使用材料 再生紙　44.5kg 再生紙　35kg 再生紙 35kg

仕立
片面2色　１枚

タイプ オフセット
印影刷込み(朱色)

片面1色　１枚
アドヘア加工

グレー、印刷有

7　任意継続２年目・３年目更新

区　分
ア　掛金額
決定通知書

イ　払込取扱票
ウ　通知文

(組合員宛て)
エ　封筒（窓あき）

大きさ Ａ4 350×114.3mm Ａ４ 長３横
使用材料 再生紙　44.5kg 上質紙 70kg連量 再生紙 35kg 再生紙 35kg

仕立 片面1色　１枚
両面３色

ミシン目３本入り

両面1色　２枚
（３ページ）

左上１か所ホチキ
ス止め

アドヘア加工
グレー、印刷有

８  退職者資格喪失手続

区　分
ア　所属所宛て

通知文
イ　退職者

資格喪失届書
ウ　返信用封筒

エ　所属所宛て
封筒

オ　取りまとめ先
宛て通知文

大きさ Ａ3 Ａ4 角２ 角２ Ａ4

使用材料 再生紙 35kg 再生紙　35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

クラフト紙
古紙パルプ

配合率70％以上
再生紙 35kg

仕立
A3両面3枚、（A4片面

計11枚分）、１色 片面1色 印字有
宛名ラベル付き、

黒字印字有
片面1色

区　分
カ　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ 角２

使用材料
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

2/3



[別紙４]業務別印刷物仕様一覧

９　任意継続組合員事前受付

区　分
ア　通知文

組合員宛て：経理)
イ　掛金額
決定通知書

ウ　払込取扱票 エ　封筒（窓あき）
オ　所属所宛て

封筒
大きさ Ａ4　 Ａ4 350×114.3mm 長３横 角２

使用材料 再生紙　35kg 再生紙　44.5kg 上質紙 70kg連量 再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
両面1色　４枚

左上１か所ホチキ
ス止め

両面1色　１枚
両面３色

ミシン目３本入り
アドヘア加工

グレー、印刷有
宛名ラベル付き、

黒字印字有

区　分
カ　所属所宛て

通知文
キ　取りまとめ先

宛て通知文
ク　取りまとめ先

宛て封筒
大きさ Ａ4 Ａ4 角２

使用材料 再生紙 35kg 再生紙 35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立 片面1色 片面1色
マチ付、宛名ラベル
付き、黒字印字有

10　任意継続組合員資格喪失証明書手続

区　分 ア　資格喪失証明書
イ　通知文
(本人宛て)

ウ　任継組合員
資格喪失申出書

エ　任継
被扶養者申告書

オ　返信用封筒

大きさ Ａ4 Ａ4 Ａ4 Ａ4 長３縦

使用材料 再生紙　35kg 再生紙　35kg 再生紙　35kg 再生紙　35kg
クラフト紙

古紙パルプ
配合率70％以上

仕立
片面２色

印影刷込み有
両面1色１枚 両面２色　１枚　 両面２色　１枚　 印刷有

区　分 カ　封筒（窓あき）
大きさ 長３横

使用材料 再生紙 35kg

仕立
アドヘア加工

グレー、印刷有

11　任意継続組合員資格情報のお知らせ印刷及び送付

区　分
ア　資格情報の

お知らせ
イ　資格情報の
お知らせご案内

ウ　長３横窓あき封筒

大きさ Ａ4 Ａ4　 長３横

使用材料 普通紙　57.5kg 再生紙　35kg
ハーフトーン99
ホワイト　80ｇ

仕立 片面1色 片面カラー　１枚
２色、グラシン窓あき、
アラビア糊加工、差出
人情報等の刷込み有

共通

区　分
取りまとめ先宛て

ダンボール箱

大きさ
角2サイズの封筒が
封入可能なサイズ

仕立 宛名ラベル付き

3/3



提供データ一覧

№ 業務内容 データ ファイルレイアウト
資格確認書交付情報ファイル(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv) 「ファイルレイアウト資格確認書交付情(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」（資料1-1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

資格情報のお知らせ交付情報ファイル（SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv） 「ファイルレイアウト資格情報のお知らせ交付情報(SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv)」 (資料2-1)

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

資格確認書交付情報ファイル(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv) 「ファイルレイアウト資格確認書交付情(SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv)」（資料1-1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

対象者yyyymmdd.csv 「被扶養者要件確認通知書ファイルレイアウト」（資料4-1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

baseyyyymmdd現況表.ｃｓｖ 「組合員・被扶養者現況表ファイルレイアウト」（資料5-1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

7 任意継続２年目・３年目更新
手続

「出力ファイルレイアウト任継掛金決定通知書データ(NinTuti×yymmdd.csv)」（資料7-15-1）
「出力ファイルレイアウト払込取扱票印字用データ(NinNohu××yymmdd.csv)」（資料7-15-2）

Ｑ_退職者リスト（共済ＣＳＶ出力用）．CSV 「退職者資格喪失届ファイルレイアウト（Ｑ_退職者リスト（共済ＣＳＶ出力用）．CSV）」（資料8-1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls) 「ファイルレイアウト発送用所属所一覧データ(00支部名eemmdd送付区分.xls)」（資料1-2）

「出力ファイルレイアウト任継掛金決定通知書データ(NinTuti×yymmdd.csv)」（資料7-15-1）
「出力ファイルレイアウト払込取扱票印字用データ(NinNohu××yymmdd.csv)」（資料7-15-2）

所属所情報(R××.××.××更新).xls 「所属所情報見本」（資料共通1）

10 任意継続組合員資格喪失証明
書手続（満了者）

geemmdd満了者データ（×××人（含被扶養者××人））.csv 「資格喪失証明書ファイルレイアウト」（資料10-1）

資格情報のお知らせ交付情報ファイル（SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv） 「ファイルレイアウト資格情報のお知らせ交付情報(SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv)」 (資料2-1)

資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リスト.xlsx 「資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リストファイルレイアウト」（資料11-2）
11 任意継続組合員資格情報の

お知らせ印刷及び送付

1

4

5

8

9

2

3

資格取得手続

被扶養者要件確認手続

任意継続組合員
事前受付手続後の任意継続
組合員掛金額決定通知書等

の送付

現況表送付手続

退職者資格喪失手続

資格情報のお知らせの
送付

資格確認書の作成及び送付

【 別
紙
５
】

年一括

半期

各月

通知

1年目 2年目以降

払込取扱票

1年目 2年目

NinTuti1yymmdd.csv NinTuti2yymmdd.csv

NinNohuC2yymmdd.csv

NinNohuB2yymmdd.csv

NinNohuA2yymmdd.csv

NinNohuC1yymmdd.csv

NinNohuB1yymmdd.csv

NinNohuA1yymmdd.csv

年一括

半期

各月

通知

1年目 2年目以降

払込取扱票

1年目 2年目

NinTuti1yymmdd.csv NinTuti2yymmdd.csv

NinNohuC2yymmdd.csv

NinNohuB2yymmdd.csv

NinNohuA2yymmdd.csv

NinNohuC1yymmdd.csv

NinNohuB1yymmdd.csv

NinNohuA1yymmdd.csv



所属所コード 任意継続組合員の場合、ブランク 

証名

本人・家族

交付年月日

記号

組合員番号

枝番(２桁)

氏名カナ

氏名漢字

性別

生年月日

資格取得年月日／認定年月日（項目名）

資格取得年月日／認定年月日（年月日）

組合員氏名（項目名） 組合員本人の場合はブランク、被扶養者の場合は「組合員氏名」

組合員氏名 組合員本人の場合はブランク、被扶養者の場合は、組合員本人の券面氏名漢字

一部負担金の割合

発効年月日

有効期限

保険者番号 支部情報マスタ.保険者番号

保険者名称 「公立学校共済組合」＋支部情報マスタ.支部名（〇〇支部）

保険者所在地 支部情報マスタ.住所

性別コード 「男」の場合1、「女」の場合2　※性別裏面参照であっても登録されているコードを出力

・バイト数は最大バイト数  

Page

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 組合員証等管理 ID 作成元 みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID 作成日 2024/10/24 作成者 杉本

出力ﾃﾞｰﾀ名 資格確認書交付情報ファイル ID SikakuKakuninyyMMdd-HHmmss.csv 最終更新日

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考

最終更新者

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）,ヘッダ行無し

「公立学校共済組合　資格確認書」固定

3 16 全角 文字 組合員本人の場合「本人（組合員）」　被扶養者の場合「家族（被扶養者）」

1 10 半角 英数字

2 26 全角 文字

4 8 半角 数字 yyyyMMdd形式

5 20 全角 文字

6 10 半角 英数字

7 2 半角 数字

8 50 半角 カナ 券面氏名カナ

9 50 全角 文字 券面氏名漢字

組合員本人の場合は「資格取得年月日」、被扶養者の場合は「認定年月日」

13 8 半角 数字 yyyyMMdd形式

10 8 全角 文字 「男」または「女」または「裏面参照」

11 8 半角 数字 yyyyMMdd形式

14 10 全角 文字

15 50 全角 文字

12 14 全角 文字

yyyyMMdd形式

19 8 半角 数字

16 4 全角 文字 「２割」または「３割」　※対象外の場合はブランク

17 8 半角 数字 yyyyMMdd形式　※対象外の場合はブランク

20 30 全角 文字

21 80 全半角 文字

18 8 半角 数字

備
 
 
考

22 1 半角 数字

資
料
1
-
1
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支部コード 01～47 2桁表示 「計」

送付先所属所コード 同一送付先が設定されている場合、先頭行のみ出力 送付先所属所の総数（*1）

所属所コード 所属所の総数

所属所名

郵便番号

住所１ NNN-NNNN形式　同一送付先が設定されている場合、先頭行のみ出力

住所２ 同一送付先が設定されている場合、先頭行のみ出力

電話番号 同一送付先が設定されている場合、先頭行のみ出力 「計」をセット

人数 各所属所に属する組合員数 所属所に属する総人数

送付先所属所コード

梱包区分 1:個別梱包 2:一括梱包

・ファイル命名基準は以下の通り。

支部コード＋支部名＋作成日（eemmdd）＋送付区分 EX.北海道支部でH21.04.01に通常送付分のデータを作成した場合

『01北海道支部210401通常送付分.xls』

・一覧最終行が合計行となる。

・合計行は支部コード、送付先所属所コード、所属所コード、電話番号、人数の欄のみ値をセット

＊1　一括送付の場合等、空欄で表示されているものはカウントしない

備
 
 
考

11 1 半角 数字

9 9 半角 数字

10 10 半角 数字

7 40 全角 漢字

8 13 半角 数字

5 8 半角 数字

6 40 全角 漢字

3 10 半角 数字

4 30 全角 漢字

合計行

1 2 半角 数字

2 10 半角 数字

明細行

ID
00支部名eemmdd
送付区分.xls

最終更新日

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考

最終更新者

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 Excel形式

Page 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 他システム用データ抽出 ID 065 作成元 みずほ情報総研㈱
仕様書名

処理仕様書
(出力項目内容)

システム名 公立学校共済組合 組合員情報管理システム 印刷日 2026/01/08

ﾌﾞﾛｯｸ名 ID 作成日 作成者 曽山

機能名 発送用所属所一覧データ

資
料
1
-
2



〔用紙№本人１〕

一般・短期　組合員資格（ 取得 ・ 喪失 ）届書／組合員情報変更訂正届
※年金関係書類について、該当するものに○

(組合員種別)

１：一般組合員 11：一般短期

２：船員組合員 17：後期短期

９：長期組合員

(取得・変更理由)

１：新規取得 ７：再取得 95：種別変更

２：転入(他支部) ８：転入(国共済) 99：番号変更

３：転入(地共済※) ９：後期高齢

※都共済含む ※取得理由については事務の手引P26を参照

※退職日の翌日を記入 ※二重枠線内は記入しないでください。

(喪失理由) (回収区分)

１：退職 11：転出(地共済※)※都共済含む １：回収済

２：死亡 13：転出(国共済) ３：滅失

10：転出(他支部)

※過去に東京支部の組合員資格を有していた方で、異なる組合員番号

　であった方は、「旧組合員番号」を記入してください。

※短期組合員の場合、基礎年金番号は記入不要

※住所にはローマ数字（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲなど）、英小文字（a、b、c）及び記号は使用できません。（１、２、３）、（Ａ，Ｂ，Ｃ）などに変更してください。
※住所欄がカナのとき、濁点・半濁点は１文字と数えません。

公立学校共済組合東京支部長　殿

氏名

所属所長職氏名

電話番号 ( )

公立学校共済組合東京支部給付貸付課資格担当

(令和７年１２月)

共済
組合員番号 （枝番）

転入届 転出届 退職届 再就職届
0 0

組合員
種別

個 人 番 号

公務員期間の年金（老齢、障害）が決定
している場合は記入してください。

年金種別 年金証書記号番号

共済 支部

へ転出 へ転出

から転入

５

資格取得（情報変更）日 取得・変
更理由

資 格 喪 失 予 定 日 資格取得前・喪失後の共済組合名等

元号 年 月 日 元号 年 月 日

５

他
共
済

から転入
他
支
部

資 格 喪 失 日
喪失理由

退 職 日
回収区分

資格確認書等回収日
元号 年 月 日 元号 日年 月 日 元号 年 月

職　名 所 属 所 名 所 属 所 コ ー ド 旧 組 合 員 番 号 ※

５５

氏　　名(姓と名の間は１文字空ける。濁点「゛」も１文字とする。) 生 年 月 日 性
別

基　礎　年　金　番　号
※20歳以上の一般組合員は必須

組合員本人

郵 便 番 号 住 所 ※ １ マ ス １ 文 字 記 入 し て く だ さ い 。 （ 全 角 ）

元号

本人住所

上記のとおり必要書類を添えて届け出ます。

届出者住所

令和　　  年 　 月 　 日

令和　　  年 　 月 　 日
　□ 任継加入 １審 ２審 入力

承　　認

所 属 所 受 理 日 令和　　  年 　 月 　 日

上記の記載事項は事実と相違ないものと認めます。 所属所名 資格確認書等回収済
（被扶養者分）

-

事務取扱者氏名

　□ 被扶養者有
(公印省略）

　戸籍謄本・妙本
　埋火葬許可証・死亡診断書

　事由発生日（　/　）

年齢

（元号）３：昭和　４：平成

高齢属性
入力済

(70歳以上)
発行 回収

回収不要

交付
なし

期限
切れ

年 月 日

記入不要

一斉交付用

印字位置

No.６
No.１３
※和暦変換すること（３：昭和、４：平成、５：令和）

注

資格確認書交付情報ファイル（資料1-1）の「No.1所属所コード」を、

発送用所属所一覧データ（資料1-2）の「No.3 所属所コード」の中か

ら検索し、コード番号が一致した「No.4所属所名」を印字する。

No.１

No.１０
No.１１
※和暦変換すること（３：昭和、４：平成）

No.８
No.９

資
料
１
－
３

No.1（所属所コード）

発送用所属所一覧データNo.4（所属所名）

No.9（組合員氏名漢字）

上記情報をQRコードとして印字する。



●資格確認書表面見出し項目等レイアウト

レイアウト
見本記号 印字内容 全半 型 フォント サイズ 備考

ア 「公立学校共済組合　資格確認書」 全角 漢字 ＭＳゴシック 11.25 囲み

イ 「　年　月　日　交付」 全角 漢字 ＭＳ明朝 8.25 下線付き

ウ 記号 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

エ 番号 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

オ （枝番） 全角 漢字 ＭＳ明朝 9

カ 氏名 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

キ 性別 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

ク 生年月日 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

ケ 「　年　月　日　」 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 右揃え

コ 資格取得認定年月日 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 「資格取得」で改行「認定」の二段で表示　枠内均等割り

サ 「　年　月　日　」 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 右揃え

シ 組合員氏名 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

ス 一部負担金の割合発効年月日 全角 漢字 ＭＳ明朝 8.25 「一部負担金の割合」で改行「発効年月日」の二段で表示　枠内均等割り

セ 「割」 全角 漢字 ＭＳ明朝 9

ソ 「　年　月　日　」 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 右揃え

タ 有効期限 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

チ 保険者番号 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

ツ 保険者名称 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

テ 保険者所在地 全角 漢字 ＭＳ明朝 9 枠内均等割り

資
料
1-
4



 ア

No.5
No.4

No.6

No.7

No.9

No.８

No.10

No.11

コ

No.13
シ

No.15

No.16
No.17

No.18

No.20No.21

No.1

イ

ウ

オエ

カ

キ

ク

タ

チ

ツ

テ

ス

No.3

ケ

サ

セ ソ

資料1-5

●資格確認書表面レイアウト見本

No.19



資料1-6

●資格確認書裏面レイアウト見本



●資格取得者チェックリスト出力項目レイアウト

Ｎｏ 項目名称

資格確認書交付情報
ファイル
(SikakuKakuninyyMMdd-
HHmmss.csv)

発送用所属所一覧
データ
(00支部名eemmdd送
付区分.xls)

全半 型
文字

ポイント
備考

1 所属所コード 1 3 半角 数字 12 ７ケタ。８ケタ以上の場合は８番目以降の数字を切る。

2 所属所名称 4 全角 漢字 12

3 組合員番号 6 半角 数字 11 ８ケタ。８ケタ未満の場合は頭に０を入れ８ケタにする。

4 枝番 7 半角 数字 11 ２ケタ。

5 氏名 9 全角 漢字 11

6 本人家族区分 3 全角 漢字 11

7 資格取得年月日　認定年月日 13 半角 数字 11 和暦変換すること。昭和、平成、令和””年””月””日　

8 ページ 半角 数字 11 ×/×ページ（×××××）

※　チェックリスト右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

※　チェックリストの１ページの最大行数は10行(見出しを除く。)とする。

※　所属所コードが変わるごと又は行数が10行を超えるごとに改ページする。

※　チェックリストには所属所コードが変わるまで№３から№７を繰り返し印字する。

資
料
1
-
7



令和８年度資格取得者等チェックリスト

所属所コード　 所属所名称　　 

組合員分 被扶養者分 その他

1 有 無

2 有 無

3 有 無

4 有 無

5 有 無

6 有 無

7 有 無

8 有 無

9 有 無

10 有 無

コード コード 名称

2 8  転入(国共済)

95 種別変更

99 番号変更

※公務員期間の老齢厚生（退職共済）年金、障害厚生（障害共済）年金の受給権がある方は、年金受給権者再就職届書〔用紙№年金3〕及び年金証書の原本を添付してください。

※年金関係書類〔用紙№年金1〕及び〔用紙№年金3〕については、福利厚生事務の手引別冊様式集の各ページをコピーの上、使用してください。

**/**ページ
(×××××）

年金関係書類
資格取得年月日
認定年月日

情報変更年月日

資格取得届等
チェック

資格確認書等
受領確認

取得・変更
理由コード

資格確認書等の回収枚数
№ 組合員番号 枝番 氏名

本人家族
区分

年金関係書類
「組合員転入・異動届書兼年金加入期間等報告書」〔用紙№年金1〕名称

取得・変更理由

★短期組合員には共済組合の長期給付が適用されないため、年金関係書類の提出は不要です。（年金関係の問合せ先：年金担当　０３－５３２０－６８２８）

取得・変更理由 年金関係書類
「組合員転入・異動届書兼年金加入期間等報告書」〔用紙№年金1〕

 公務員共済組合の前歴あり
一般組合員への種別変更を伴う場合のみ要
（「年金加入期間等報告書」を記入）

3 転入（他共済） 公務員共済組合の前歴あり 要（「組合員転入・異動届書」を記入）

公務員共済組合の前歴あり 要（「年金加入期間等報告書」を記入）
公務員共済組合の前歴あり 要（「年金加入期間等報告書」を記入）

転入（他支部） 公務員共済組合の前歴あり 要（「組合員転入・異動届書」を記入） 公務員共済組合の前歴あり 要（「組合員転入・異動届書」を記入）

再就職1 新規取得
公務員共済組合の前歴なし 不要

7

備　考

印字位置

資格担当提出用

※この用紙は資格担当へ提出してください。

No.1
No.2

No.3 No.4 No.5 No.6

No.8

No.7

資
料
１
－
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郵 便 番 号 電 話 番 号

住 所

所 属 所 名

所 属 所 コ ー ド

      　  一般・短期組合員 資格取得届／組合員情報変更訂正届

           ８年度資格取得者等チェックリスト（チェック済）

           回収した資格確認書等

※角２封筒（表面）に上記内容を直接印刷する。

※文字色は一色（黒）で印刷する。

（人数分揃ってから提出）

〒１６３－８００１
東京都新宿区西新宿２－８－１
東京都教育庁福利厚生部内
公立学校共済組合東京支部
　　　　　　　給付貸付課　資格担当　行

資格担当宛送付物チェック欄

　　（組合員資格取得以外の手続書類は別封筒にて送付してください。）

　　 ※　被扶養者申告書等は絶対に入れないでください。

令和８年度資格取得届出書類返信専用

交
換
便
又
は
郵
送
に
よ
り
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

資料1-9

郵送の
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取 得



資料1-10封筒（表）

T5703877
長方形
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封筒（裏）
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  ＃所属所コード 

  ＃所属所名 

#組合員番号 #枝番 

  ＃組合員（本人）又は被扶養者（家族）氏名 
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マイナポータルの案内 

No.1 

No.6 No.7 No.9 

（表） 
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組合員・被扶養者宛て通知文 

（裏） 



所属所コード 任意継続組合員の場合、ブランク

証名

保険者名称 「公立学校共済組合」＋支部情報マスタ.支部名（〇〇支部）

保険者番号 支部情報マスタ.保険者番号

記号

組合員番号

枝番(２桁)

氏名漢字

氏名カナ

一部負担金の割合

発効年月日

有効期限

資格取得年月日

交付年月日

保険者名称２ 「公立学校共済組合」＋支部情報マスタ.支部名（〇〇支部）

文言１（１行目）

文言１（２行目）

文言２（１行目）

文言２（２行目）

文言２（３行目）

文言２（４行目）

マイナポータル情報

文言３（１行目）

・バイト数は最大バイト数

備
 
 
考

22 256 半角 文字 帳票レイアウト参照（QRコード用）

23 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

20 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

21 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

18 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

19 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

帳票レイアウト参照

17 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

15 30 全角 文字

16 100 全半角 文字

13 8 半角 数字 yyyyMMdd形式

14 8 半角 数字 yyyyMMdd形式

11 8 半角 数字 yyyyMMdd形式　※対象外の場合はブランク

12 8 半角 数字 yyyyMMdd形式　※対象外の場合はブランク

9 50 半角 カナ 券面氏名カナ

10 4 全角 文字 「２割」または「３割」　※対象外の場合はブランク

7 2 半角 数字

8 50 全角 文字 券面氏名漢字

5 20 全角 文字

6 10 半角 英数字  

「資格情報のお知らせ」固定

3 30 全角 文字

4 8 半角 数字

1 10 半角 英数字

2 18 全角 文字

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考

最終更新者

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）,ヘッダ行無し

作成日 2024/10/24 作成者 杉本

出力ﾃﾞｰﾀ名 資格情報のお知らせ交付情報ファイル ID SikakuOsiraseyyMMdd-HHmmss.csv 最終更新日

Page

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 組合員証等管理 ID 作成元 みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID

資
料
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文言３（２行目）

文言３（３行目）

文言３（４行目）

文言４（１行目）

文言４（２行目）

文言５

・バイト数は最大バイト数

備
 
 
考

29 60 全半角 文字 帳票レイアウト参照

27 60 全半角 文字 帳票レイアウト参照

28 60 全半角 文字 帳票レイアウト参照

25 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

26 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

備    考

24 100 全半角 文字 帳票レイアウト参照

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）,ヘッダ行無し

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型

2 / 2 ページ



資格情報のお知らせ出力項目レイアウト

No.2 No.3
No.4

No.5

No.5-2

No.6

No.6-2

No.7
No.7-2
No.8

No.8-2

No.9

No.9-2

No.13

No.13-2

No.14

No.14-2 No.15

No.15-2

No.16

No.17

No.18

No.19
No.21

No.22

No.27

No.28

No.29

No.12-2
No.10-2

No.10
No.11
No.12

No.23～26

資料2-2①

詳細は資料2-2②へ

※ No.10、10-2、11、12、12-2について

No10、11、12は交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみデータ出力される。

データ出力されない者（70歳未満）は全て「＊」を印字する。



No.2

No.3

No.4

No.7

No.11

No.14

No.5 No.6

No.8

No.10No.12

No.5-2
No.6-2

No.7-2

No.8-2

No.10-2

No.12-2

資料2-2②

※ No.10、10-2、11、12、12-2について

No10、11、12は交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみデータ出力される。

データ出力された者のみ、No.10、10-2、11、12、12-2を印字し、データ出力されない者

（70歳未満）は全て印字しない。

No.14-3



●資格情報のお知らせ見出し項目レイアウト

№ 項目名称 全半 型 備考

5-2 記号（見出し） 全角 漢字 「記号」固定

6-2 番号（見出し） 全角 漢字 「番号」固定

7-2 （枝番）（見出し） 全角 漢字 「（枝番）」固定

8-2 氏名（見出し） 全角 漢字 「氏名」固定

9-2 フリガナ（見出し） 全角 カナ 「フリガナ」固定

10-2 負担割合・発効年月日（見出し） 全角 漢字 「負担割合・発効年月日」固定　※

12-2 有効期限（見出し） 全角 漢字 「有効期限」固定　※

13-2 資格取得年月日（見出し） 全角 漢字 「資格取得年月日」固定

14-2 交付年月日（見出し） 全角 漢字 「交付年月日」固定

14-3 発行（見出し） 全角 漢字 「発行」固定

15-2 保険者名（見出し） 全角 漢字 「保険者名」固定

 

※　No.10-2　負担割合・発効年月日、No.12-2　有効期限は、交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみデータ出力される。
70歳未満の場合には出力データがブランクとなるため、項目No.10、No.12の全てに「＊」を印刷する。

資
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 資格情報のお知らせ（下記は負担割合ありのイメージ） 項目 資料2-1-1 項目No. フォント サイズ Bold 備考

タイトル No.2 MSゴシック 18 〇

保険者名称 No.3 MSUIゴシック 11.25

保険者番号 No.4 MSUIゴシック 11.25

固定文言１ No.16,No.17 MSUIゴシック 11.25

記号ラベル No.5-2 MSUIゴシック 11.25

記号 No.5 MSUIゴシック 11.25

番号ラベル No.6-2 MSUIゴシック 11.25

番号 No.6 MSUIゴシック 11.25

枝番ラベル No.7-2 MSUIゴシック 11.25

枝番 No.7 MSUIゴシック 11.25

氏名ラベル No.8-2 MSUIゴシック 11.25

氏名 No.8 MSUIゴシック 11.25

フリガナラベル No.9-2 MSUIゴシック 11.25

フリガナ No.9 MSUIゴシック 11.25

負担割合・発効年月日ラベル No.10-2 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

負担割合・発効年月日 No.10,No.11 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

有効期限ラベル No.12-2 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

有効期限 No.12 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

資格取得年月日ラベル No.13-2 MSUIゴシック 11.25

資格取得年月日 No.13 MSUIゴシック 11.25

交付年月日ラベル No.14-2 MSUIゴシック 11.25

交付年月日 No.14 MSUIゴシック 11.25

保険者名ラベル No.15-2 MSUIゴシック 11.25

保険者名 No.15 MSUIゴシック 11.25

固定文言２ No.18,19.20 MSUIゴシック 11.25 〇

固定文言３ No.23,24,25,26 MSUIゴシック 11.25

固定文言４ No.27,28 MSUIゴシック 9

切り取り部タイトル MSUIゴシック 9

切り取り部内各項目 MSUIゴシック 9 負担割合・発効年月日、有効期限は負担割合ありの場合のみ印字

切り取り部最下部固定文言 MSUIゴシック 9 〇

資
料
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資格情報のお知らせの送付に用いる封筒の規格 

サイズ 洋長３封筒（235mm×120mm）
用紙 ハーフトーン99 ホワイト 80g  
グラシン窓 半透明のグラシン紙　右下1か所
色 カラー印刷

●窓位置は、資格情報のお知らせの右下部分が見えるように調整すること。
●グラシン窓のグラシン紙については、中の宛名がよく見えるものを使用すること。
●裏面は白紙
●封筒のフラップは、表題枠と同じ青色にすること。

235mm

120mm

97mm 47m
m

17m
m

13m

フラップの色は、これと同

じ色にする。

資格情報のお知らせ右下

に記載の赤枠の範囲が

窓から見えるよう窓の位

資
料
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－
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資料2-6

公立学校共済組合東京支部

0740206 東京都立新宿高等学校

No. 組合員番号 対象者氏名 備　　考

１ 07654321 東京　太郎

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※この用紙は、資格担当へ提出する必要はありません。

**/**ページ
(×××××）

「資格情報のお知らせ」送付対象者一覧
２

３ ４

１

５



●「資格情報のお知らせ」送付対象者一覧出力項目レイアウト

Ｎｏ 項目名称

資格情報のお知らせ交付情
報ファイル
（SikakuOsiraseyyMMdd-
HHmmss.csv）

発送用所属所一覧データ
(00支部名eemmdd送付区
分.xls)

全半 型
文字

ポイント
備考

1 所属所コード 1 3 半角 数字 12 ７ケタ。８ケタ以上の場合は８番目以降の数字を切る。

2 所属所名称 4 全角 漢字 12

3 組合員番号 6 半角 数字 11 ８ケタ。８ケタ未満の場合は頭に０を入れ８ケタにする。

4 氏名 8 全角 漢字 11

5 ページ 半角 数字 11 ×/×ページ（×××××）

※　一覧表右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

※　一覧表の１ページの最大行数は20行(見出しを除く。)とする。

※　所属所コードが変わるごとに改ページする。
※　行数が20行を超えるごとに改ページする。

※　一覧表には所属所コードが変わるまで№３から№４を繰り返し印字する。

資
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お届けいただいた共済組合の資格情報と個人番号（マイナンバー）について医療機関のデータベースへ登録が完了したことを

お知らせします。「資格情報のお知らせ」は、ご自身で共済組合の資格情報を簡易に把握できるよう、組合員・被扶養者のみなさ

まに交付するものです。必要に応じて、マイナポータルにアクセスして医療保険の資格情報画面に最新の情報が登録されているこ

とを確認してください。 

あなたの共済組合の 

資格情報です 
内容を確認し、誤りがあれば、所属所の

共済事務担当者（任意継続組合員は

直接、公立学校共済組合東京支部）

へご連絡ください。 

スマートフォンでも 

資格情報を確認できます 
二次元コードからマイナポータルにログ

インすると、共済組合の資格情報を

スマートフォンの画面でも確認・利

用・ダウンロードできます。 

点線で切り取り、カードサイズの「資格

情報のお知らせ」として利用できます。 

公立学校共済組合東京支部 

※破損・紛失などした場合は、マイナ保険証をお持ちの方はマイナポータルの資格情報画面で確認ができるため、再交付は必要ありません。 
マイナ保険証をお持ちでない方で再交付を希望する場合は、所属所の共済事務担当者（任意継続組合員は直接、公立学校共済組合東京支部）へご連絡ください。 

※「資格情報のお知らせ」に記載されている資格情報に変更が生じた場合、共済組合での手続き後にマイナポータルにログインすることで、変更後の資格情報をご確認いただけます。 

 
「資格情報のお知らせ」は、共済組合の組合員又は被扶養者であることを証明するものです。医療機関等で 

マイナ保険証が使えない場合など、受診に当たって「資格情報のお知らせ」が必要となる場合がありますので、大 
切に保管してください。 

資料2-8

T5703877
長方形



資料３－１

公立学校共済組合東京支部

0740206 東京都立新宿高等学校

No. 組合員番号 対象者氏名 備　　考

１ 07654321 東京　太郎

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

※この用紙は、資格担当へ提出する必要はありません。

**/**ページ
(×××××）

「資格確認書」送付対象者一覧
２

３ ４

１

５



●「資格確認書」送付対象者一覧出力項目レイアウト

Ｎｏ 項目名称

資格確認書交付情報
ファイル
（SikakuKakuninyyMMdd
-HHmmss.csv）

発送用所属所一覧
データ
(00支部名eemmdd送付
区分.xls)

全半 型
文字

ポイント
備考

1 所属所コード 1 3 半角 数字 12 ７ケタ。８ケタ以上の場合は８番目以降の数字を切る。

2 所属所名称 4 全角 漢字 12

3 組合員番号 6 半角 数字 11 ８ケタ。８ケタ未満の場合は頭に０を入れ８ケタにする。

4 氏名 9 全角 漢字 11

5 ページ 半角 数字 11 ×/×ページ（×××××）

※　一覧表右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

※　一覧表の１ページの最大行数は20行(見出しを除く。)とする。

※　所属所コードが変わるごとに改ページする。
※　行数が20行を超えるごとに改ページする。

※　一覧表には所属所コードが変わるまで№３から№４を繰り返し印字する。

資
料
３
－
２



●　被扶養者要件確認通知書ファイルレイアウト　提供データ（対象者yyyymmdd.csv）

1 組合員番号 半 英数 10

2 組合員氏名漢字 全 漢字 50

3 組合員生年月日 半 数字 7 GEEMMDD形式（※）

4 所属所名称 全 漢字 30

5 所属所コード 半 数字 10

6 対象者氏名カナ 半 カナ 30

7 対象者氏名漢字 全 漢字 50  

8 対象者生年月日 半 数字 7 GEEMMDD形式（※）

9 対象者性別 半 数字 1

10 対象者続柄コード 半 数字 2

11 対象者資格取得区分 半 数字 1

12 対象者認定年月日 半 数字 7 GEEMMDD形式（※）

※　G：元号コード（1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5：令和）、EE：和暦年、MM：月、DD：日

備考
最大

バイト数
Ｎｏ 項目名称 全半 型

資
料
４
－
１



令和8年度要件確認通知書一覧表

所属所コード 　　所属所名称　　 公立学校共済組合東京支部

Ｎｏ 組合員番号 氏　　　名 被扶養者氏名 続柄
資格担当
提出日

再提出日 備　　　　　　考

1 3-① 4-① 5-① 6-①

2 3-① 4-① 5-② 6-②

3 3-① 4-① 5-③ 6-③

4 3-② 4-② 5-① 6-①

5 3-② 4-② 5-② 6-②

6 3-② 4-② 5-③ 6-③

7 3-③ 4-③ 5-① 6-①

8 3-③ 4-③ 5-② 6-②

9 3-③ 4-③ 5-③ 6-③

10 3-④ 4-④ 5-① 6-①

11 3-④ 4-④ 5-② 6-②

12 3-④ 4-④ 5-③ 6-③

13 3-⑤ 4-⑤ 5-① 6-①

14 3-⑤ 4-⑤ 5-② 6-②

15 3-⑤ 4-⑤ 5-③ 6-③

※この用紙は、資格担当へ提出する必要はありません。 ×/×ページ
(×××××）

１

①、②、③は、該当者が３名のとき

資
料
４
－
2

２

７

所 属 所 控



●要件確認通知書一覧表出力項目レイアウト

Ｎｏ 項目名称

要件確認対象者
データ
（対象者
yyyymmdd.csv）

発送用所属所一覧デー
タ
(00支部名eemmdd送付
区分.xls)

全半 型
文字

ポイント
備考

1 所属所コード 5 3 半角 数字 12 ７ケタ。８ケタ以上の場合は８番目以降の数字を切る。

2 所属所名称 4 4 全角 漢字 12

3 組合員番号 1 半角 数字 11 ８ケタ。８ケタ未満の場合は頭に０を入れ８ケタにする。

4 組合員氏名 2 全角 漢字 11

5 対象者氏名 7 全角 漢字 11

6 対象者続柄コード 10 半角 数字 11 ■のとおり

7 ページ 半角 数字 11 ×/×ページ（×××××）

※　一覧表右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

※　一覧表の１ページの最大行数は35行(見出しを除く。)とする。

※　所属所コードが変わるごとに改ページする。
※　行数が35行を超えるごとに改ページする。ただし、35行に達しない場合でも、同一組合員は同一ページに印字するよう改ページする。

■ 01：夫、02：妻、10：配偶者の子、11：長男、12：二男、13：三男、14：四男、15：五男、16：六男、17：七男、18：八男、
19：九男以上、20：養子、21：長女、22：二女、23：三女、24：四女、25：五女、26：六女、27：七女、28：八女、29：九女以上、31：父、
32：養父、33：義父、41：母、42：養母、43：義母、51：兄、52：弟、53：祖父、54：義兄、55：義弟、56：義祖父、57：孫、61：姉、62：妹、
64：義姉、65：義妹、66：義祖母、67：配偶者の孫、71：曾祖父、72：伯父・叔父、73：甥、74：義曾祖父、75：義伯父・義叔父、76：義甥、
63：祖母、77：曾孫、81：曾祖母、82：伯母・叔母、83：姪、84：義曾祖母、85：義伯母・義叔母、86：義姪、87：配偶者の曾孫、90：子の配偶者、
91：孫の配偶者、92：兄弟姉妹の配偶者、93：甥姪の配偶者、94：曾孫の配偶者、95：伯(叔)父の配偶者、96：伯(叔)母の配偶者、99：その他

※　一覧表には所属所コードが変わるまで№３から№６を繰り返し印字する。

資
料
４
－
3



所属所長職氏名

東京都教育庁福利厚生部給付貸付課資格担当

※別居住所欄は、既に共済組合へ届出されている場合は記入不要です。新たに別居した場合又は別居住所が変更になった場合に記入してください。

所　属　所　受　理　日 住民票令和　　　年　　　月　　　日

公立学校共済組合東京支部長　殿

事務取扱者氏名 (資格担当保存)

受理証明書(婚・離・養)
上記の記載事項は事実と相違ないものと認めます。 所　属　所　名

埋火葬許可書・死亡診断書

令和    　　年　　　月　　　日 資格確認書等
電 話 番 号 (      　　  )

申告者住所
〈給付貸付課使用欄〉

令和　　　年　　　月　　　日
氏　名

給与事務担当者確認欄

回　収

事由発生日(       ／       )

承　　　　　認
戸籍謄本・抄本 １　　審 ２　　審 入　　　力

無 該当 　　年　　　月　　　日 ４:　収入超過
有１３０万未満 同居

無 非該当 ７:　共同扶養(扶養替)

チェック

　(就職・離婚など)

３:　死亡

(公印省略）

３:　滅失

別
居
住
所

郵　便　番　号 住　　　　　　　　　　　　　　所　

※被扶養者の別居住所が２ヶ所以上になる場合は、「被扶養者申告書」〔用紙No扶養１〕を該当者ごとに作成してください。

上記のとおり必要書類を添え申告します。

5
別居 (回収区分)

住所 １:　回収済

取消
漢
字

有１３０万以上 5 5

変更

有

氏名

国内居住（ 有 ・ 無 ）

国内居住（ 有 ・ 無 ）

継続
カ
ナ

有 無 該当

住所

変更

継続
カ
ナ

取消
漢
字

有１３０万以上

給与事務担当者確認欄
チェック

氏名

　　年　　　月　　　日
有１３０万未満 同居

無 非該当 5
(取消理由)

5 5
別居

１:　他制度

5
別居

住所

無 非該当 (性別)

取消
漢
字

有１３０万以上 5 5

継続
カ
ナ

有

変更 (認定理由)

１:　男性

２:　女性

認定取消日

５： 令和

４:　平成
　　年　　　月　　　日

有１３０万未満 同居

月 日 ３:　昭和年 月 日 区分元号 年元号 年 月 日 理由元号年 月 日理由元号

次回要件確認日 取消手続
被 　扶 　養 　者

生年月日 性
別

続
柄

扶養

区分 元号 年 月 日 手当

住所

変更

※太枠内は記入しないでください。

取消
漢
字

有１３０万以上
同居

喪失 無 非該当

継続
カ
ナ

取得 有 無 該当 　　年　　　月　　　日

国内居住（ 有 ・ 無 ）

給与事務担当者確認欄

55 5

年元号 年 月 日 理由元号

回収 回収年月日認定 認　定　日

月 日理由元号 年区別

有１３０万未満

月 日月 日 区分元号 年

※太枠内は記入しないでください。
手続

被　扶　養　配　偶　者
生　年　月　日 性

別
続
柄

基礎年金番号 第３号
扶養 次回要件確認日 取消 認定取消日

区分 元号 年 月 日
収入の有無

税法上の 世帯の 継続又は取消しする理由
及び取消年月日手当 扶養親族

６３：祖母

３３：義父 １４：四男 ２４：四女 ５７：孫 ９９：その他

４３：義母 １２：二男 ２２：二女 ５２：弟 ６２：妹

３１：父 １３：三男 ２３：三女 ５３：祖父

４１：母 １１：長男 ２１：長女 ５１：兄 ６１：姉

元号 年 月 日 ０２：妻

【用紙NO.扶養５】
被扶養者要件確認通知書（兼　継続 ・ 取消申告書・要件変更）

組合員氏名：
(続　柄)

組　合　員　番　号
組合員生年月日

所　　属　　所　　名 所属所コード
０１：夫

１:　普通（手当有）

２:　特別（手当無）

チェック

氏名

給与事務担当者確認欄
チェック

氏名 国内居住（ 有 ・ 無 ）

別居

無 該当

回収 回収年月日 (元号)
収入の有無

税法上の 世帯の
継続又は取消しする理由及び取消年月日

認定 認　定　日

扶養親族 区別

１ ３ ５

２

01・02 のみ

６－①

７－①

８－①

９－①

１０－①

６－②

７－②

８－②
９－②

１０－②

６－③

７－③

６－④

７－④

８－③

８－④

９－③

１０－③

９－④

１０－④

１１－①

１２－①

１１－②

１１－③

１１－④

１２－②

１２－③

１２－④

資
料

4
-
4

×/×ページ（×××××）

４

１３

（（新元号）〇年６月）

(20mm
程度)

(20mm
程度)

(20mm
程度)

(25mm程度)

５（所属所コード）

４（所属所名称）

２（組合員氏名漢字）

７（対象者氏名漢字）

上記情報をQRコードとして印字する。

01・02 以外



●　被扶養者要件確認通知書出力項目レイアウト

1 組合員番号 1 半 英数 10

2 組合員氏名漢字 2 全 漢字 50

3 組合員生年月日 3 半 数字 7 GEEMMDD形式（※）

4 所属所名称 4 4 全 漢字 30

5 所属所コード 5 3 半 数字 10

6 対象者氏名カナ 6 半 カナ 30 続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。

7 対象者氏名漢字 7 全 漢字 50 続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。

8 対象者生年月日 8 半 数字 7
続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。
GEEMMDD形式（※）

9 対象者性別 9 半 数字 1 続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。

10 対象者続柄コード 10 半 数字 2 続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。

11 対象者資格取得区分 11 半 数字 1 続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。

12 対象者認定年月日 12 半 数字 7
続柄が「01、02」の場合のみ①に印字。それ以外は、②以降に印字する。
GEEMMDD形式（※）

13 ページ 半角 数字 11 ×/×ページ（×××××）

※　G：元号コード（1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5：令和）、EE：和暦年、MM：月、DD：日

※　組合員番号が変わるまで№６から№１２までを繰り返し印字する。

※　所属所コードが変わるごと改ページする。

※　要件確認通知書右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

 

備考
最大

バイト数
Ｎｏ 項目名称 全半 型

要件確認対象者
データ
（対象者
yyyymmdd.csv）

発送用所属所一覧データ(00
支部名eemmdd送付区分.xls)

資
料
４
－
５



7

氏名

国内居住（ 有 ・ 無 ）

国内居住（ 有 ・ 無 ）

国内居住（ 有 ・ 無 ）

６２：妹

年

５２：弟

６３：祖母

３３：義父 １４：四男 ２４：四女 ５７：孫 ９９：その他

※太枠内は記入しないでください。
継続又は取消しする理
由及び取消年月日

給与事務担当者確認欄
チェック

５: 令和

５１：兄 ６１：姉

３１：父 １３：三男 ２３：三女 ５３：祖父
年 月 日 ０２：妻 １２：次男 ２２：次女

被扶養者要件確認通知書（兼 継続・取消申告書・要件変更）
組合員氏名：

(続　柄)

組　合　員　証　番　号
組合員生年月日

所　　属　　所　　名 所属所コード
０１：夫

元号
４１：母 １１：長男 ２１：長女

４３：義母

認定 認　定　日

月 日 年元号 年 月 理由理由元号 年 元号

手続
被　扶　養　配　偶　者

生　年　月　日 性
別

続
柄

基礎年金番号 第３号
扶養

区分 元号 年 月 日
収入の有無

税法上の 世帯の

扶養親族 区別

該当

無 非該当

手当

回収 回収年月日

月 日区分元号

カ
ナ

取得

喪失

次回要件確認日 取消 認定取消日

月 日日

有１３０万未満 同居

有 無
　　年　　　月　　　日

別居

扶養

給与事務担当者確認欄
チェック

氏名 国内居住（ 有 ・ 無 ）

※太枠内は記入しないでください。

有１３０万以上

世帯の

日 理由元号
継続又は取消しする理由及び取消年月日

5 5

月年 月 日

取消 認定取消日

日 ３:　昭和年 月 日 区分元号 年

回収 回収年月日 (元号)

継続
カ
ナ

継続

次回要件確認日認　定　日

区別 理由元号
収入の有無

税法上の

住所

変更

取消
漢
字

手続
被 　扶 　養 　者

生年月日

区分 元号 年 月元号

認定

日 手当年 月
性
別

続
柄

該当 　　年　　　月　　　日
有１３０万未満 同居

扶養親族

チェック

氏名
住所

変更 (認定理由)

継続
カ
ナ

有 無 １:　普通（手当有）
　　年　　　月　　　日

有１３０万未満 同居 ２:　特別（手当無）

２:　女性

取消

該当

(取消理由)

１:　他制度

変更

住所
　(就職・離婚など)

３:　死亡

有１３０万未満 同居
無 非該当

有１３０万以上 5
給与事務担当者確認欄

給与事務担当者確認欄
チェック

氏名

漢
字

有

１:　男性
別居

無 非該当 (性別)

４:　平成無

継続

有１３０万以上

5

４:　収入超過
７:　共同扶養(扶養替)

別居

カ
ナ

変更

取消
漢
字

無 非該当 5

有 無 該当 　　年　　　月　　　日

３:　滅失

別
居
住
所

郵　便　番　号 住　　　　　　　　　　　　　　所　

回　収

※別居住所欄は、既に共済組合へ届出されている場合は記入不要です。新たに別居した場合又は別居住所が変更になった場合に記入してください。

※被扶養者の別居住所が２ヶ所以上になる場合は、「被扶養者申告書」〔用紙No扶養１〕を該当者ごとに作成してください。

上記のとおり必要書類を添え申告します。

別居 (回収区分)
住所 １:　回収済

取消
漢
字

有１３０万以上

承　　　　　認
戸籍謄本・抄本 １　　審 ２　　審 入　　　力

所　属　所　受　理　日 住民票　　　年　　　月　　　日

公立学校共済組合東京支部長　殿 申告者住所
〈給付貸付課使用欄〉

　　　年　　　月　　　日
氏　名

事由発生日(       ／       )
事務取扱者氏名 (資格係保存)

東京都教育庁福利厚生部給付貸付課資格係

受理証明書(婚・離・養)
上記の記載事項は事実と相違ないものと認めます。 所　属　所　名

埋火葬許可書・死亡診断書

　　　         年　　　月　　　日
所属所長職氏名

資格確認書等
電 話 番 号 (      　　  )

(公印省略）

資
料

４
－

６



●組合員・被扶養者現況表ファイルレイアウト　提供データ（baseyyyymmdd現況表.csv）

No 項目名称 全半 型
最大

バイト数
備考

1 組合員番号 半角 数字 8

2 所属所コード 半角 英数 7

3 所属所名称 全角 漢字 26

4 銀行コード 半角 数字 4

5 銀行名称 半角 カナ

6 支店コード 半角 数字 3

7 支店名称 半角 カナ

8 口座種別 半角 数字 1 1：普通、2：当座

9 口座番号 半角 数字 7

10 口座カナ名称 半角 カナ 30

11 氏名漢字 全角 漢字 50

12 氏名カナ 半角 カナ 30

13 続柄コード 半角 数字 2 *1のとおり。

14 性別 半角 数字 1 1：男性、2：女性

15 生年月日 半角 数字 7 GEEMMDD(*2)

16 年齢 半角 数字 3

17 基礎年金記号 半角 数字 4

18 基礎年金番号 半角 数字 6

19 郵便番号 半角 数字 8 NNN-NNNN形式。

20 住所１ 全角 漢字 90 市区町村まで。

21 住所２ 全角 漢字 90 住所１以降。※住所は全て印字する（フォントを下げる。二段書きも可）。

22 同別居区分 半角 数字 1 0：空欄、1：同居、2：別居　

23 資格取得・認定日 半角 数字 7 GEEMMDD(*1)　

*1 00：本人、01：夫、02：妻、10：配偶者の子、11：長男、12：二男、13：三男、14：四男、15：五男、16：六男、17：七男、18：八男、
19：九男以上、20：養子、21：長女、22：二女、23：三女、24：四女、25：五女、26：六女、27：七女、28：八女、29：九女以上、31：父、
32：養父、33：義父、41：母、42：養母、43：義母、51：兄、52：弟、53：祖父、54：義兄、55：義弟、56：義祖父、57：孫、61：姉、62：妹、
64：義姉、65：義妹、66：義祖母、67：配偶者の孫、71：曾祖父、72：伯父・叔父、73：甥、74：義曾祖父、75：義伯父・義叔父、76：義甥、
63：祖母、77：曾孫、81：曾祖母、82：伯母・叔母、83：姪、84：義曾祖母、85：義伯母・義叔母、86：義姪、87：配偶者の曾孫、90：子の配偶者、
91：孫の配偶者、92：兄弟姉妹の配偶者、93：甥姪の配偶者、94：曾孫の配偶者、95：伯(叔)父の配偶者、96：伯(叔)母の配偶者、99：その他

*2 Ｇ：元号（1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5：令和）、ＥＥ：和暦年、ＭＭ：月、ＤＤ：日
 ■ 組合員番号が変わるところで改ページする。  
 ■ 組合員番号が変わるまで、№11から№23を繰り返し印字する。

No.7とNo.8の間にハイフン（半角）を入れる

資
料
5
-1



所属所コード

組合員・被扶養者現況表 所属所名称

　

0740206 東京都立新宿高等学校

07654321 銀行 支店 種別 口座番号 口座名カナ

東京　太郎 0001　 ﾐｽﾞﾎ 777 普通 01234567 ﾄｳｷﾖｳ ﾀﾛｳ

本人
昭和00年00月00日

男
00

163-0023
0123-456789

長男
平成00年00月00日

男
00

650-0011
別居

二男
平成00年00月00日

男
00

163-0023
同居

**/**ページ
(×××××）

  対象者氏名カナ
  対象者氏名漢字

平成4年 4月 1日

組合員被扶養者現況表データ
（baseyyyymmdd現況表.csv）

発送用所属所一覧データ(00支部名
eemmdd送付区分.xls)

2

3

3

4

  資格取得日

ﾄｳｷﾖｳ ﾀﾛｳ
東京　太郎

ﾄｳｷｮｳﾄﾁﾖｳ

女
00

ﾄｳｷﾖｳ ｲﾁﾛｳ
東京　一郎

東京都新宿区
西新宿２－８－１第二マンション２０１

性別
年齢

  郵便番号
  同別区分

ﾄｳｷﾖｳ ﾊﾅｺ
東京　花子

妻
昭和00年00月00日

令和    　年    月    日　  現在

東京都新宿区
西新宿２－８－１第二マンション２０１

9876-543210

  続柄
  生年月日

163-0023
同居

 基礎年金番号

公立学校共済組合東京支部  

住所１（都道府県区市町村名）
住所２（住所１以降）

東京都新宿区
西新宿２－８－１第二マンション２０１

兵庫県神戸市中央区
下山手通５－１０－１公立共済ハイツ３０１

ﾄｳｷﾖｳ ｼﾞﾛｳ
東京　次郎

昭和62年 4月 1日

平成4年 8月26日

平成 7年 1月15日

資
料
5
-
2

組合員被扶養者現況表データの№３
発送用所属所一覧データの№４

組合員被扶養者現況表データの№２
発送用所属所一覧データの№３

№11

№1

№4 №5 №6 №7 №9 №10№8

№12

№11

№15№13 №14

№16

№23 №19 №20 №21 №17

№18

№22



資料6－１

公印
30mm

30mm

8mm

43mm

それぞれ用紙の

端からの位置



郵便番号 

住所１ 

住所２   

氏名漢字 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４      １０      

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計      

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：      円 

２ 払込方式            ：各月払い 

３ 払込方法            ：現金振込 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年 月 日  

資料（７－１） 

(払込方法 組合員番号) 

 



郵便番号（Ｎｏ．４） 

住所１  （Ｎｏ．５） 

住所２  （Ｎｏ．６） 

氏名漢字（Ｎｏ．３） 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 
掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４ No.19 No.20 No.21 No.22 No.23、24 １０ No.55 No.56 No.57 No.58 No.59、60 

５ No.25 No.26 No.27 No.28 No.29、30 １１ No.61 No.62 No.63 No.64 No.65、66 

６ No.31 No.32 No.33 No.34 No.35、36 １２ No.67 No.68 No.69 No.70 No.71、72 

７ No.37 No.38 No.39 No.40 No.41、42 １ No.73 No.74 No.75 No.76 No.77、78 

８ No.43 No.44 No.45 No.46 No.47、48 ２ No.79 No.80 No.81 No.82 No.83、84 

９ No.49 No.50 No.51 No.52 No.53、54 ３ No.85 No.86 No.87 No.88 No.89、90 

 計 No.91 No.92 No.93 No.94  

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：No.8 円 

２ 払込方式            ：No.9 

３ 払込方法            ：No.10 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料（７－２） 

可変項目と

する。 

（（月・取 組合員番号（Ｎｏ．２）) 

 



郵便番号 

住所１ 

住所２   

氏名漢字 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４      １０      

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計      

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：      円 

２ 払込方式            ：各月払い 

３ 払込方法            ：口座振替 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料（７－３） 

(払込方法 組合員番号) 

 



 

郵便番号（Ｎｏ．４） 

住所１  （Ｎｏ．５） 

住所２  （Ｎｏ．６） 

氏名漢字（Ｎｏ．３） 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 
掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４ No.19 No.20 No.21 No.22 No.23、24 １０ No.55 No.56 No.57 No.58 No.59、60 

５ No.25 No.26 No.27 No.28 No.29、30 １１ No.61 No.62 No.63 No.64 No.65、66 

６ No.31 No.32 No.33 No.34 No.35、36 １２ No.67 No.68 No.69 No.70 No.71、72 

７ No.37 No.38 No.39 No.40 No.41、42 １ No.73 No.74 No.75 No.76 No.77、78 

８ No.43 No.44 No.45 No.46 No.47、48 ２ No.79 No.80 No.81 No.82 No.83、84 

９ No.49 No.50 No.51 No.52 No.53、54 ３ No.85 No.86 No.87 No.88 No.89、90 

 計 No.91 No.92 No.93 No.94  

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：No.8 円 

２ 払込方式            ：No.9 

３ 払込方法            ：No.10  

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料（７－４） 

可変項目と

する。 

(（月・口） 組合員番号（Ｎｏ．２）) 

 



郵便番号 

住所１ 

住所２   

氏名漢字 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４      １０      

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計      

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：     円 

２ 払込方式            ：半年払い 

３ 払込方法            ：現金振込 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料７－５ 

(払込方法 組合員番号) 

 



郵便番号（Ｎｏ．４） 

住所１  （Ｎｏ．５） 

住所２  （Ｎｏ．６） 

氏名漢字（Ｎｏ．３） 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 
掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４ No.19 No.20 No.21 No.22 No.23、24 １０ No.55 No.56 No.57 No.58 No.59、60 

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計 No.91 No.92 No.93 No.94  

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：No.8 円 

２ 払込方式            ：No.9 

３ 払込方法            ：No.10 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料７－６ 

可変項目と

する。 

(半・取 組合員番号（Ｎｏ．２）) 

 



郵便番号 

住所１ 

住所２  

氏名漢字 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４      １０      

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計      

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：     円 

２ 払込方式            ：年一括払い 

３ 払込方法            ：現金振込 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料７－７ 

(払込方法 組合員番号) 

 



 

郵便番号（Ｎｏ．４） 

住所１  （Ｎｏ．５） 

住所２  （Ｎｏ．６） 

氏名漢字（Ｎｏ．３） 様 

公立学校共済組合東京支部 

１６３－８００１ 

東京都新宿区西新宿 

２丁目８番１号 

東京都教育庁福利厚生部内 

電話番号 03-5320-6822 

任意継続組合員掛金額決定通知書 

月 
掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 
月 

掛金額 支払金額 

(ｱ+ｲ+ｳ) 

支払期限 

（振替日） 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 短期(ｱ) 介護(ｲ) 子ども(ｳ) 

４ No.19 No.20 No.21 No.22 No.23、24 １０      

５      １１      

６      １２      

７      １      

８      ２      

９      ３      

 計 No.91 No.92 No.93 No.94  

１ 任意掛金の算定の標準となる額  ：No.8 円 

２ 払込方式            ：No.9 

３ 払込方法            ：No.10 

あなたの任意継続掛金額が上記のとおり決定しましたのでお知らせします。 

介護保険第２号被保険者に該当する方の任意継続掛金額は、介護掛金分が含まれています。 

半年・年一括払いの場合、年額は割引されています。 

退職時の標準報酬月額が変更された場合、任意継続掛金を追徴または還付する場合があります。その場合

は、公立学校共済組合東京支部から御連絡します。 

なお、払込方法が口座振替の方でも加入月及びその翌月分は、払込取扱票での払込みとなります。 

１ この決定に不服のある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して３か月以内に公

立学校共済組合審査会に審査請求することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日から３か月以内であっても、この決定の日の翌日から起算して

１年を経過すると審査請求することができなくなります。 

２ この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内（審査請求をし

た場合には、当該審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内）に公立

学校共済組合を相手方として（訴訟において公立学校共済組合を代表するものは、公立学校共済組合理事

長となります。）処分の取消しの訴えを提起することができます。 

  なお、この決定があったことを知った日の翌日から起算して６か月以内であっても、この決定の日（又

は裁決の日）の翌日から起算して１年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなりま

す。 

令和９年  月  日 

資料７－８ 

可変項目と

する。 

(年・取 組合員番号（Ｎｏ．２）) 



資
料
７
－
９

350mm

114.3mm

払込取扱票表面



350mm

114.3m

払込取扱票裏面

担当

資
料
７
－
1
0



全支払方法共通印字

資
料
７
－
1
1

短期 ●●●円

介護 ●●●円

子ども ●●●円

組合員氏名

組合員氏名
組合員住所

組合員氏名

組合員氏名



氏名漢字（No.2）

払込期限日（No.37）

払込期限月（No.36）

払込期限年（No.35）

納付年（No.33）

月額掛金計（No.11）

氏名漢字（No.2）
郵便番号（No.5）

組合員番号（No.1）月額掛金計（No.11）

組合員番号（No.1） 納付年（No.33） 納付月（No.34） 住所１（No.3）住所２（No.4）

納付月（No.34）

各月払い

資
料
７
－
1
2

短期掛金月額（No.8）

介護掛金月額（No.9）

子ども掛金月額（No.10）

短期 ●●●円

介護 ●●●円

子ども ●●●円



氏名漢字（No.2）

上期短期掛金（No.12）

上期介護掛金（No.13）

上期子ども掛金（No.14）

払込期限日（No.37）

払込期限月（No.36）

払込期限年（No.35）

納付年（No.33）

上半期掛金計（No.15）

氏名漢字（No.2） 郵便番号（No.5）

組合員番号（No.1）上半期掛金計（No.15）

組合員番号（No.1） 納付年（No.33） 納付月（No.34）
住所１（No.3）住所２（No.4）

納付月（No.34）

半年払い（上半期）

資
料
７
－
1
3

短期 ●●●円

介護 ●●●円

子ども ●●●円



氏名漢字（No.2）

下半期短期掛金（No.16）

下半期介護掛金（No.17）

下半期子ども掛金（No.18）

払込期限日（No.37）

払込期限月（No.36）

払込期限年（No.35）

納付年（No.33）

下半期掛金計（No.19）

氏名漢字（No.2） 郵便番号（No.5）

組合員番号（No.1）下半期掛金計（No.19）

組合員番号（No.1） 納付年（No.33） 納付月（No.34）
住所１（No.3）住所２（No.4）

納付月（No.34）

資
料
７
－
1
3
-
２

半年払い（下半期）

短期 ●●●円

介護 ●●●円

子ども ●●●円



氏名漢字（No.2）

短期掛金年額（No.20）

介護掛金年額（No.21）

子ども掛金年額（No.22）

払込期限日（No.37）

払込期限月（No.36）

払込期限年（No.35）

納付年（No.33）

掛金年額計（No.23）

氏名漢字（No.2） 郵便番号（No.5）

組合員番号（No.1）
掛金年額計（No.23）

組合員番号（No.1） 納付年（No.33） 納付月（No.34） 住所１（No.3）住所２（No.4）

納付月（No.34）

一年払い

資
料
７
－
1
4

短期 ●●●円

介護 ●●●円

子ども ●●●円



組合員番号

組合員番号（印字用） 下３桁以外を「*」に置換

氏名漢字

郵便番号 NNN-NNNN形式

住所１

住所２

対象年度 例）令和4年度→「4」令和10年度→「10」

掛金の標準となる額 例）410000

支払方式 １２月前納／６月前納／毎月払い or （東京支部では一年払い／半年払い／各月払い）

年一括払い／半年払い／各月払い

支払方法 現金振込／口座振替

銀行コード

銀行名

支店コード

支店名

口座名

口座種別 普通／当座／その他

口座番号

口座番号（印字用） *******

短期掛金額 例）372388

介護掛金額 例）66243

子ども掛金額 例）1000

支払金額 例）438631 対象月の支払いがない場合は空

支払期限（月） 例）4月→「4」12月→「12」

支払期限（日） 例）1日→「1」31日→「31」

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

・バイト数は最大バイト数 ・ 出力ファイル名は以下の通り（yymmddは出力日）

・１年目と２年目以降は別ファイルとして出力 1年目 ： NinTuti1yymmdd.csv

2年目以降 ： NinTuti2yymmdd.csv

半角 数字

備
 
考

版 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 任意継続組合員管理 ID 作成元 みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID

備    考

最終更新者

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

作成日 2022/02/01 作成者 小峰

出力ﾃﾞｰﾀ名 任継掛金決定通知書データ ID NinTutiNyymmdd.csv 最終更新日

1 10 半角 英数

2 10 半角 英数

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型

5 90 全角 漢字

6 90 全角 漢字

3 50 全角 漢字

4 8 半角 英数

9 10 全角 漢字

7 2 半角 数字

8 6 半角 数字

10 8 全角 漢字

11 4 半角 数字

12

14 15 半角 カナ

15 30 半角 カナ

引
落
口
座
情
報

15 半角 カナ

13 3 半角 数字

18 7 半角 英数

19 6 半角 数字

16 6 全角 漢字

17 7 半角 数字

23 2 半角 数字

24

20 6 半角 数字

21 6 半角 数字

26 6 半角 数字

27 6 半角 数字

2 半角 数字

25 6 半角 数字

掛
金
情
報

4
月

5
月

28 6

22 6 半角 数字

資
料
７
－
１
５
－
１
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版 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 任意継続組合員管理 ID 作成元 みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID

最終更新者

作成日 2022/02/01 作成者 小峰

出力ﾃﾞｰﾀ名 任継掛金決定通知書データ ID NinTutiNyymmdd.csv 最終更新日

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

6
月

7
月

8
月

9
月

10
月

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考

29

掛
金
情
報

2 半角 数字

30 2 半角 数字

31 6 半角 数字

32 6 半角 数字

33 6 半角 数字

34 6 半角 数字

35

37 6 半角 数字

38 6 半角 数字

2 半角 数字

36 2 半角 数字

2 半角 数字

42 2 半角 数字

39 6 半角 数字

40 6 半角 数字

41

43 6 半角 数字

44 6 半角 数字

45

47 2 半角 数字

48 2 半角 数字

6 半角 数字

46 6 半角 数字

6 半角 数字

52 6 半角 数字

49 6 半角 数字

50 6 半角 数字

51

6 半角 数字

56 6 半角 数字

53 2 半角 数字

54 2 半角 数字

55

備
 
考

2/6



版 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 任意継続組合員管理 ID 作成元 みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID

最終更新者

作成日 2022/02/01 作成者 小峰

出力ﾃﾞｰﾀ名 任継掛金決定通知書データ ID NinTutiNyymmdd.csv 最終更新日

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

数字

63 6 半角 数字

64 6

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考

57 6 半角 数字

58 6 半角

61 6 半角 数字

数字

59 2 半角 数字

60 2 半角 数字

11
月

62 6 半角

半角 数字

65

67 6 半角 数字

68 6 半角 数字

2 半角 数字

66 2 半角 数字

12
月

2 半角 数字

72 2 半角 数字

69 6 半角 数字

70 6 半角 数字

71

74 6 半角 数字

75 1
月

77 2 半角 数字

78 2 半角 数字

6 半角 数字

76 6 半角 数字

掛
金
情
報

6 半角 数字

82 6 半角 数字

79 6 半角 数字

80 6 半角 数字

81 2
月

73 6 半角 数字

備
 
考

83 2 半角 数字

84 2 半角 数字
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版 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 任意継続組合員管理 ID 作成元 みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID

最終更新者

作成日 2022/02/01 作成者 小峰

出力ﾃﾞｰﾀ名 任継掛金決定通知書データ ID NinTutiNyymmdd.csv 最終更新日

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

支払期限（月）

支払期限（日）

短期掛金額

介護掛金額

子ども掛金額

支払金額

備
 
考

91

合
計

6 半角 数字

92 6 半角 数字

93 6 半角 数字

94 6 半角 数字

数字

89 2 半角 数字

90 2 半角 数字

85

掛
金
情
報

3
月

6 半角 数字

86 6 半角 数字

87 6 半角 数字

88 6 半角

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型 備    考
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任意継続組合員管理

東京支部カスタマイズ

払込取扱票印字用データ

組合員番号 ８桁に満たない場合は先頭０埋め

氏名漢字

住所１ 掛金決定通知書、払込取扱票印刷と

住所２ 同内容を出力

郵便番号 ＮＮＮ－ＮＮＮＮ形式

支払方式 一年払い／半年払い／各月払い

支払方法 払込取扱票／口座振替

短期掛金月額 2021/12/10

介護掛金月額 年一括、半期の場合は出力対象外に変更

子ども掛金月額

月額掛金計

上期短期掛金

上期介護掛金

上期子ども掛金

上期掛金計

下期短期掛金

下期介護掛金

下期子ども掛金

下期掛金計

短期掛金年額

介護掛金年額

子ども掛金年額

・バイト数は最大バイト数 ・ 出力ファイル名は以下の通り

・パターン毎に●の項目が出力される

・ 年一括、半期、各月は別ファイルとして出力

NinNohuA1yymmdd.csv NinNohuA2yymmdd.csv

*1 対象期間が1ヶ月の場合、自至に同月を出力する NinNohuB1yymmdd.csv NinNohuB2yymmdd.csv

例） 平成27年 4月から平成27年 4月まで NinNohuC1yymmdd.csv NinNohuC2yymmdd.csv

版 1

ｻﾌﾞｼｽﾃﾑ名 ID 作成元 みずほリサーチ＆テクノロジーズ㈱
仕様書名

出力ファイルレイアウト
(詳細)

システム名 公立学校共済組合 短期給付業務処理システム

ﾌﾞﾛｯｸ名   ID 作成日 2015/09/01 作成者 小峰

出力ﾃﾞｰﾀ名 ID NinTutiXnyymmdd.csv 最終更新日 2025/09/17 最終更新者 小島

年一括 半期 各月
備    考

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型
払込取扱票

●

2 50 全角 漢字 ● ●

1 8 半角 英数 ● ●

●

4 90 全角 漢字 ● ● ●

3 90 全角 漢字 ● ● ●

6 6 全角 漢字 ● ● ●

5 16 全角 英数 ● ● ●

8 8 半角 英数 ●

7 8 全角 漢字 ● ● ●

10 8 半角 英数 ●

9 8 半角 英数 ●

12 8 半角 英数 ●

11 8 半角 英数 ●

14 8 半角 英数 ●

13 8 半角 英数 ●

16 8 半角 英数 ●

15 8 半角 英数 ●

18 8 半角 英数 ●

17 8 半角 英数 ●

20 8 半角 英数 ● ● ●

19 8 半角 英数 ●

21 8 半角 英数 ● ●

備
 
 
考

払込取扱票

半期

各月

●

22 8 半角 英数 ● ●

１年目 ２年目以降

年一括

●

資
料
７
－
１
５
－
２
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掛金年額計

対象年度

掛金の対象期間 「元号ee年mm月から元号ee年mm月まで」例） 平成27年 4月から平成28年 3月まで *1

掛金支払回数 対象月数

前納期間上期（短期） *2 年払いの場合は通年の前納期間

前納期間上期（介護） *2 月払いの場合は通年の支払回数

前納期間上期（子ども） *2

前納期間下期（短期） *2

前納期間下期（介護） *2

前納期間下期（子ども） *2

納付年 元号ee形式

納付月 *3

払込期限年 元号ee形式

払込期限月

払込期限日

半期短期掛金

半期介護掛金

半期子ども掛金

半期掛金計

前納期間半期（短期） 「元号ee年MM月から元号ee年MM月分」

前納期間半期（介護） 「元号ee年MM月から元号ee年MM月分」

前納期間半期（子ども） 「元号ee年MM月から元号ee年MM月分」

所属所コード

*2 *3 年一括：年払＊＊／半期：上期＊＊ or 下期＊＊／各月：対象月（半角数字）

払込取扱票の場合「元号ee年MM月から元号ee年MM月分」

例） 平成27年 4月から平成28年 3月分

※ 対象期間が１ヶ月の場合、自至に同月を出力する

例） H27. 4 から H27. 4 ／ 平成27年 4月から平成27年 4月

備
 
 
考

年一括 半期 各月

文字コード ASCII+S-JIS

ファイル形式 CSV形式（カンマ区切り）

No 項目名称 ﾊﾞｲﾄ数 全半 型
払込取扱票

備    考

24 2 半角 英数 ● ●

23 8 半角 英数 ● ●

●

26 2 半角 英数 ● ● ●

25 32 全／半 漢字 ● ● ●

28 30 全／半 漢字 ● ●

27 30 全／半 漢字 ● ●

30 30 全／半 漢字 ●

29 30 全／半 漢字 ● ●

32 30 全／半 漢字 ●

31 30 全／半 漢字 ●

34 8 全／半 漢字／英数 ● ● ●

33 6 全／半 漢字 ● ● ●

36 2 半角 英数 ● ● ●

35 6 全／半 漢字 ● ● ●

38 8 半角 英数 ●

37 2 半角 英数 ● ● ●

40 8 半角 英数 ●

39 8 半角 英数 ●

42 30 全／半 漢字 ●

41 8 半角 英数 ●

45 10 半角

44 30 全／半 漢字 ●

43 30 全／半 漢字 ●

英数 ● ● ●

6 / 6 ページ
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●退職者資格喪失届ファイルレイアウト（Ｑ_退職者リスト（共済ＣＳＶ出力用）．CSV）

Ｎｏ 項目名称 全半 型 備考

1 所属所コード 半角 数字 ７ケタ

2 所属所名称 全角 漢字

3 組合員番号 半角 数字 ８ケタ

4 氏名 全角 漢字

5 組合員種別 半角 数字

6 退職年月日 半角 数字 yyyy/ｍｍ/dd

7 喪失年月日 半角 数字 yyyy/ｍｍ/dd

 

資
料
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所属所コード　 所属所名称

上記のとおり、必要書類及び回収資格確認書等を添えて届け出ます。

公立学校共済組合東京支部長　殿 （組合員種別）

コード コード

年 月 日 所属所名 1 7

所属所長職氏名 11 17

（公印省略） （喪失理由）

電話番号 （ ） コード コード

事務取扱者氏名 1 11

10 13

※短期組合員の場合、年金関係書類の提出は不要です。

退職 退職届書 転出（地共済） 転出届書

転出（他支部） 異動届書 転出（国共済） 転出届書

一般短期

喪失理由 年金関係書類 喪失理由 年金関係書類

後期短期

組合員種別 組合員種別

令和 一般 後期高齢

有 無

無

10

有9

有 無8

有 無7

無

6

有5

有 無

有 無

有 無

4

3

有 無2

1

年金関係
書類

№
組合員
確認

備考資格確認書
（本人）

資格確認書
（被扶養者）

その他の証

令和８年度末公立学校共済組合退職者資格喪失届書

共

無有

組合員番号 氏　　　名
組合員
種別
コード

退職年月日 喪失年月日
喪失理由
コード

資格確認書等の回収枚数

紛失届

資格担当提出用

※この用紙は資格担当へ提出してください。

１ ２

３ ４ ５ ６ ７

資
料
８
－
２



●公立学校共済組合退職者資格喪失届出力項目レイアウト

Ｎｏ 項目名称

退職者データ
（Ｑ_退職者リスト
（共済CSV出力用）．
CSV）

発送用所属所一覧デー
タ
(00支部名eemmdd送付
区分.xls)

全半 型
文字

ポイント
備考

1 所属所コード 1 3 半角 数字 12 ７ケタ。８ケタ以上の場合は８番目以降の数字を切る。

2 所属所名称 2 4 全角 漢字 12

3 組合員番号 3 半角 数字 11 ８ケタ。８ケタ未満の場合は頭に０を入れ８ケタにする。

4 氏名 4 全角 漢字 11

5 組合員種別 5 半角 数字 11

6 退職年月日 6 半角 数字 11 令和” ”年” ”月” ”日　

7 喪失年月日 7 半角 数字 11 令和” ”年” ”月” ”日

8 ページ 半角 数字 11 ××/××ページ（×××××）

※　喪失届書右下に所属所内の通番(1/2,2/2等)及び総数の通番(ページ)を印字する。

※　喪失届書の１ページの最大行数は10行(見出しを除く。)とする。
※　所属所コードが変わるごと又は行数が10行を超えるごとに改ページする。

※　喪失届書には所属所コードが変わるまで№３から№７を繰り返し印字する。

資
料
8
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（組合員資格喪失以外の手続書類は別封筒にて送付してください。）

郵便番号 電話番号

住　　所

所属所名

所属所コード

      　  令和８年度末公立学校共済組合資格喪失届書

　　　　 回収した資格確認書等

　　　　 年金関係書類（一般組合員のみ）

※角２封筒（表面）に上記内容を直接印刷する。

※文字色は一色（黒）で印刷する。

資格担当宛送付物チェック欄

（人数分揃ってから提出）

〒１６３－８００１

東京都新宿区西新宿２－８－１

　東京都教育庁福利厚生部内

公立学校共済組合東京支部

　　　　　給付貸付課　資格担当　行

令和８年度末退職者喪失届出書類返信専用

※ 任意継続組合員申出書等は絶対に入れないでください。

資料8-4
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●資格喪失証明書ファイルレイアウト

No 項目名称 全半 型
文字

ポイント
備考

1 組合員番号 半角 数字 11・12 8ケタ。8ケタ未満の場合は頭に0を入れ、8ケタにする。①は11ポイント、②は12ポイント

2 生年月日 半角 数字 12 GEEMMDD(*1)

3 郵便番号 半角 数字 10・12 〒”　”とする。　①は10ポイント、②は12ポイント

4 住所１ 全角 漢字 10・12 ①は10ポイント、②は12ポイント

5 住所２ 全角 漢字 10・12 ①は10ポイント、②は12ポイント

6 氏名漢字 全角 漢字 11・14
①は11ポイント、②以降は14ポイント。No.6-②以降は、組合員番号が変わるまで印字。№８～10
も同様

7 氏名カナ 半角 カナ 11

8 続柄 全角 漢字 12 *2のとおり

9 同別居区分 全角 漢字 12 1：同居、2：別居　　続柄コード「0」のデータについては印字箇所なし

10 資格異動日 半角 数字 12・14 GEEMMDD(*1)　　①は14ポイント、②～⑤は12ポイント。①は太字

 ■ 組合員番号が変わるところで改ページする。

*1 Ｇ：元号（1：明治、2：大正、3：昭和、4：平成、5：令和）、ＥＥ：和暦年、ＭＭ：月、ＤＤ：日
*2 ０１：夫、０２：妻、　１０～２９：子、　３１・３２：父、　３３：義父、　４１・４２：母、　４３：義母、　５１：兄、　５２：弟

５３：祖父、　５４：義兄、　５５：義弟、　５６：義祖父、　５７・６７：孫、　６１：姉、　６２：妹、　６３：祖母、　６４：義姉
６５：義妹、　６６：義祖母、　７１：曾祖父、　７２：伯父・叔父、　７３：甥、　７４：義曾祖父、　７５：義伯父・叔父
７６：義甥、　７７：義孫、　８１：曾祖母、　８２：伯母・叔母、　８３：姪、　８４：義曾祖母、　８５：義伯母・叔母
８６：義姪、　８７：配偶者の曾孫、　９０：子の配偶者、　９１：孫の配偶者、　９２：兄弟姉妹の配偶者　
９３：甥姪の配偶者、　９４：義曾孫、　９５：義おば、　９６：義おじ、　９９：その他、　０：本人
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様

　貴殿は、下記の理由により公立学校共済組合の任意継続組合員の資格を喪失しました

ので通知します。

　これに伴い、次の資格喪失日以降は当共済組合の資格確認書等では医療機関での保険

診療は受けられません。

資格喪失日

(フリガナ)

生年月日

〒

３ ４ １ ３ ０ ０ １ ３

喪失

上記のとおり相違ありません。

令和09年04月01日 〒 163-8001
東京都新宿区西新宿2-8-1
公立学校共済組合東京支部長

03-5320-6826電　話

住 所

保 険 者 番 号

名　称

記号

所在地

続 柄

被
扶
養
者

組
合
員

組 合 員 番 号

資 格 異 動 日

保 険 者 名 称

氏 名

公立学校共済組合

　　　　　　　　　喪失

　　　　　　　　　喪失

　　　　　　　　　喪失

被扶養者資格喪失日

番号

　　　　　　　　　喪失

世 帯氏 名

公立東京

資料10-2

資格喪失通知書

記

期間満了のため

組合員資格喪失証明書

３－①

４－①

５－①
６－①

１０－①

６－①

７

２

３－②

４－②

５－②

１

１０－①

６－②

６－③

６－④

６－⑤

８－①

８－②

８－③

８－④

９－①

９－②

９－③

９－④

１０－②

１０－③

１０－④

１０－⑤

(ｷﾘﾄﾘｾﾝ)

公
印



※　長３封筒（表面）に上記内容を直接印刷する。

※　文字色は一色（黒）で印刷する。

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
８
番
１
号

東
京
都
教
育
庁
福
利
厚
生
部
内

公
立
学
校
共
済
組
合
東
京
支
部

給
付
貸
付
課
資
格
担
当

行

任
継

１６３－８００１

２年満了者

切
手
を
貼
っ

てく
だ
さ
い
。

資料10-3



資格情報のお知らせ出力項目レイアウト

No.2 No.3
No.4

No.5

No.5-2

No.6

No.6-2

No.7
No.7-2
No.8

No.8-2

No.9

No.9-2

No.13

No.13-2

No.14

No.14-2 No.15

No.15-2

No.16

No.17

No.18

No.19
No.21

No.22

No.27

No.28

No.29

No.12-2
No.10-2

No.10
No.11
No.12

No.23～26

資料11-1①

163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

デモ 零一八五二一 ”様”

上記No.６（組合員番号）と「資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リスト.xlsx」の

No.30（組合員番号）を照合し、一致した組合員番号の下記情報を差し込み印刷する。

No.31郵便番号、No.32、33住所、No.34氏名

No.31

No.32～33

No.34

詳細は資料11-1②へ

※ No.10、10-2、11、12、12-2について

No10、11、12は交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみデータ出力される。

データ出力されない者（70歳未満）は全て「＊」を印字する。



No.2

No.3

No.4

No.7

No.11

No.14

No.5 No.6

No.8

No.10No.12

No.5-2
No.6-2

No.7-2

No.8-2

No.10-2

No.12-2

資料11-1②

※ No.10、10-2、11、12、12-2について

No10、11、12は交付対象者が70歳以上75歳未満の者のみデータ出力される。

データ出力された者のみ、No.10、10-2、11、12、12-2を印字し、データ出力されない者

（70歳未満）は全て印字しない。

No.14-3



●資格情報のお知らせ差し込み印刷用住所リストファイルレイアウト

Ｎｏ 項目名称 全半 型 備考

30 組合員番号 半角 数字 ８ケタ

31 郵便番号 半角 数字

32 住所１ 全角 漢字/数字 市区町村

33 住所２ 全角 漢字/数字 上記以降

34 氏名 全角 漢字 組合員（本人）の氏名

資料１1－2



 資格情報のお知らせ（下記は負担割合ありのイメージ） 項目 資料1-1 項目No. フォント サイズ Bold 備考

タイトル No.2 MSゴシック 18 〇

保険者名称 No.3 MSUIゴシック 11.25

保険者番号 No.4 MSUIゴシック 11.25

固定文言１ No.16,No.17 MSUIゴシック 11.25

記号ラベル No.5-2 MSUIゴシック 11.25

記号 No.5 MSUIゴシック 11.25

番号ラベル No.6-2 MSUIゴシック 11.25

番号 No.6 MSUIゴシック 11.25

枝番ラベル No.7-2 MSUIゴシック 11.25

枝番 No.7 MSUIゴシック 11.25

氏名ラベル No.8-2 MSUIゴシック 11.25

氏名 No.8 MSUIゴシック 11.25

フリガナラベル No.9-2 MSUIゴシック 11.25

フリガナ No.9 MSUIゴシック 11.25

負担割合・発効年月日ラベル No.10-2 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

負担割合・発効年月日 No.10,No.11 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

有効期限ラベル No.12-2 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

有効期限 No.12 MSUIゴシック 11.25 負担割合ありの場合のみ印字 出力データブランクの場合、全て「＊」

資格取得年月日ラベル No.13-2 MSUIゴシック 11.25

資格取得年月日 No.13 MSUIゴシック 11.25

交付年月日ラベル No.14-2 MSUIゴシック 11.25

交付年月日 No.14 MSUIゴシック 11.25

保険者名ラベル No.15-2 MSUIゴシック 11.25

保険者名 No.15 MSUIゴシック 11.25

固定文言２ No.18,19.20 MSUIゴシック 11.25 〇

固定文言３ No.23,24,25,26 MSUIゴシック 11.25

固定文言４ No.27,28 MSUIゴシック 9

切り取り部タイトル MSUIゴシック 9

切り取り部内各項目 MSUIゴシック 9 負担割合・発効年月日、有効期限は負担割合ありの場合のみ印字

切り取り部最下部固定文言 MSUIゴシック 9 〇

郵便番号 No.31 MSUIゴシック 10

住所 No.32,33 MSUIゴシック 10

氏名 No.34 MSUIゴシック 10

資
料
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163-8001

東京都新宿区西新宿2-8-1

デモ 零一八五二一 ”様”



資格情報のお知らせの送付に用いる封筒の規格 

サイズ 洋長３封筒（235mm×120mm）
用紙 ハーフトーン99 ホワイト 80g  
グラシン窓 半透明のグラシン紙　左下1か所
色 カラー印刷

●窓位置は、資格情報のお知らせの左下部（差し込み印刷）が見えるように調整すること。
●グラシン窓のグラシン紙については、中の宛名がよく見えるものを使用すること。
●裏面は白紙
●封筒のフラップは、エクセル標準の色：薄い青にすること。

235mm

120mm

エクセル標準の色：薄い青を使用

フラップの色は、これと同じ色にする。

〒163-8001

東京都新宿区西新宿２－８－１

共済 太郎 様

資
料
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１

－
４



資料共通１

取りまとめ先一覧（見本）
№ 分類 名称 担当部署 郵便番号 住所1 住所2 所属所数 配送区分

1 区市教育委員会 千代田区教育委員会 子ども・教育部指導課　人事係 102-8688 千代田区 九段南１－2－１ 19 区
2 区市教育委員会 中央区教育委員会 指導室　教職員係 104-8404 中央区 築地1-1-1 36 区
3 区市教育委員会 港区教育委員会 庶務課　教職員係 105-8511 港区 芝公園1-5-25 41 区
4 区市教育委員会 新宿区教育委員会 教育指導課　教職員係 160-8484 新宿区 歌舞伎町１－４－１ 57 区
5 区市教育委員会 文京区教育委員会 教育推進部　教育指導課 112-0003 文京区 春日1-16-21 40 区
6 区市教育委員会 台東区教育委員会 庶務課　経理係 110-8615 台東区 東上野４－５－６ 37 区
7 区市教育委員会 墨田区教育委員会 庶務課　庶務・教職員担当 130-8640 墨田区 吾妻橋1-23-20墨田区役所１１階 42 区
8 区市教育委員会 江東区教育委員会 庶務課　職員第二係 135-8383 江東区 東陽4-11-28 86 区
9 区市教育委員会 品川区教育委員会 指導課　教職員人事係 140-8715 品川区 広町2-1-36 55 区

10 区市教育委員会 目黒区教育委員会 教育指導課　教職員係 153-8573 目黒区 上目黒2-19-15 34 区

50 教育庁出張所等 教育庁　福利厚生部給付貸付課 163-8001 新宿区 西新宿２－８－１　都庁第二本庁舎14階南側 29 手持ち
51 教育庁出張所等 教育庁大島出張所 100-0101 大島町 元町字赤禿９０－１４ 1 直送
52 教育庁出張所等 教育庁八丈出張所 100-1401 八丈島 八丈町大賀郷２４６６－２ 1 直送
53 教育庁出張所等 教育庁三宅出張所 100-1102 三宅村 伊豆６４２ 1 直送
54 教育庁出張所等 教育庁小笠原出張所 100-2101 小笠原村 父島字西町 1 直送
55 教育庁出張所等 東京都教職員研修センター 113-0033 文京区 本郷一丁目３番３号 1 直送
56 教育庁出張所等 東京都教育相談センター 169-0074 新宿区 北新宿4-6-1 東京都子供家庭総合センター４階 1 直送
57 教育庁出張所等 東京都多摩教育事務所　 190-0022 立川市 錦町4-6-3 1 直送
58 教育庁出張所等 東京都立中央図書館 106-8575 港区 南麻布５－７－１３ 1 直送
59 郡部島嶼地区 瑞穂第一小学校 190-1221 西多摩郡 瑞穂町大字箱根ｹ崎２２８７　　　　 1 直送
88 郡部島嶼地区 新島中学校 100-0402 新島村 本村４－１０－１２ 1 直送
89 郡部島嶼地区 式根島中学校 100-0511 新島村 式根島１６６ 1 直送
90 郡部島嶼地区 神津中学校 100-0601 神津島村 1741 1 直送
91 郡部島嶼地区 三宅小学校 100-1102 三宅村 伊豆４６８ 1 直送
92 郡部島嶼地区 三宅中学校 100-1102 三宅村 伊豆４７０ 1 直送
93 郡部島嶼地区 御蔵島小学校 100-1301 御蔵島村 1 直送
94 郡部島嶼地区 御蔵島中学校 100-1301 御蔵島村 1 直送
95 郡部島嶼地区 三根小学校 100-1511 八丈町 三根３４１ 1 直送
96 郡部島嶼地区 大賀郷小学校 100-1401 八丈町 大賀郷１５ 1 直送
97 郡部島嶼地区 末吉小学校 100-1622 八丈町 末吉２６４８ 1 直送
98 郡部島嶼地区 三原小学校 100-1623 八丈町 中之郷２４７４-1 1 直送
99 郡部島嶼地区 青ヶ島小学校 100-1701 青ヶ島村 1 直送

100 郡部島嶼地区 富士中学校 100-1511 八丈町 三根４６５５ 1 直送
101 郡部島嶼地区 大賀郷中学校 100-1401 八丈町 大賀郷３０７３ 1 直送
102 郡部島嶼地区 三原中学校 100-1623 八丈町 中之郷２４７４ 1 直送
103 郡部島嶼地区 青ヶ島中学校 100-1701 青ヶ島村 1 直送
104 郡部島嶼地区 小笠原小学校 100-2101 小笠原村 父島宮之浜道 1 直送
105 郡部島嶼地区 母島小学校 100-2211 小笠原村 母島字元地 1 直送
106 郡部島嶼地区 小笠原中学校 100-2101 小笠原村 父島宮之浜道之浜道 1 直送
107 郡部島嶼地区 母島中学校 100-2211 小笠原村 母島字元地 1 直送
108 郡部島嶼地区 利島村立利島小中学校 100-0301 利島村 87番地 1 直送
109 調理場等 世田谷区立太子堂調理場 154-0004 世田谷区 太子堂１－３－４６ 1 直送
128 島しょ都外都立学校 大島高等学校 100-0101 大島町 元町八重の水１２７ 1 直送
129 島しょ都外都立学校 大島海洋国際高等学校 100-0211 大島町 差木地下原 1 直送
130 島しょ都外都立学校 新島高校 100-0402 新島 新島村本村４－１０－１ 1 直送
131 島しょ都外都立学校 神津高校 100-0601 神津島 神津島村１６２０ 1 直送
132 島しょ都外都立学校 三宅高校 100-1211 三宅島 三宅村坪田４５８６ 1 直送
133 島しょ都外都立学校 八丈高等学校 100-1401 八丈島 八丈町大賀郷３０２０ 1 直送
134 島しょ都外都立学校 小笠原高等学校 100-2101 小笠原村 小笠原父島字清瀬 1 直送
135 島しょ都外都立学校 東京都立しいの木特別支援学校 299-0118 千葉県市原市 椎津２５９０－２ 1 直送
136 区立養護学校等 板橋区立天津わかしお学校 299-5503 千葉県鴨川市 天津1990 1 直送
137 区立養護学校等 葛飾区立保田しおさい学校 299-1909 千葉県安房郡 鋸南町大六180-2 1 直送
138 区立養護学校等 大田区立館山さざなみ学校 294-0223 千葉県館山市 洲宮768-117 1 直送
139 その他所属 都立大学健康福祉学部 116-8551 荒川区 東尾久７－２－１０ 1 直送
140 その他所属 都立産業技術大学院大学 140-0011 品川区 東大井１－１０－４０ 1 直送
141 その他所属 都立大学システムデザイン学部 191-0065 日野市 旭が丘６－６ 1 直送
142 その他所属 東京都公立大学法人新宿事務所 163-0926 新宿区 西新宿２－３－１新宿モノリスビル２６階 1 直送
143 その他所属 都立大学晴海キャンパス 104-0053 中央区 晴海１－２－２ 1 直送

144
その他所属

東京都公立大学法人総務部人事課
給与福利係 192-0397 八王子市 南大沢１－１ 14 区

145 その他所属 都立産業技術高専品川キャンパス 140-0011 品川区 東大井１－１０－４０ 1 直送
146 その他所属 都立産業技術高専荒川キャンパス 116-0003 荒川区 南千住８－１７－１ 1 直送
147 その他所属 公立学校共済組合東京宿泊所 107-0062 港区 南青山４－１７－５８ 1 直送
148 その他所属 公立学校共済組合関東中央病院 158-8531 世田谷区 上用賀６－２５－１ 1 直送
149 その他所属 公立学校共済組合本部 101-0062 千代田区 神田駿河台２－９－５ 1 直送
150 その他所属 東京都教職員組合 102-0084 千代田区 二番町12-1 全国教育文化会館内 1 直送
151 その他所属 東京都高等学校教職員組合 101-0003 千代田区 一ツ橋2-6-2   日本教育会館５Ｆ 1 直送
152 その他所属 東京都庁職員労働組合 163-8001 新宿区 西新宿２－８－１第二庁舎３２F 1 直送
153 その他所属 東京都障害児学校教職員組合 102-0084 千代田区 二番町12-1 全国教育文化会館４Ｆ 1 直送
154 その他所属 東京都公立学校教職員組合 101-0003 千代田区 一ツ橋2-6-2   日本教育会館５Ｆ 1 直送
155 学校経営支援センター 東部学校経営支援センター 管理課　管理担当 113-0033 文京区 本郷１－３－３　５F 43 区
156 学校経営支援センター 東部学校経営支援センター支所 経営支援室 130-0002 墨田区 業平１－７－４ 43 区
157 学校経営支援センター 西部学校経営支援センター 管理課　管理担当 190-8543 立川市 錦町4-6-3 50 区
158 学校経営支援センター 西部学校経営支援センター支所 経営支援室 189-0014 東村山市 本町１－２３－９ 40 区
159 学校経営支援センター 中部学校経営支援センター 管理課　管理担当 151-0073 渋谷区 笹塚１－２６－９ 39 区
160 学校経営支援センター 中部学校経営支援センター支所 経営支援室 170-0013 豊島区 東池袋４－２３－９ 39 区
161 郡部島嶼地区 奥多摩町立奥多摩中学校 198-0212 西多摩郡 奥多摩町氷川７６０ 1 直送
162 調理場等 狛江市立中学校給食センター 201-0001 狛江市 西野川４－８－１ 1 直送

163
その他所属

東京都立大学丸の内サテライトキャン
パス 100-0005 千代田区 丸の内１－４－１ 丸の内永楽ビルディング18階 1 直送

164 調理場等 東大和市立学校給食センター 207-0022 東大和市 桜ヶ丘２－１４２－４１ 1 直送
165 調理場等 府中市立学校給食センター 183-0003 府中市 府中市朝日町３－１３ 1 直送
166 調理場等 福生市学校給食センター 197-0003 福生市 福生市熊川１６０６－１ 1 直送
167 調理場等 武蔵村山市防災食育センター 208-0022 武蔵村山市 榎3-30-1 1 直送

省略



所属所番号 所属所名 取り纏め先№ 配送区分
0710115 千代田区立麹町幼稚園 1
0710116 千代田区立九段幼稚園 1
0710117 千代田区立番町幼稚園 1
0710202 中央区立泰明幼稚園 2
0710203 中央区立京橋幼稚園 2
0710204 中央区立中央幼稚園 2
0710307 港区立赤羽幼稚園 3
0710309 港区立芝浦幼稚園 3
0710310 港区立三光幼稚園 3

0310101 教育庁総務部総務課（総総） 50
0310104 教育庁総務部総務課（総広） 50
0310105 教育庁総務部総務課（総法） 50
2790102 公立学校共済組合東京支部 50
0310124 教育庁大島出張所 51 直送
0310126 教育庁八丈出張所 52 直送
0310125 教育庁三宅出張所 53 直送
0313501 東京都教職員研修センター 55 直送
0726201 瑞穂町立瑞穂第一小学校 59 直送
0726401 日の出町立大久野小学校 64 直送
0726402 日の出町立平井小学校 65 直送
0726403 日の出町立本宿小学校 66 直送
0726601 檜原村立檜原小学校 67 直送
0726701 奥多摩町立古里小学校 68 直送
0726702 奥多摩町立氷川小学校 69 直送
0736201 瑞穂町立瑞穂中学校 70 直送
0736202 瑞穂町立瑞穂第二中学校 71 直送
0736401 日の出町立大久野中学校 72 直送
0736402 日の出町立平井中学校 73 直送
0736601 檜原村立檜原中学校 74 直送
0727108 大島町立つばき小学校 77 直送
0727109 大島町立さくら小学校 78 直送
0727110 大島町立つつじ小学校 79 直送
0737701 八丈町立富士中学校 100 直送
0737702 八丈町立大賀郷中学校 101 直送
0737703 八丈町立三原中学校 102 直送
2790301 公立学校共済組合関東中央病院 148 直送
0736704 奥多摩町立奥多摩中学校 161 直送
0794901 狛江市立中学校給食センター 162 直送
3672617 都立大学丸の内キャンパス 163 直送
0795003 東大和市学校給食センター 164 直送
0793603 府中市立学校給食センター 165 直送
0794803 福生市学校給食センター 166 直送
0795304 武蔵村山市防災食育センター 167 直送
合計2389

発送用所属所一覧（見本）

省略
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電子情報処理委託に係る標準特記仕様書 

 

 

委託者から電子情報処理の委託を受けた受託者は、契約書及び仕様書等に定めのない事項について、

この特記仕様書に定める事項に従って契約を履行しなければならない。 

 

 

１ サイバーセキュリティポリシーを踏まえた業務の履行 

受託者は、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準の趣

旨を踏まえ、以下の事項を遵守しなければならない。 

 

２ 業務の推進体制 

(1) 受託者は、契約締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、当該業務に関す

る責任者、作業体制、連絡体制及び作業場所についての記載並びにこの特記仕様書を遵守し業

務を推進する旨の誓約を書面にし、委託者に提出すること。 

(2) (1)の事項に変更が生じた場合、受託者は速やかに変更内容を委託者に提出すること。 

 

３ 業務従事者への遵守事項の周知 

(1) 受託者は、この契約の履行に関する遵守事項について、委託業務の従事者全員に対し十分に

説明し周知徹底を図ること。 

(2) 受託者は、(1）の実施状況を書面にし、委託者に提出すること。 

 

４ 秘密の保持 

受託者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約終了後も同様

とする。 

 

５ 目的外使用の禁止 

受託者は、この契約の履行に必要な委託業務の内容を他の用途に使用してはならない。また、こ

の契約の履行により知り得た内容を第三者に提供してはならない。 

 

６ 複写及び複製の禁止 

受託者は、この契約に基づく業務を処理するため、委託者が貸与する原票、資料、その他貸与品

等及びこれらに含まれる情報（以下「委託者からの貸与品等」という。）を、委託者の承諾なくし

て複写及び複製をしてはならない。 

 

７ 作業場所以外への持出禁止 

受託者は、委託者が要請又は承認する場合を除き、委託者からの貸与品等（複写及び複製したも

のを含む。）について、２(1)における作業場所以外へ持ち出してはならない。 

 

８ 情報の保管及び管理 

受託者は、委託業務に係る情報の保管及び管理に万全を期するため、委託業務の実施に当たって

以下の事項を遵守しなければならない。 

(1) 全般事項 

ア  契約履行過程 

別添１ 
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(ｱ) 以下の事項について安全管理上必要な措置を講じること。 

ａ  委託業務を処理する施設等の入退室管理 

ｂ  委託者からの貸与品等の使用及び保管管理 

ｃ  仕様書等で指定する物件（以下「契約目的物」という。）、契約目的物の仕掛品及び契

約履行過程で発生した成果物（出力帳票及び電磁的記録物等。「８ 情報の保管及び管理」

において、以下同じ。）の作成、使用及び保管管理 

ｄ  その他、仕様書等で指定したもの 

(ｲ) 委託者から(ｱ)の内容を確認するため、委託業務の安全管理体制に係る資料の提出を求め

られた場合は直ちに提出すること。 

イ  契約履行完了時 

(ｱ) 委託者からの貸与品等を、契約履行完了後速やかに委託者に返還すること。 

(ｲ) 契約目的物の作成のために、委託業務に係る情報を記録した一切の媒体（紙及び電磁的記

録媒体等一切の有形物）（以下「記録媒体」という。）については、契約履行完了後に記録

媒体上に含まれる当該委託業務に係る情報を全て消去すること。 

(ｳ) (ｲ)の消去結果について、記録媒体ごとに、消去した情報項目、数量、消去方法及び消去日

等を明示した書面で委託者に報告すること。 

(ｴ) この特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。また、再委託を行った場合は

再委託先における状況も同様に報告すること。 

ウ  契約解除時 

イの規定の「契約履行完了」を「契約解除」に読み替え、規定の全てに従うこと。 

エ  事故発生時 

契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生した成果物及び委託者から

の貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、その事故の発生場所及び発生状

況等を詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の要請に従うこと。 

(2) アクセスを許可する情報に係る事項 
受託者は、アクセスを許可する情報の種類と範囲、アクセス方法について、業務着手前に委託

者から承認を得ること。 

(3) 個人情報及び機密情報の取扱いに係る事項 

委託者からの貸与品等及び契約目的物に記載された個人情報は、全て委託者の保有個人情報で

ある（以下「個人情報」という。）。また、委託者が機密を要する旨を指定して提示した情報及

び委託者からの貸与品等に含まれる情報は、全て委託者の機密情報である（以下「機密情報」と

いう。）。ただし、委託者からの貸与品等に含まれる情報のうち、既に公知の情報、委託者から

受託者に提示した後に受託者の責めによらないで公知となった情報、及び委託者と受託者による

事前の合意がある情報は、機密情報に含まれないものとする。 

個人情報及び機密情報の取扱いについて、受託者は、以下の事項を遵守しなければならない。 

ア 個人情報及び機密情報に係る記録媒体を、施錠できる保管庫又は施錠及び入退室管理の可能

な保管室に格納する等適正に管理すること。 

イ アの個人情報及び機密情報の管理に当たっては、管理責任者を定めるとともに、台帳等を設

け個人情報及び機密情報の管理状況を記録すること。 

ウ 委託者から要求があった場合又は契約履行完了時には、イの管理記録を委託者に提出し報告

すること。 

エ 個人情報及び機密情報の運搬には盗難、紛失、漏えい等の事故を防ぐ十分な対策を講じるこ

と。 

オ (1)イ(ｲ)において、個人情報及び機密情報に係る部分については、あらかじめ消去すべき情

報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面により委託者に申し出て、委託者の承諾を得
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るとともに、委託者の立会い又は監督のもとで消去を行うこと。委託者が管理する個人番号利

用事務系の記録媒体においては、物理的な破壊又は磁気的な破壊等の方法により行うとともに、

委託者が抹消措置の完了まで立会い等のもとで消去を実施、又は破壊の証拠写真若しくはカメ

ラ映像の記録等確実に復元が不可能であることを証明する資料を添付資料として提出するこ

と。 

カ (1)エの事故が、個人情報及び機密情報の漏えい、滅失、毀損等に該当する場合は、漏えい、

滅失、毀損した個人情報及び機密情報の項目、内容、数量、事故の発生場所及び発生状況等を

詳細に記載した書面をもって、遅滞なく委託者に報告し、委託者の要請に従うこと。 

キ カの事故が発生した場合、受託者は二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、委

託者に可能な限り情報を提供すること。 

ク (1)エの事故が発生した場合、委託者は必要に応じて受託者の名称を含む当該事故に係る必

要な事項の公表を行うことができる。 

ケ 委託業務の従事者に対し、個人情報及び機密情報の取扱いについて必要な教育及び研修を実

施すること。なお、教育及び研修の計画及び実施状況を書面にて委託者に提出すること。 

コ その他、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号）に従って、本委託業務に係る

個人情報を適切に扱うこと。 

 

９ 委託者の施設内での作業 

(1) 受託者は、委託業務の実施に当たり、委託者の施設内で作業を行う必要がある場合には、委託

者に作業場所、什器、備品及び通信施設等の使用を要請することができる。 

(2) 委託者は、(1)の要請に対して、使用条件を付した上で、無償により貸与又は提供することが

できる。 

(3) 受託者は、委託者の施設内で作業を行う場合は、次の事項を遵守するものとする。 

ア 就業規則は、受託者の定めるものを適用すること。 

イ 受託者の発行する身分証明書を携帯し、委託者の要請があった場合はこれを提示すること。 

ウ 受託者の社名入りネームプレートを着用すること。 

エ その他、(2)の使用に関し委託者が要請すること。 

 

10 再委託の取扱い 

(1)受託者は、本業務の全部又は主要な部分を一括して第三者に委託してはならない 。 

(2)受託者は、この契約の履行に当たり、再委託を行う場合には、あらかじめ再委託を行う旨を書面

又は電磁的記録により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。 

(3) (2)の書面又は電磁的記録には、以下の事項を記載するものとする。 

ア 再委託の理由 

イ 再委託先の選定理由 

ウ 再委託先に対する業務の管理方法 

エ 再委託先の名称、代表者及び所在地 

オ 再委託する業務の内容 

カ 再委託する業務に含まれる情報の種類（個人情報及び機密情報については特に明記するこ

と。） 

キ 再委託先のセキュリティ管理体制（個人情報、機密情報、記録媒体の保管及び管理体制につ

いては特に明記すること。） 

ク 再委託先がこの特記仕様書の１及び３から９までに定める事項を遵守する旨の誓約 

ケ その他、委託者が指定する事項 

(4) 再委託先は、以下の者であってはならない。 
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ア 東京都競争入札参加有資格者指名停止等措置要綱(平成18 年４月１日付17 財経総第1543

号)に基づく指名停止期間中の者 

イ 東京都契約関係暴力団等対策措置要綱(昭和62 年１月14 日付61 財経庶第922 号)第５条第

１項の規定による排除措置期間中の者」 

(5) 受託者は、再委託の申し出を行う際には、委託者に対して２(1)の作業体制に再委託を含めて

提出すること。 

(6) この特記仕様書の１及び３から９までに定める事項については、受託者と同様に、再委託先に

おいても遵守するものとし、受託者は、再委託先がこれを遵守することに関して一切の責任を負

う。 

 

11 実地調査及び要請等 

(1) 委託者は、必要があると認める場合には、受託者の作業場所の実地調査を含む受託者の作業状

況の調査及び受託者に対する委託業務の実施に係る要請を行うことができる。 

(2) 受託者は、(1)の規定に基づき、委託者から作業状況の調査の実施要求又は委託業務の実施に  

係る要請があった場合には、それらの要求又は要請に従わなければならない。 

(3) 委託者は、(1)に定める事項を再委託先に対しても実施できるものとする。 

 

12 情報の保管及び管理等に対する義務違反 

(1) 受託者又は再委託先において、この特記仕様書の３から９までに定める情報の保管及び管理等

に関する義務違反又は義務を怠った場合には、委託者は、この契約を解除することができる。 

(2) (1)に規定する受託者又は再委託先の義務違反又は義務を怠ったことによって委託者が損害を

被った場合には、委託者は受託者に損害賠償を請求することができる。委託者が請求する損害賠

償額は、委託者が実際に被った損害額とする。 

 

13 契約不適合責任 

(1) 契約目的物に、この契約の内容に適合しないものがあるときは、委託者は、受託者に対して相

当の期間を定めてその修補による履行の追完又はこれに代えて若しくは併せて損害の賠償を請

求することができる。 

(2) (1)の規定によるこの契約の内容に適合しないものの修補による履行の追完又はこれに代えて

若しくは併せて行う損害賠償の請求に伴う通知は、委託者がその不適合を知った日から１年以内

に、これを行わなければならない。 

 

14 著作権等の取扱い 

この契約により作成される納入物の著作権等の取扱いは、以下に定めるところによる。 

(1) 受託者は、納入物に係る著作権（著作権法（昭和45年法律第48号）第27条及び第28条に規定す

る権利を含む。）の全部を、この契約の対価の支払いをもって委託者に移転する。納入物納品後

から委託者に著作権を移転するまでの期間、委託者に対し納入物の利用を認めることとする。た

だし、納入物に利用又は内包されている著作物にかかる著作権のうち、受託者又は第三者（委託

者と受託者以外の者を言い、著作物の提供者をはじめ、受託者の従業員、本特記仕様書10の規定

による再委託先及びその従業員を含む。「14 著作権等の取扱い」において、以下同じ。）がこ

の契約の締結以前から有していたものは、これを留保する。 

(2) 受託者は、（1）ただし書きで自己に著作権を留保した著作物について、委託者がその運用の

ために最低限必要な範囲で、著作権法第21条から第26条までの規定に抵触しない範囲で稼働する

こと（以下「使用」という。）及び同法第27条、第28条に規定する翻案及びその利用（以下「改

変」という。）を行うことを認めるものとする。 



<令和7年11月改正> 

(3) 受託者は、（1）ただし書きで第三者に著作権を留保した著作物について、委託者がその運用

のために最低限必要な範囲での使用、改変を行うことを認めるよう、第三者との権利調整を行う

こと。 

(4) 受託者は、委託者に移転せずに留保した著作権がある場合、権利の保有者、権利内容及び権利

範囲の内訳を明らかにし、委託者に書面で提出すること。 

(5) 受託者は、納入物のうち委託者に著作権を譲渡する著作物及び委託者に著作物の改変を認め

る範囲において、著作権法第19条に規定する氏名表示権及び同法第20条に規定する同一性保持権

（以下「氏名表示権及び同一性保持権」という。）を行使しないものとする。 

(6) 受託者は、納入物のうち、委託者に著作権を譲渡する著作物及び委託者に著作物の改変を認

める範囲において、第三者が氏名表示権及び同一性保持権を行使しないよう、権利調整を行うこ

と。 

(7) 前（2）から（6）までにかかる対価は、この契約の契約金額に含むものとする。 

(8) この契約の履行に当たり、特許権等の産業財産権の取得を検討すべき発明、考案等が行われ

た場合は、別途取扱いを協議する。 

(9) 納入物に関し、第三者から著作権、特許権、その他知的財産権等の侵害の申立てを受けた場

合、受託者の責任と費用をもって処理するものとする。 

 

15 運搬責任 

この契約に係る委託者からの貸与品等及び契約目的物の運搬は、別に定めるものを除くほか受託

者の責任で行うものとし、その経費は受託者の負担とする。 



個人情報の取扱いに関する標準特記仕様書 

 

 公立学校共済組合東京支部（以下「委託者」という。)から個人情報を取り扱う業務

の委託を受けた受託者（以下「受託者」という。）は、契約書、仕様書等に定める事項

のほか、この特記仕様書に従って契約を履行しなければならない。 

 

第１章 総則 

 

（個人情報の保護） 

第１条 受託者は、この契約による業務を処理する上で個人情報を取り扱う場合、本特記

仕様の規定に従うとともに、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号。以

下「個人情報保護法」という。）、公立学校共済組合個人情報保護規程その他関係法令を

遵守し、東京都教育委員会個人情報取扱事務要綱（平成 17年 9月 22日付 17教総総第 1009

号）第２に定める管理体制及び委託者が定める安全管理基準（「東京都教育委員会保有個

人情報の安全管理に関する基準」（令和 5年 4月 27日付 5教総総第 309号））に準じ、同

等以上の水準により個人情報を保護しなければならない。 

 

（秘密等の保持） 

第２条 受託者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報の内容をこの契約以外

の目的で他人に知らせ、また、この契約以外の目的に利用してはならない。 

２ 受託者は、この契約が終了し、又は解除された後においても、前項の規定を遵守しな

ければならない。 

３ 受託者は、顧客情報等の営業秘密を取り扱う場合、経済産業省が策定する営業秘密管

理指針（平成 15年 1月 30日（最終改訂：平成 31年 1月 23日））において示される水準

以上の対策を講ずるものとする。 

 

（個人情報等の取扱い） 

第３条 受託者は、この契約による業務を処理する上で、個人情報保護法第２条第１項に

定める個人情報等（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成 25年法律第 27号。以下「番号利用法」という。）第２条第８号に定める特

定個人情報を含む。以下同じ。）を取り扱う場合は、個人情報保護法その他関係法令の規

定に従い、個人の権利利益を侵すことのないよう最大限努めなければならない。 

なお、取り扱う個人情報等に加工等が施される場合、この契約における個人情報等は、

個人情報保護法第２条第５項に定める仮名加工情報及び同条第６項に定める匿名加工情

報並びに同条第７項に定める個人関連情報を含むものとする。 

別添２



（受託者に提供する個人情報等の範囲） 

２ この契約による業務の処理に際して、委託者が受託者に対して提供する個人情報等（以

下「委託者提供個人情報等」という。）がある場合、委託者は、その提供する個人情報等

の件名及び件数等について、委託者提供個人情報等一覧（目録 A）に記載し、事前にその

旨を明示する。 

 なお、この契約による業務の処理に際して、受託者が都民及び委託者以外の第三者か

ら直接取得する個人情報等（以下「受託者取得個人情報等」という。）がある場合、委託

者は、その取得が予定される個人情報等の件名や件数等について、可能な限り具体的に

見積を行った上で、その内容を、受託者取得個人情報等一覧（目録 B）に記載し、事前に

その旨を明示する。 

この場合、受託者は、業務の進捗等を報告するに当たって、必要に応じ、目録 B「受託

者取得個人情報等一覧」の記載内容を修正し、委託者に報告するものとする。受託者取

得個人情報等のうち、目録に定めがないものについては、委託者及び受託者間で別途合

意をした上で、当該受託者取得個人情報等の処理権限を定めるものとする。 

（表明保証） 

３ 受託者は、この契約において取り扱う個人情報等を処理する場合には、その作成、取

得及び提供等について、個人情報保護法に定められている手続を履行していることを保

証するものとする。 

（権限） 

４ 受託者は、この契約で明示的に規定されるものを除き、この契約において取り扱う個

人情報等について開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び提供の停止

を行うことのできる権限を有しない。 

 

第２章 安全管理体制 

（責任体制の整備） 

第４条 受託者は、個人情報等の安全管理について、内部における責任体制（個人情報等

の漏えいの発生等に備えた連絡・対処体制を含む。）を構築し、その体制を維持しなけれ

ばならない。 

 

（責任者及び従事者） 

第５条 受託者は、この契約の締結後直ちに委託業務を履行できる体制を整えるとともに、

この契約による個人情報等の取扱いの責任者及び業務に従事する者（以下「従事者」と

いう。）を定め、前条の責任体制とともに、連絡体制並びにこの特記仕様書を遵守し業務

を推進する旨の誓約について、あらかじめ委託者に届け出なければならない。これらを

変更しようとするときも、同様とする。 



なお、この契約による業務の処理に際して、受託者が番号利用法第２条第５項及び第

８項に定義する個人番号及びこれらの個人番号をその内容に含む特定個人情報と同等の

水準により管理された個人情報（以下「特定個人情報等」という。）を取り扱う場合、委

託者は、その取扱いが予定される特定個人情報等の件名や件数等について、具体的に見

積りを行った上で、その内容を目録 C「特定個人情報同等水準管理情報一覧」）に記載し、

事前にその旨を明示する。 

また、受託者は、目録 C「特定個人情報同等水準管理情報一覧」に記載された特定個人

情報等の監査者を定め、あらかじめ委託者に届けなければならない。 

２ 受託者は、責任者に、従事者が本特記仕様に定める事項を適切に実施するよう監督さ

せなければならない。また、受託者は、従事者に、責任者の指示に従い本特記仕様を遵

守させなければならない。 

３ 受託者は、責任者及び従事者を変更する場合の手続を定めなければならない。 

  なお、特定個人情報等と同等の水準により管理すべき個人情報がある場合、監査者は、

受託者における第１項に定める個人情報の管理状況を定期に及び必要に応じ随時に監査

する。受託者は、監査の結果を踏まえ、個人情報の管理に不適切な点があると認めると

きは、直ちに是正措置を講じなければならない。 

４ 受託者は、従事者に対し、在職中及び退職後においても、受託業務により知り得た個

人情報等を他に漏らしてはならないことなど、個人情報保護に関して必要な事項の周知

徹底をしなければならない。 

５ 受託者は、委託者の指示又は承認がある場合を除き、個人情報等を含む貸与品等（複

写及び複製をしたものを含む。）について、１により委託者に提出した作業場所以外の場

所へ持ち出してはならない。 

 

（派遣労働者） 

第６条 受託者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣

契約書に、秘密保持義務等個人情報等の取扱いに関する事項を明記しなければならない。

その場合の守秘義務の期間は、第２条に準ずるものとする。 

２ 受託者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受託者

と派遣元との契約内容にかかわらず、委託者に対して派遣労働者による個人情報等の処

理に関する責任を負うものとする。 

 

（従事者等の教育及び研修） 

第７条 受託者は、個人情報等の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るた

め、責任者及び従事者に対し、個人情報保護法における委託者の機関及び受託者の義務

並びに本特記仕様において従事者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な



履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 受託者は、前項の教育及び研修の実施に関して計画を定めなければならない。この計

画には、個人情報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容並びに個人情報の漏えいが

生じた際に負う民事上、刑事上及び行政上の責任等に関する事項を含むものとする。 

３ 受託者は、第１項の教育及び研修を、責任者及び従事者にこの契約による業務を行わ

せる前に少なくとも１回は行わなければならない。 

４ 要配慮個人情報を取り扱う場合、委託者は、受託者が第２項に基づき策定する計画の

ほか、前項に基づき実施する教育及び研修の実施状況について、必要に応じてその提出

を求めるものとする。 

 

（再委託） 

第８条 受託者は、個人情報等の処理について再委託（受託者の子会社（会社法（平成 17 

年法律第 86 号）第２条第１項第３号に規定する子会社をいう。）への委託を含む。以下

同じ。）を行う場合、個人情報等を適切に管理する能力を有しない事業者を選定しないよ

うにするために、再委託しようとする業者名及び次の各号に規定する項目を記載した書

面を委託者に通知し、委託者の承諾を得なければならない。再委託の内容を変更する場

合又は選定した業者が個人情報等を適切に管理する能力を有しないことが判明した場合

において別の業者に変更する場合も同様である。 

(1) 再委託を行う業務の内容及び事業執行場所 

(2) 再委託で取り扱う個人情報等の目録 

(3) 再委託の期間 

(4) 再委託が必要な理由 

(5) 再委託の相手方（名称、代表者、所在地、連絡先） 

(6) 再委託の相手方における責任体制並びに責任者及び従事者 

(7) 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写

し) 

(8) 再委託の相手方に対する個人情報保護法第 25条等に基づく監督方法 

(9) その他、委託者が指定する事項 

２ 前項の場合、受託者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、受託者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、委託者に対して再委託

の相手方による個人情報等の処理に関する責任を負うものとする。 

３ 受託者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び個人情報等の安全

管理の方法について具体的に規定しなければならない。 

４ 受託者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、

委託者の求めに応じて、その状況等を委託者に適宜報告しなければならない。 



５ 受託者は、前項の管理監督とは別に、再委託の相手方における責任者及び従事者に対

して、この契約による業務を行わせる前に、少なくとも１回は前条第１項に定めるもの

と同等以上の教育及び研修を行わせなければならない。 

 

（目的以外の利用禁止） 

第９条 受託者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は委

託者から引き渡された文書等（当該文書に記録された個人情報の全部若しくは一部を複

写又は転写等した他の媒体を含む。以下、本特記仕様において同じ。）を委託者の指示又

は承諾を得ることなくこの契約の目的以外に利用し、又は第三者に提供してはならない。 

 

（複写、複製等の禁止） 

第１０条 受託者は、この契約による業務を処理するため委託者から引き渡された文書等

を委託者の指示又は承諾を得ることなく複写又は複製若しくは転写してはならない。 

 

（個人情報等の安全管理） 

第１１条 受託者は、この契約による業務を処理するため取得、作成した個人情報等又は

委託者から引き渡された文書等に記録された個人情報等を漏えい、漏示、毀損及び滅失

（以下「漏えい等」という。）することのないよう、当該個人情報等を安全に管理しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、委託者から文書等の引き渡しを受けた場合は、委託者に受領書を提出する。 

３ 受託者は、第１項の個人情報等を取り扱う場所（以下「作業場所」という。）を特定し、

あらかじめ委託者に届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとす

るときも、同様とする。委託者は、必要に応じて作業場所の現況を確認するものとする。 

４ 受託者は、委託者が承諾した場合を除き、第１項の個人情報等を作業場所から持ち出

してはならない。 

５ 受託者は、第１項の個人情報等を運搬する場合は、その方法（以下「運搬方法」とい

う。）を特定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。その特定した運搬方法を

変更しようとするときも、同様とする。 

６ 受託者は、第１項の個人情報等について郵便等発送、電子メールその他アプリケーシ

ョンの利用等により外部に送付する場合は、その方法（以下「送付方法」という。）を特

定し、あらかじめ委託者に届け出なければならない。その特定した送付方法を変更しよ

うとするときも、同様とする。 

７ 受託者は、従事者をして前項に基づき届け出た送付方法により第１項の個人情報等を

送付させる場合は、次の各号を遵守させなければならない。 

⑴ 送付先及び送付物に誤りがないか確認すること。 



⑵ 送付先の情報及び送付内容が第三者に知られないようにすること。 

⑶ 送付物の内容により適切な送付方法を選択すること。 

⑷ 上記⑴及び⑵について従事者による送付の都度複数人により確認すること及び上記 

 ⑶について責任者が了解していることその他責任者が指示した安全対策を講じること。 

８ 受託者は、この契約による業務を処理するために使用することとしたパソコン等（外

部記録媒体を含む。以下同じ。）以外のパソコン等を使用してはならない。 

９ 受託者は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他

情報漏えい等につながるおそれがあるソフトウエアをインストールしてはならない。 

  なお、クラウドサービスを利用する場合は、クラウドサービスに対する各種の認定・

認証制度（ISMAP、ISO/IEC27001・27017・27018、JISQ27001 等）の適用状況から、クラ

ウドサービスの信頼性が十分であることを総合的・客観的に評価し選定すること。 

10 受託者は、第１項の個人情報等を、秘匿性等その内容に応じて、次の各号の定めると

ころにより管理しなければならない。 

⑴ 個人情報等は、金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管しな 

ければならない。 

⑵ 個人情報等を電子データとして保存又は持ち出す場合は、暗号化処理又はこれと同等 

以上の保護措置をとらなければならない。 

⑶ 個人情報等を電子データで保管する場合、当該データが記録された外部記録媒体及び 

そのバックアップの保管状況及び個人情報等の正確性について、定期的に点検しなけ

ればならない。 

⑷ 個人情報等を管理するための台帳を整備し、個人情報等の受け渡し、利用、複写又は  

複製、保管、廃棄等の取扱いの状況、年月日及び担当者を記録しなければならない。 

 ⑸ 受託者は、委託者から要求があった場合又はこの契約の履行完了時には、委託者から

の貸与品等を契約履行完了後速やかに委託者に返還しなければならない。返還時には、

(4)の管理状況の記録を委託者に提出し、その内容を報告するものとする。 

 ⑹ 受託者は、業務完了時にこの特記仕様書の事項を遵守した旨を書面で報告すること。 

 

（個人情報等の帰属及び返還、廃棄又は消去） 

第１２条 委託者から引き渡された文書等に記録された個人情報等のほか、この契約によ

る業務を処理するために委託者の指定した様式により、及び委託者の名において、受託

者が取得、作成、加工、複写又は複製等した個人情報等は、委託者に帰属するものとす

る。 

２ 受託者は、この契約による委託業務完了時に、委託者の指示に基づいて、前項の個人

情報等を返還、廃棄又は消去しなければならない。 

なお、要配慮個人情報を含む場合、個人情報等の返還は、第５条の規定によりその役



割を果たすべき者として委託者に届け出られている者が行うものとする。 

３ 受託者は、第１項の個人情報等を廃棄する場合、記録媒体を物理的に破壊する等当該

個人情報等が判読又は復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。 

４ 受託者は、パソコン等に記録された第１項の個人情報等を消去する場合、データ消去

用ソフトウエアを使用し、当該個人情報等を判読及び復元できないように確実に消去し

なければならない。 

５ 受託者は、あらかじめ消去すべき情報項目、数量、消去方法及び消去予定日等を書面

により委託者に申し出て、委託者の承諾を得なければならない。受託者は、第１項の個

人情報等を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書（情報項目、

媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者及び廃棄又は消去の年月日が記載された書

面）を委託者に提出しなければならない。ただし、他の法令に基づき受託者において一

定期間の保管が義務付けられている個人情報等については、受託者は、廃棄又は消去で

きない個人情報等の概要に関する情報（情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去しない

根拠法令、責任者及び法令に基づき予定される廃棄又は消去の年月日）を上記証明書に

記載すること。 

６ 受託者は、廃棄又は消去に際し、委託者が立会いを求めたときはこれに応じなければ

ならない。 

第３章 事故対応及び検査 

（漏えい等発生時の対応） 

第１３条 受託者は、契約目的物の納入前に契約目的物の仕掛品、契約履行過程で発生し

た成果物及び委託者からの貸与品等の紛失、滅失及び毀損等の事故が生じたときには、

速やかにその状況を書面をもって委託者に報告しなければならない。 

２ 受託者は、この契約による業務の処理に関して個人情報の漏えい等が発生し、又は発

生したおそれがある事態が生じた場合は、その事態に係る帰責の有無にかかわらず、当

該漏えい等に係る個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を委託者に速やかに報

告し、その指示に従わなければならない。 

３ 受託者は、前項の事態が生じた場合には、委託者に可能な限り情報を提供するものと

し、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、

当該事態が生じた旨を当該漏えい等に係る個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に

知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。この場合、受託者は、当該措置に係

る費用を負担することとする。 

４ 受託者は、委託者と協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、

可能な限り当該事態に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければな

らない。この場合、受託者は、委託者が事実関係の公表に当たって受託者の名称及び代

表者氏名を公表することがあることを承諾するものとする。 



 

（立入調査等） 

第１４条 委託者は、この契約による業務の処理に伴う個人情報等の取扱いについて、本

特記仕様の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があ

ると認めるときは、受託者に報告を求めること及び受託者の作業場所を立入調査するこ

とができるものとし、受託者は、委託者から改善を指示された場合には、その指示に従

わなければならない。 

２ 受託者は、再委託を行う場合は、前項と同等の措置を講じるよう再委託の相手方に対

して求めなければならない。また、受託者は、必要に応じて委託者が再委託の相手方に

報告を求めること及び再委託の相手方の作業場所を立入調査できるよう、必要な調整を

行うものとする。この限りにおいて、受託者は、再委託の相手方の作業場所を立入調査

できるように調整した記録（再委託の相手方に連絡した日時及び連絡内容、連絡の結果

による再委託の相手方の返答内容など）を、委託者の求めに応じて書面により報告しな

ければならない。 

 

第４章 契約解除及び損害賠償等 

（契約の解除） 

第１５条 委託者は、受託者が本特記仕様に定める義務を履行しない場合は、この契約に

よる業務を解除することができるものとする。 

２ 前項の規定に基づく契約の解除により損害を被った場合には、委託者は受託者に損害

賠償を請求することができる。ただし、受託者は委託者にその損害の賠償を求めること

はできないものとする。 

３ 受託者が、第１項の規定に基づき契約を解除された場合、委託者は、受託者の名称及

び違反事実を公表することができる。 

４ 第 11条の 10(5)、第 12条の規定は、第１項の規定による解除の場合に準用する。 

 

（損害賠償等） 

第１６条 受託者の故意又は過失を問わず、受託者が本特記仕様に定める義務に違反し、

又は怠ったことにより委託者が損害を被った場合には、委託者にその損害を賠償しなけ

ればならない。 

２ 受託者は、第１３条第１項に規定する事態に起因又は関連して第三者との間で紛争、

クレーム又は請求（以下「紛争等」という）が生じた場合には、直ちに委託者に対して

書面により通知するものとし、かつ、自己の責任及び費用負担において、当該紛争等を

解決することとする。 

３ 受託者は、第１３条第１項に規定する事態に起因又は関連して、委託者が被った損害



又は損失及び費用（漏えい等した個人情報の本人である被害者から委託者に対してなさ

れる訴訟及び慰謝料その他の損害賠償の請求その他紛争解決手段の行使に対応するため

に委託者において発生した費用を含む。以下「損害等」という）が生じた場合、委託者

の求めに応じて、当該損害等の全部又は一部を補償する。 

４ 第２条第３項に基づき管理された個人情報等の取扱いについて委託者が損害を被った

場合には、委託者は不正競争防止法（平成５年法律第 47号）第４条及び第５条に基づく

損害の賠償を請求することができる。 

 

（違約金） 

第１７条 第１条に基づき管理された個人情報の取扱いに関して、受託者の責任者及び従

事者の故意又は重過失によって委託者に損害が生じた場合、受託者は委託者に対して違

約金として契約金額の 100分の 10に相当する額を支払う義務を負う。 

２ 委託者に生じた損害が前項に基づく違約金額を上回る場合には、委託者は実際に生じ

た損害額を立証することで、受託者に対して立証した額を違約金として請求することが

できる。 

 

（その他） 

第１８条 受託者は、東京都教育委員会が定める安全管理基準及び本特記仕様の解釈等、

個人情報等の取扱いについて疑義を生じた場合、その都度委託者に確認し、本業務を行

うこと。この限りにおいて、委託者は、委託者の情報セキュリティ管理体制の維持に支

障がない範囲で受託者に対して情報提供を行うものとする。 

 

第１９条 第１６条の個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他の一切の責任は、受託者

が再委託等（再々委託及びそれ以降の委託を含む。）をした相手方において発生した場合

であっても、当該受託者が負うものとする。 

 

第２０条 この特記仕様書について疑義等が生じたとき又はこの特記仕様書若しくは

仕様書に定めのない事項については、両者協議のうえ定める。 

 

 



東京都グリーン購入ガイド
（2025年4月1日施行）

１．用紙
品名 環境配慮仕様 備考

複写機用
紙

【水準１】
①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ利用割合、間伐材等パルプ利用割合、その他の持続可能性を目
指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ利用割合、白色度及び坪量を総合的に評価した総合評
価値が80以上であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された
国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材
工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③製品に総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値）が記載されている
こと。記載できない場合は、ウェブサイト等で容易に確認できるようにし、参照先を明確にすること。

【水準２】
①古紙パルプ配合率100％など古紙パルプの配合率が可能な限り高いものであること。
②バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC（SGECを含む。）認証を
受けたもの又は間伐材等パルプであるなど、サプライチェーンにおいて生物多様性の損失を引き起こさない
持続可能な生産がされたものであることが十分に確認されていること。
③製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮さ
れていること。

■詳細は、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令
和７年１月）」（国基準）Ｐ10～Ｐ12を参照すること。

ＯＡ用紙
（フォーム
用紙等）

【水準１】
①古紙パルプ配合率70％以上、かつフォーム用紙にあっては白色度70%以下であること。
②バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された
国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材
工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
③塗工されているものについては、塗工量が両面で１２ｇ/㎡以下であること。

【水準２】
①バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC（SGECを含む。）認証を
受けたもの又は間伐材等パルプであるなど、サプライチェーンにおいて生物多様性の損失を引き起こさない
持続可能な生産がされたものであることが十分に確認されていること。
②包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されている
こと。

■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令
和７年１月）」（国基準）Ｐ12を参照すること。

■機械読み取り用紙（OCR用紙等）は除く。
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東京都グリーン購入ガイド
（2025年4月1日施行）

２．印刷物
品名 環境配慮仕様 備考

【水準２】
①総合評価値がより高いものであること。
②古紙パルプ配合率が可能な限り高いものであること。
③印刷物の用途及び目的を踏まえ、可能な限り軽量化されていること。
④原稿入稿後から刷版作成までの工程において、デジタル化の推進等（ＤＴＰ、ＣＴＰ、ＤＤＣＰ方式の採用
等）により廃棄物の発生が可能な限り抑制されていること。
⑤湿し水からのＶＯＣ発生を抑制していること。
⑥洗浄剤からのＶＯＣ発生を抑制していること。
⑦インキ缶やインク、トナー等の容器、感光ドラム等の資材・部品等が再使用又はリサイクル されていること。
⑧印刷物の表紙の表面加工等への有害物質の発生原因となる物質の使用が可能な限り抑制されているこ
と。
⑨バージンパルプが原料として使用される場合にあっては、FSC認証若しくはPEFC（SGECを含む。）認証を
受けたもの又は間伐材等パルプであるなど、サプライチェーンにおいて生物多様性の損失を引き起こさない
持続可能な生産がされたものであることが十分に確認されていること。
⑩製品の包装又は梱包は可能な限り軽易で、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷軽減に配慮されている
こと。

印刷物（紙
製の報告書
類、ポス
ター、チラ
シ、パンフ
レット等）

【役務】

【水準１】
（印刷用紙※（冊子の表紙及び色上質紙を除く。））
①古紙パルプ配合率、森林認証材パルプ配合率、間伐材等パルプ配合率、管理木材パルプ配合率その他
の持続可能性を目指した原料の調達方針に基づいて使用するパルプ配合率、白色度及び坪量を総合的に
評価した総合評価値が８０以上であること。
②古紙パルプ、森林認証材パルプ、間伐材等パルプ、管理木材パルプ及びその他の持続可能性を目指し
た原料の調達方針に基づいて使用するパルプ以外のパルプを原料として使用しないこと。
③バージンパルプが使用される場合にあっては、その原料の原木は、伐採に当たって、原木の生産された
国又は地域における森林に関する法令に照らして手続が適切になされたものであること。ただし、合板・製材
工場から発生する端材、林地残材・小径木等の再生資源により製造されたバージンパルプには適用しない。
④製品の総合評価値及びその内訳（指標項目ごとの、指標値又は加算値、及び評価値）が容易に確認でき
ること。

（印刷インキ類）
１．オフセット印刷である場合には、次の基準を満たすこと。
　ア.①のインキを使用する。ただし、①によれない場合は②のインキを使用すること。
  　　 ① ノンVOCインキ（石油系溶剤を使用しないインキ）又はリサイクル対応型UVインキ
  　　 ②バイオマスを含有したインキであって、かつ、芳香族成分が１％未満の溶剤のみを用いるインキ
  イ.インキの化学安全性が確認されていること。
  ウ.①のインキを使用した場合は、印刷物の裏表紙等に「石油系溶剤を含まないインキを使用しています。」
と表示するか、マークを表示すること。

２．デジタル印刷の場合には、次の基準を満たすこと。
①電子写真方式（乾式トナーに限る。）にあっては、トナーカートリッジの化学安全性に係る水準１（本ガイド
のP１６.品名「トナーカートリッジ」参照）を満たすトナーが使用されていること。
②電子写真方式（湿式トナーに限る。）又はインクジェット方式にあっては、トナー又はインクの化学安全性が
確認されていること。

（リサイクル適性）
１．紙へのリサイクルにおいて阻害要因となる材料（古紙リサイクル適性ランクＢ、Ｃ及びＤランクの材料）が使
用されていないこと。ただし、印刷物の用途・目的から使用する場合は、使用部位、廃棄又はリサイクル方法
を記載すること。
2．印刷物へリサイクル適性を表示すること。

（印刷の各工程）
印刷の各工程において、環境配慮のための措置が講じられていること。

（その他）
次のいずれかの要件を満たした事業者又は印刷物であること。
ア．環境マネジメントシステムの認証を取得している事業者であること。
イ．環境報告書等を作成・公表している事業者であること。
ウ．印刷物の原材料調達から廃棄・リサイクルに至るまでのライフサイクルにおける温室効果ガス排出量を地
球温暖化係数に基づき二酸化炭素相当量に換算して算定した定量的環境情報が開示されていること。
エ．ライフサイクル全般にわたりカーボン・オフセットされた印刷物であること。
オ．グリーンプリンティング認定制度又は環境推進工場認定制度による認定を取得している事業者（工場等）
であること。

※複写機用紙を使用する場合は、「１．複写機用紙」の仕様
を参照すること。

■水準１（その他）の要件については、令和8年3月31日まで1
年間の経過措置を設ける。

■詳細は「環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令
和７年１月）」（国基準）「紙類 （Ｐ14～Ｐ18）」及び「印刷（Ｐ220
～227）」を参照すること。

■付属資料１「環境に配慮した印刷発注」を参照のこと。

■（用紙）、（印刷インキ類）及び、（リサイクル適性）について
は、納品時に表２の「資材確認票（兼　資材使用証明書）」を
提出させること。

■（リサイクル適性）の１及び２の「印刷物への適性の表示」に
ついては、古紙再生促進センター作成、日本印刷産業連合
会運用の「リサイクル対応型印刷物製作ガイドライン」を参考
とすること。ただし、使用する材料に古紙リサイクル適性ランク
が定められていない場合には、適用しないものとする。

■（印刷の各工程）については、仕様書に表１「オフセット印
刷又はデジタル印刷に関連する印刷の各工程における環境
配慮項目及び基準」を添付すること。また、納品時に表３「オ
フセット印刷又はデジタル印刷の工程における環境配慮
チェックリスト兼証明書」を提出させること。なお、（一社）日本
印刷産業連合会による「グリーンプリンティング認定工場」で
印刷した場合には、認定証の写しの提出をもって表３の提出
に代えることができる。
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